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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１７年１１月１４日（月）午前１０時　２分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　５時２１分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 嶋野浩一朗  副委員長 安藤　薫  委　　員 柴田繁勝

委　　員 本保加津枝  委　　員 村上英明  委　　員 上村高義

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝

生活環境部長　前田宜伸　　同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

同部参事兼環境業務課長　紀田光司　　同部参事兼環境対策課長　前川　弘

市民課長　村江　卓 同課参事　浅井重雄 産業振興課長　川上孝也

同課参事兼農業委員会事務局長　中井文雄　　環境センター長　五里江路人

保健福祉部長　堀口賢司 同部次長兼国保年金課長　佐藤芳雄

同部参事兼健康推進課長　福永冨美子　　福祉総務課長　中岡曰生

高齢者障害者福祉課長　登阪　弘　　こども育成課長　山本和憲

介護保険課長　井口久和

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　中井真穂

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成１６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第７号　平成１６年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出決算

認定の件

認定第３号　平成１６年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第４号　平成１６年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第８号　平成１６年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時２分　開会）

○嶋野委員長　おはようございます。

　ただいまから民生常任委員会を開会い

たします。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　時節柄、お忙しいところ、民生常任委

員会をお持ちいただきまして、大変あり

がとうございます。

　本日は、平成１６年度の摂津市一般会

計歳入歳出決算認定の件所管分ほか４件

についてご審査をいただくわけでござい

ますが、どうか慎重審議の上、ご認定賜

りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。

　私は一たん退席をいたしますけれども、

在庁いたしておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

　開会に当たり、ごあいさつにかえさせ

ていただきます。

　ありがとうございました。

○嶋野委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は安藤委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時３分　休憩）

（午前１０時４分　再開）

○嶋野委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　堀口保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　おはようございま

す。

　それでは、認定第１号、平成１６年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、保

健福祉部に係る部分につきまして、目を

追って、その主なものについて補足説明

をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目１、民生費負担金は、前年度

に比べ３．６％、約２，３３７万円の増

となっております。これは、主に公立保

育所入所児童数の減少がありましたが、

私立保育所入所児童数の増加、介護サー

ビス保険者負担金、老人保護施設入所負

担金等の増によるものでございます。

　３４ページ、款１３、使用料及び手数

料、項１、使用料、目３、衛生使用料の

うち、保健福祉部に係ります使用料は、

前年度に比べ１．４％、１２８万円の増

となっております。これは、主に墓地使

用料の増によるものでございます。

　４０ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目１、民生費国庫負担

金は、前年度に比べ６．７％、約１億５，

７０２万円の増となっております。これ

は、公立保育所に対する国庫負担金が一

般財源化されたため、約９，６４８万円

が減となりましたが、児童手当が小学校

３年生まで延長になったことで約７，６

２０万円の増、児童扶養手当負担金で約

６９８万円の増、生活保護費負担金で約

１億６，５７７万円の増となったことな

どによるものでございます。

　同じく４０ページ、目２、衛生費国庫

負担金は、前年度に比べ１０．７％、約

２６７万円の増となっております。これ

は、健康教育、健康相談、各種市民健康

診査等にかかる負担金でございます。

　同じく４０ページ、項２、国庫補助金、

目１、民生費国庫補助金は、前年度に比

べ３８．５％、約１，８６８万円の増と
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なっております。これは、主に障害児者

等の居宅生活支援補助金の増、またファ

ミリーサポートセンター運営費補助金、

母子福祉関係補助金などが新規の補助金

として増となったものでございます。

　４４ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、前年度に比べ２０％、約

６５６万円の減となっております。これ

は、児童手当事務委託金が一般財源化さ

れたことによるものでございます。

　同じく４４ページ、款１５、府支出金、

項１、府負担金、目１、民生費府負担金

は、前年度に比べ６．１％、約２，５２

６万円の減となっております。これは、

児童手当負担金や生活保護費負担金の増

がありましたが、国庫負担金のところで

もご説明いたしましたように、公立保育

所の運営費負担金が一般財源化され、児

童福祉費負担金で約４，９４９万円の減

となったことなどによるものでございま

す。

　同じく４４ページ、目３、衛生費府負

担金は、前年度に比べ９．４％、約２５

６万円の増となっております。これは、

市民総合健診や機能訓練等保健事業の受

診者の増加などによるものでございます。

　４６ページ、項２、府補助金、目２、

民生費府補助金は、前年度に比べ７．７

％、約３，２２５万円の増となっており

ます。これは、主に障害者福祉作業所２

か所が小規模通所授産施設に施設類型を

変更したことに伴います運営事業補助金

の増、精神障害者居宅生活支援補助金の

増、小地域ネットワーク活動推進事業補

助金につきましては、従前は大阪府社会

福祉協議会から、直接、摂津市福祉協議

会に補助されていたものが制度変更され、

大阪府より市へ補助されることになった

ことによるものでございます。

　また、４８ページ、身体障害者福祉費

補助金、知的障害者福祉費補助金では、

それぞれ居宅生活支援利用者の増加に伴

います補助金の増、また、医療費の補助

では、老人医療費補助金が前年度に比べ

４．９％、約４６５万円の減。

　５０ページ、乳幼児医療費補助金は、

補助対象年齢の引き上げにより、前年度

に比べ１３．５％、約４８７万円の増と

なっております。

　５２ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、前年度に比べ１２．６％、

約１１９万円の減となっております。こ

れは、前年度に生活保護関係で家計簿調

査を府より受託しておりましたが、それ

がなくなったことによるものでございま

す。

　５６ページ、款１８、繰入金、項１、

特別会計繰入金、目２、介護保険特別会

計繰入金は、市負担に係る過年度精算金

でございます。

　５８ページからの、款１９、諸収入、

項４、雑入、目１、雑入のうち、６２ペー

ジから６４ページの保健福祉部関係は、

各種検診自己負担金、生活保護法による

返還金・徴収金、市立障害者入所施設支

援費収入、老人医療返還金、保育所職員

給食費負担金などでございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

２２ページ、款３、民生費、項１、社会

福祉費、目１、社会福祉総務費は、前年

度に比べ３．９％の増となっております。

これは、福祉総務課、高齢者障害者福祉

課、介護保険課に係る経常経費並びに社

会福祉事業運営委託料、障害者授産作業

所活性化委託料、また民生児童委員協議

会補助金、社会福祉協議会補助金、小規

模通所授産施設運営補助金、ガイドヘル

プサービス支援費、国民健康保険特別会

計などへの繰出金が主なものでございま

す。
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　１２８ページ、目２、老人福祉費は、

前年度に比べ３１．６％の減となってお

ります。その主なものは、前年度に土地

開発公社から鳥飼西ゲートボール場用地

の買い戻しが済んだことによるものでご

ざいます。

　また、１３２ページ、老人福祉施設整

備費補助金は、摂津特養ひかりの施設整

備に対する補助金でございます。

　同じく１３２ページ、目３、国民年金

総務費及び１３４ページの目４、国民年

金事務費は、国民年金事務にかかわりま

す経常経費でございます。

　同じく１３４ページ、目５、身体障害

者福祉費は、前年度に比べ０．３％の増

となっており、身体障害者に係る入浴介

助サービス、短期入所委託料、補装具交

付、援護施設への入所、また、ホームヘ

ルプ、ガイドヘルプサービスに係る支援

費などでございます。

　１３６ページ、目６、知的障害者福祉

費は、前年度に比べ６．２％の増となっ

ており、市立みきの路の運営に係る委託

料、知的障害者の援護施設の入所に係る

支援費、地域生活援助支援費などでござ

います。

　１３８ページ、目７、老人医療助成費

は、前年度に比べ４％の減、また、目８、

身体障害者医療助成費は、前年度に比べ

８．９％の増となっております。いずれ

も医療費助成に係る経費でございます。

　項２、児童福祉費、目１、児童福祉総

務費は、前年度に比べ１２．４％の増と

なっております。その主なものは、摂津

保育所を民営化したことに伴い、保育所

運営費負担金及び民間保育所運営費補助

金が増加したことによるものでございま

す。

　１４２ページ、目２、児童措置費は、

前年度に比べ１６．５％の増となってお

ります。その主なものは扶助費で、児童

手当の年齢拡大によるものでございます。

　目３、児童福祉施設費は、前年度に比

べ２６．５％の減となっております。こ

れは、摂津保育所の民営化に伴う経費の

減によるものでございます。

　１４４ページ、目４、母子福祉費は、

前年度に比べ７０．２％の増となってお

ります。その主なものは、母子生活支援

施設運営費負担金、母子家庭自立支援給

付金を新規事業経費として執行したもの

でございます。

　１４６ページ、目５、乳児医療助成費

は、前年度に比べ２．１％の増となって

おります。また、目６、母子医療助成費

は、前年度に比べ６％の増となっており

ます。いずれも医療費助成に係る経費で

ございます。項３、生活保護費、目１、

生活保護総務費は、前年度に比べ１５．

３％の増、また、１４８ページ、目２、

扶助費は、前年度に比べ４．１％の増と

なっております。いずれも保護事業の経

常経費及び保護に要する経費でございま

す。

　１５０ページ、款４、衛生費、項１、

保健衛生費、目１保健衛生総務費は、前

年度に比べ４．３％の減となっておりま

す。これは、保健センター及び休日応急

診療所の管理運営に係る経費、また、３

次救命救急センター、休日応急診療所等

の補助金や負担金などでございます。

　１５２ページ、目２、予防費は、前年

度に比べ８．６％の増となっております。

その主なものは、各種がん検診、市民健

康診査、各種予防接種、乳幼児の各種健

診委託などに係るものでございます。

　１５６ページ、目３、環境衛生費は、

前年度に比べ１０．４％の増となってお

ります。その主なものは、消毒業務及び

飼い犬登録などに係る経費でございます。
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　１５８ページ、目６、斎場費は、前年

度に比べ３．７％の減となっております。

これは、市営葬儀、斎場、葬儀会館の管

理運営経費でございます。目７、墓地管

理費は、市営墓地の管理経費でございま

す。

　以上、保健福祉部に係ります平成１６

年一般会計歳入歳出決算についての補足

説明とさせていただきます。

○嶋野委員長　続きまして、前田生活環

境部長。

○前田生活環境部長　おはようございま

す。

　認定第１号、平成１６年度摂津市一般

会計歳入歳出決算のうち、生活環境部に

かかわる部分につきまして、目を追って

その主なものについて補足説明をさせて

いただきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目２、民生使用料のうち、総合

福祉会館等に係るものは、前年度に比べ

７．５％の減となっております。

　３６ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料のうち、市民課に係るものは、

前年度に比べ２４．５％の増となってお

ります。この主な要因は、平成１６年７

月からの手数料改定によるものでござい

ます。

　３８ページ、目２、衛生手数料のうち、

塵芥処理手数料では、前年度に比べ１０．

６％の減となっております。目３、農林

水産業手数料は、前年度に比べ６２．５

％の減となっております。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目２、衛生費国庫補助

金のうち、保健衛生費補助金は、低公害

車普及事業補助金でございまして、公害

パトロール車の買い替えによるもので、

天然ガス車改造費に対する国からの補助

金でございます。

　次の清掃費補助金は、廃棄物処理施設

整備費補助金でございまして、平成１３

年に実施しましたダイオキシン類対策に

係るごみ処理施設改修工事に対する貸付

金の償還に伴う補助金となっております。

　４４ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち、戸籍住民基本台帳費

委託金は、前年度に比べ１．９％の減と

なっております。

　４６ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金のうち、

ひったくり防止重点対策事業補助金は、

ひったくり防止対策に対する大阪府から

の補助金でございます。

　５０ページ、目２、民生費府補助金の

うち、生活文化費補助金は、新進芸術家

育成補助金でございまして、リトルカメ

リア推薦コンサートに対する大阪府から

の補助金でございます。目３、衛生費府

補助金のうち、公害対策費補助金は、騒

音、振動、悪臭対策等の委任事務補助金

でございます。また、違法屋外広告物除

去事務経費補助金は、違法簡易看板除去

に係る補助金でございます。目４、農林

水産業費府補助金は、前年度に比べ４．

１％の増となっております。目５、商工

費府補助金は、地域就労支援事業及び大

阪府地域ネット関連事業に係る補助金の

交付を受けたものであります。

　５８ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目２、中小企業事業資

金融資預託金収入は、前年度と同額となっ

ております。

　６０ページ、項４、雑入、目１、雑入

のうち、生活環境部にかかわります主な

ものは、総合福祉会館の光熱水費等負担

金、文化ホール入場料、市町村振興助成

金、資源ごみ売却収入、広域廃棄物埋立

処分場整備委託料精算金等でございまし
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て、前年度に比べ２６．２％の増となっ

ております。この主な要因は、平成１６

年度におきまして、広域廃棄物埋立処分

場整備委託料の精算があったことによる

ものでございます。

　続きまして、歳出でございますが、９

２ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目７、都市交流費は、その主なも

のとして、国際交流嘱託員報酬及び国際

交流協会補助金、市外宿泊施設利用補助

金等に係る経費でございます。

　９６ページ、目１１、防犯対策費は、

防犯灯の設置と維持管理及び防犯協会の

負担金に係る経費でございます。

　９８ページ、目１４、自治振興費は、

地区振興委員等の報酬のほか、自治会に

対する広報紙等の配布手数料並びに地域

活性化事業と自治連合会が実施する研修

会及び摂津まつり振興会への補助金が主

なものでございます。

　１０８ページ、項３、戸籍住民基本台

帳費、目１、戸籍住民基本台帳費の主な

ものは、戸籍、住民基本台帳事務事業及

び市民サービスコーナー事務事業等に係

る経費でございます。

　次に、１４８ページ、款３、民生費、

項４、生活文化費、目１、生活文化総務

費は、財団法人摂津市施設管理公社への

事業委託に係る経費が主なものでござい

ます。

　１５０ページ、目２、総合福祉会館費

は、総合福祉会館の維持管理に係る光熱

水費が主なものでございます。目３、文

化ホール費は、文化ホールの維持管理に

係る光熱水費及び音響機器の借上料でご

ざいます。

　次に、１５６ページ、款４、衛生費、

項１、保健衛生費、目４、公害対策費は、

大気、水質、騒音・振動対策等に係る経

費でございます。前年度に比べ１０３．

６％の増となっており、これは、公害パ

トロール車の買い替えによるものでござ

います。

　１５８ページ、目５、環境政策費は、

環境保全に係る啓発事業等に係る経費で

ございます。前年度に比べ３６．６％の

増となっており、これは、緊急雇用対策

環境美化推進強化事業によるものでござ

います。項２、清掃費、目１、清掃総務

費は、一般廃棄物の収集、処理事業に係

る経常的な経費でございます。

　１６２ページ、目２、塵芥処理費の主

なものは、再生資源集団回収協力金、ス

トックヤード運営に係る光熱水費、可燃

ごみの収集運搬、不燃ごみの中間処理、

不燃ごみ収集運搬、選別委託料等でござ

います。

　１６６ページ、目４、環境センター費

は、環境センターでの可燃ごみ焼却処理

経費のほか、３号炉及び４号炉の維持管

理に係る経費でございます。

　１６８ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目１、農業委員会費は、

農業委員報酬及び農業委員会の運営事務

に係る経費でございます。

　１７０ページ、目２、農業総務費は、

農業改良委員報酬、大阪府北部農業協同

組合への負担金が主な経費でございます。

　１７２ページ、目３、農業振興費は、

地域米消費拡大、市民農園設置委託及び

花とみどりの補助金が主な経費でござい

ます。

　１７４ページ、款６、商工費、項１、

商工費、目１、商工総務費は、事務管理

費等の経常経費ございます。

　１７６ページ、目２、商工振興費は、

商業活性化対策の事業補助や、中小企業

事業資金融資預託金等の商工振興策に係

る経費でございます。目３、消費対策費

は、消費生活相談ルームの運営及び消費
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者啓発事業の資料作成等に係る経費等で

ございます。

　以上、歳入歳出決算の補足説明とさせ

ていただきます。

○嶋野委員長　説明が終わり、それでは

質疑に入ります。

　質疑のある方の挙手を求めます。

　村上委員。

○村上委員　おはようございます。

　決算書の９６ページ、款２、総務費、

項１、総務管理費、目１１、防犯対策費、

節１５、工事請負費についてでございま

すが、防犯灯は、防犯対策上、明るいま

ちをつくるために必要であると、そうい

うふうに認識しておるところなんですけ

ども、この防犯灯設置というのは、基本

は２０ワットというふうに認識しており

ます。

　その中で、自治会の希望もしくは設置

箇所数が減らせるなどのことであれば、

２０ワットから３６ワットへの取り替え

検討を市で行うというふうに聞いており

ますけれども、昨年度の取り替えという

のは１０灯ありました。それに対して、

今年は２６灯の取り替えとなっておりま

す。この内容についてお聞かせいただけ

ればなと、そういうふうに思います。

　２番目なんですけども、決算書の１０

０ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目１４、自治振興費、節１、報酬

の市民法律相談弁護士報酬についてでご

ざいますが、市民法律相談というのは毎

週木曜日の午後から２時間行っていただ

いておるということで、その中で、次の

２点についてお聞かせ願いたいなと思い

ます。

　１点目は、弁護士さんとどのような契

約になっているのでしょうか。

　２点目は、その契約に対して、他市の

状況について掌握しておられれば説明お

願いしたいなと、そういうふうに思いま

す。

　３番目なんですけども、同じく決算書

の１００ページ、款２、総務費、項１、

総務管理費、目１４、自治振興費、節１

９、負担金、補助及び交付金の摂津まつ

り振興会補助金についてでございますが、

摂津まつり、今年も盛大に開催されたと

いうふうに聞いております。また、関係

者の皆様に対して、この場をお借りいた

しまして感謝申し上げたいと思います。

私も思っているんですが、このまつりを

楽しみにしておられる方がかなりおられ

るというふうに聞いております。

　そこで、ここ２、３年の参加人数がわ

かれば教えていただきたいなと、そうい

うふうに思っております。

　４番目なんですけども、決算書の同じ

く１００ページ、節１９、負担金、補助

及び交付金の地域活性化事業補助金につ

いてでございますが、この補助金につき

ましては、各校区の自主性に任せて、地

域を活性化していこうという、そのお考

えで補助されているというふうに思って

おるところなんですけども、この補助金

の分配に当たりまして、次の２点につい

てお聞かせ願いたいなと思います。

　１点目、補助金などの分配方法の考え

方やその残金の扱い方について教えてい

ただければと思います。

　２点目は、各校区の補助金を使用した

行事内容について詳しく教えていただき

たいなと、そういうふうに思います。

　５番目なんですけども、決算書の１０

８ページ、款２、総務費、項３、戸籍住

民基本台帳費、目１、戸籍住民基本台帳

費についてでございますが、今、行政に

おきましては電子化を進めておられると

いうふうに聞いております。この戸籍に

つきましてはまだ電子化されていないと
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いうふうに認識しておるところなんです

けども、市民からの戸籍の申請がありま

して、お渡しできる時間までということ

で、次の２点についてお聞かせ願いたい

と。

　１点目は、申請からお渡しできるまで

の所要時間、２点目はこの事務処理の流

れについてお聞かせ願いたいなというふ

うに思います。

　６番目なんですけども、決算書の１２

６ページ、款３、民生費、項１、社会福

祉費、目１、社会福祉総務費、節１３、

委託料の地域福祉計画策定委託料につい

てでございますが、摂津市地域福祉計画

につきまして、基本理念として、誰もが

健康で安心して暮らせる人権と福祉のま

ちづくりというふうに記載されておりま

すけども、内容は、数値、または地域の

特徴など、かなり詳しく記載されておる

というところで高く評価できるのではな

いかなと、そういうふうに思っておりま

すけども、その点につきまして、２点、

お聞きしたいと思います。

　１点目は、市民との共有ということも

含めまして、今後、この計画書をどのよ

うに活用されていこうとされているのか。

　２点目に、この内容の更新に関しての

考え方についてお聞きしたいと思います。

　７番目なんですけども、決算書の１２

６ページ、款３、民生費、項１、社会福

祉費、目１、社会福祉総務費、節１９、

負担金、補助及び交付金の民生児童委員

協議会補助金についてでございますが、

民生児童委員につきましては、住民福祉

の増進などを主な職務として活動されて

いると思います。その中で、この平成１

６年度に区域変更と、また、人数増加を

含めた改選が行われたというところで、

以前と比較し、どういうふうに充実をさ

れたのでしょうかと、それをお聞きした

いと思います。

　８番目なんですけども、決算書の１４

０ページ、款３、民生費、項２、児童福

祉費、目１、児童福祉総務費、節１３、

委託料の次世代育成支援行動計画策定委

託料についてでございますが、次世代育

成支援行動計画につきまして、次世代育

成支援対策推進法に基づいて制定された

ということをお聞きしております。内容

は、本市において取り組むべき課題を明

らかにするなど、数値、また、子どもを

取り巻く環境における具体的行動計画が

詳しく記載されておるということで、先

ほどと同様に高く評価できるのではない

かなというふうに思っております。

　そこで、次の３点についてお聞きした

いと思います。

　１点目は、市民との共有も含めて、今

後、この計画書をどのように活用されて

いくのか。

　２点目は、内容更新に関しての考え方。

　３点目は、策定委託料として１２９万

１，５００円を記載されておりますけど

も、この内容について詳しくお聞かせ願

いたい、そういうふうに思います。

　９番目なんですけども、決算書の１４

０ページ、款３、民生費、項２、児童福

祉費、目１、児童福祉総務費、節１３、

委託料のファミリーサポートセンター運

営委託料に関してでございますが、ファ

ミリーサポートセンターは、昨年の１０

月、運用を開始されたというところで、

その件に関しまして、次の３点について

お聞きしたいと思います。

　１点目、今までの活用実績はどうなっ

ているのでしょうかと。

　２点目は、今後の利用増加に向けた取

り組みをどのように考えておられるのか。

　３点目に、補助金と会員登録数及び利

用件数に関しまして規定があるというふ
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うにお聞きしておりますけども、この規

定の内容について詳しくお聞かせ願いた

いと思います。

　１０番目なんですが、決算書の１４２

ページ、款３、民生費、項２、児童福祉

費、目１、児童福祉総務費、節１９、負

担金、補助及び交付金の保育所運営費負

担金についてでございますが、平成１６

年に摂津保育所が民営化されたというと

ころで、この当初計画における節減額と

実際の節減額の差額等について、内容を

お聞きしたいと思います。

　また、保護者の方を対象にアンケート

を行ったというふうに聞いておりますけ

ども、この結果なども踏まえて、評価に

ついてお聞きしたいなと、こういうふう

に思います。

　最後、１１番目なんですが、決算書の

１４６ページ、款３、民生費、項２、児

童福祉費、目６、母子医療助成費、節２

０、扶助費に関してでございますが、ひ

とり親家庭医療費におきまして、平成１

６年１１月から、一部負担金ということ

で、１８歳未満の児童とその養育者に対

して、一つの医療機関当たり、入院、通

院とも月２回を限度としまして、１回に

つき各５００円の負担金があるというふ

うにお聞きしました。この制度を導入し

まして、この平成１６年１０月以前の導

入前と費用面での影響についてお聞きい

たします。

○嶋野委員長　それでは、答弁をお願い

いたします。

　大場次長。

○大場生活環境部次長　防犯灯の２０ワッ

トから３６ワットの内容でございますが、

今年２６件やっております。３６ワット

への取り替えの基準につきましては、通

勤、通学等で通行人が比較的多い場合、

また、道路と道路が交差する場所で、既

存の２０ワットでは若干暗いといった場

合につけておるところでございまして、

これは、自治会長さんの申請によりまし

て、２０ワットから３６ワットにかえて

ほしいというようなことで、市の職員が

現場に行きまして、照度等をはかりなが

ら設置をしておるところでございます。

　また、管理費につきましても、２０ワッ

ト、３６ワット、同じく１灯８００円の

補助をしておるところでございます。

　次に、法律相談でございますが、これ

につきましては、現在、摂津市法律相談

員の報酬及び費用弁償に関する条例によ

りまして、１時間８，０００円の報酬を

払っておるところでございます。

　他市の状況につきましては、大阪府の

弁護士会の方に委託されておるところが

ほとんどだというふうに聞いております。

　次に、摂津まつりの参加人員でござい

ますけども、昨年のまつりは、平成１６

年度の７月３１日と８月１日と行われま

して、参加人員が３万８，０００人とい

うことでございます。その前の平成１５

年度では３万３，０００人、本年度につ

きましては、４万３，０００人というこ

とでございます。

○嶋野委員長　村江課長。

○村江市民課長　５番目の１、戸籍に関

することで、申請から交付までの時間は

どのぐらいかかるかというご質問でござ

いますが、一般的な戸籍につきましては、

申請があって、それから戸籍の保管庫へ

行きまして、それでコピーを焼きまして、

公印を押して、市民の方にお渡しするの

は、普通であれば５分前後でいけると思

います。ただ、その申請内容によりまし

て、相続絡み、というのは、被相続人の

出生から死亡までというような分につき

ましては、古い戸籍も見なければいけな

いということになりますので、やはり３
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０分ぐらいはかかると思われます。

　あと、２番目の事務処理の流れという

ことなんですが、届け書を戸籍の係の者

が受け付けまして、それを次に審査しま

す。それから、記載をして、あと、見直

し点検ということになります。それを、

できたものから戸籍簿に編綴していくと

いう形になります。

○嶋野委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　地域活性化でご

ざいますが、地域活性化事業補助要綱に

よりまして、補助金の額は均等割と世帯

割というふうに分かれております。１連

合会ごとに均等割が４５万円、それと、

世帯当たり９０円の交付になっておりま

す。

　事業内容につきましてでございますが、

平成１６年度では、１２小学校区のうち

１１小学校区で実施されておられます。

千里丘小学校区では、地域環境美化活動、

それから防犯啓発活動等でございます。

三宅校区におきましては、盆踊りという

ことで地域活性化事業補助金を使ってい

ただいております。柳田小学校区は申請

がございませんでした。摂津小学校区に

おきましては、防犯パトロール事業、防

災事業、緑化推進、歩こう会という事業

をやっておられます。味舌小学校区にお

きましては、地域防犯啓発、緑化活動、

それから、正雀駅前のたそがれコンサー

ト、自主防災訓練でございます。

　味舌東小学校区におきましては、自主

防災訓練でございます。

　別府小学校区におきましては、別府若

者みこしまつり、防災訓練、歩こう会、

子どもを守る防犯啓発事業でございます。

　味生小学校区におきましては、校区で

のソフトボール大会、それから、淀川ウォー

キング大会、自主防災訓練でございます。

　鳥飼北小学校区では鳥飼北ふるさとま

つりをやっていただいております。

　鳥飼西小学校区では地域美化環境事業

でございます。

　鳥飼小学校区では防災訓練事業。

　鳥飼東小学校区でも同じく防災訓練事

業でございます。

　それと、残金の精算につきましては、

要綱の第９条で、実績報告を願って精算

しておるところでございます。

○嶋野委員長　中岡課長。

○中岡福祉総務課長　地域福祉計画のご

質問でございますが、平成１２年に社会

福祉法が抜本的な改正になりまして、地

域福祉計画の作成が明記されまして、私

どももそれに伴いまして、住民懇談会等

を含めて計画策定をやってきたところで

ございます。

　これからは、でき上がったものをどう

活用していくかというご質問でございま

すので、私どもの方のこの計画は、福祉

の総合計画というふうな位置づけもござ

いますので、個別の計画はそれぞれ子ど

ものこと、あるいは障害者のこと、高齢

者のこと、健康のこととかそれぞれ計画

がありますので、その進捗を見守りなが

ら、全体の計画としてのこの福祉計画に

反映していくということが大事であろう

と考えております。

　また、各種団体、老人会、民生委員さ

ん、校区福祉委員会、そういった方々に、

この冊子等の説明をさせていただこうと

いうことで、既に終わっているところも

ありますし、ある校区では、２月にちょっ

とこの計画の話に来てほしいと、出前講

座をしてほしいというようなこともござ

いますので、それに向けて、私ども、ほ

かの校区にも広がるように進めていきた

いなと思っております。

　また、更新の考え方ということでござ

いますので、更新の考え方は、これ５年
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計画というふうに一応なっております。

常に事業は進んでおりますので、随時そ

ういった進捗状況の把握に努めていかな

ければならないというふうに思っており

ますので、庁内でも今検討中でございま

すが、前年まで検討委員会というような

庁内委員会をこしらえていたわけですけ

ども、これを再構築しまして、庁内の推

進委員とでもいいましょうか、そういっ

たメンバーを募って、計画の検証を図っ

ていきたいというふうに考えています。

　また、計画書にもありますように、市

民の代表の方々にも参加していただいて、

仮称ではございますが、福祉のまちづく

り推進協議会というようなものも設置し

て、検証に努めていきたいと考えており

ます。

　続きまして、民生委員協議会の補助金

に関連してでございますが、平成１６年

１２月に一斉改選がございまして、民生

委員の増員、あるいは区域を多少、その

増員に伴います、あるいは従前から旧の

地区名を使っておりました千里丘地区と

か三宅地区、鳥飼地区、味舌地区、味生

地区とか、それを中学校区という形で整

理をさせていただきました。これは、従

前から活動が活発になるほど、具体的に

申し上げますと、摂津小学校区なんかは、

一部千里丘地区に入っていたということ

で、子どもは摂津小学校へ行っているの

に、民生委員の活動は千里丘というよう

な、少し支障が、少しどころか大分出て

きたかなと思います。活動すればするほ

ど、そういったものが浮き彫りになって

きたように思います。

　従前から指摘もありましたので、平成

１６年の１２月に、各中学校区という形

で、それぞれの小学校区が、３校区、２

校区が中学校区になるというふうにしま

したので、これも、ある意味では整理し、

活動もしやすくなったんではないかなと

思います。増員については、おおむね我

が市の人口規模からいいますと、国の一

定の指針では、２８０世帯から３００世

帯が、民生委員一人の受け持ち世帯とい

うふうになっております。人口は増えて

ませんが、世帯が増えているという状況

があります。単純にその世帯で割ると、

ほんとにどんどん、どんどん受け持ち区

域が広がっていくという現状はご承知だ

と思います。

　我々の方も、平成１６年の夏ごろに大

阪府の方に申請しまして、単純な数字で

はありますが、１２４名の民生委員、主

任児童委員さんも入れまして１２９名で

すけれども、全体で１４１名に増員させ

てもらった。この主なものは、主任児童

委員さんが１２小学校区、全校区にご英

断をいただきまして配置するということ

で、児童にかかわる問題を検討、指導し

ていただく、受け持ってもらうというよ

うな主任児童委員が増えたものが主なも

のでございますが、大きな４００世帯、

５００世帯を持っておられる民生委員さ

んもおられましたので、それの分区をさ

せていただいて、増員となったものでご

ざいます。

　おのずから、やはり受け持ち区域が少

なくなりますと、やはりきめ細かな地域

活動ができるというふうにつながってお

りますので、ご質問のように、どのよう

に充実したかということになりますと、

今後、いろいろな校区の活動もされてく

ると思いますけれども、やはり受け持ち

区域が小さくなるということは、それだ

けきめ細かくできるということになろう

かと思いますので、今後の活動を見守っ

ていきたいなと。また指導もし、協力し

ていきたいなと考えております。

○嶋野委員長　山本課長。

－ 11 －



○山本こども育成課長　こども育成課に

かかわります４つのご質問についてご答

弁申し上げます。

　まず、次世代育成支援行動計画策定委

託料に関するご質問の３点でございます

が、まず１点目、市民との協働、共有と

いう観点から、どのように進めていくの

かというご質問だったと思います。

　委員ご説明ございましたように、法に

基づきまして、平成１６年度、行動計画

を策定いたしまして、今年度から実施を

しているという状況でございます。

　本計画の将来像といたしまして、子育

てに喜びを感じ、次代を担う子どもとと

もに育つまち摂津という将来像を設定い

たしまして、基本目標５つを掲げまして、

今、鋭意努力しているところでございま

す。

　その中で、特に市民さんとの協働、共

有部分のところでございますが、やはり

行政ができるところ、また、地域におい

て子育て支援をご協力いただけるところ

があろうと思います。今まで、どうして

も福祉の施策の中で、施設を中心の施策

を展開しておったのが事実でございます。

今後、そこの充実もございますけども、

やはり地域にいらっしゃるお子さんのと

ころの支援をどう充実していくかという

ところを、行政、また市民の皆様方と一

体となって取り組んでいきたいというふ

うに考えております。

　次に、更新時期というところでござい

ますが、一応、法に基づきまして１０年

間の計画でございますが、まず、第１期

５年計画を策定し、後に後期の５年分を

策定するということでございまして、平

成１７年度から５年と申しますと、平成

１７年度、１８年度、１９年度、２０年

度、２１年度というぐあいになっており

ます。というところで、平成２１年度に

見直しをいたしまして、平成２２年度か

ら平成２６年度の５年間の計画を、後期

分を作成していく予定でございます。見

直し時期は平成２１年度というふうに考

えております。

　続きまして、委託料の１２９万円の内

訳ということでございますが、こちらの

方の委託につきましては、武庫川女子大

学の方の研究室内に家庭支援研究会とい

う会がございます。そちらの方に委託を

いたしております。

　内訳といたしまして、消費税課税前の

金額で１２３万円ということでございま

す。平成１５年度に実施いたしました市

民アンケートの分析等で１５万７，００

０円、計画書の素案作成にかかわる経費

で３２万４，０００円、策定委員会等々

事務打ち合わせで１２万３，０００円、

計画書の原版といいますか、そこら辺の

お金で４６万７，５００円、諸雑費等が

１５万８，５００円という、計１２３万

円に消費税を掛けて１２９万１，５００

円ということになっております。

　続きまして、ファミリーサポートセン

ターに関する委託でございますが、ご質

問にもございましたように、昨年の１０

月から事業を実施いたしております。昨

年度の３月末現在の状況でございますが、

依頼会員、お子さんを預けたいと思って

おられる方でございますが３８名、援助

会員、いいですよと、お子さんを保育し

てあげますよといいますか、おうちで見

てあげますよという会員さんが２１名、

両方会員といいまして、その依頼会員、

援助会員両方ともしますよという方が１

５名、計７４名でございます。

　活動件数でございますが、昨年１０月

から３月で、延べ２６件利用をいただい

ております。

　次に、利用増の取り組みということで、
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昨年事業を実施した関係で、昨年度の件

数は、我々思っていたほど伸びていない

ということが事実でございますが、本年

度に入りまして、同じ半年間で延べ１８

７件利用いただいておりますので、若干

制度の方が周知されつつあって、件数も

増えていっているのではないかなと思っ

ております。

　それと、この事業に対しまして、国の

補助金が２分の１、平成１６年度はつい

ております。その補助金を継続的にいた

だくために、利用件数の最低制限がござ

いました。ですが、今年度に入りまして、

補助金制度から交付金制度というふうに

名称が変わり、そこの利用件数の制限が

外れているということを大阪府の方から

聞いており、その件数について、事業開

始当時は述べ１，０００件利用いただか

ないと補助金がカットされるというよう

な制度でございましたが、その辺の枠は

外れたのかなと思っております。

　続きまして、摂津保育所の民営化に伴

う経費の削減について、当初予定と実績

はいかがなものかというご質問でござい

ますが、平成１４年７月に民生常任委員

協議会を開催いただきまして、その際の

ご説明といたしまして、平成１６年度に

削減できるであろうと見込み額でござい

ますが、約１，８１０万円というふうに

ご説明をさせていただいておりました。

平成１６年度決算を打ってみますと、削

減額は約１，１８３万円という決算額に

なろうかと思います。

　摂津保育所だけの経費を取り出すのが

なかなか難しい関係上、平成１５年度、

平成１６年度の決算の数字を拾ってまい

りました。それに基づきまして、職員給

与関係で約５，３１３万円、臨時職員、

非常勤職員で約４，６７０万円、保育所

自体の管理経費ですね、光熱水費等々で

ございますが、それで約１，５４０万円、

計１億１，５２３万円が削減されました。

　それと、摂津保育所が民営化になった

ことに伴いまして、補足説明でもお伝え

しましたように保育所運営費負担金と各

種補助金を支出しております。その額が

約１億３４０万円、その差額というとこ

ろで、先ほど申しました約１，１８３万

円が削減になったというふうに考えてお

ります。

　また、平成１６年度から公立保育所の

国庫府費の負担金が一般財源化されてお

ります。その分を見ますと、摂津保育所

の関係で、約４，０００万円の歳入を決

算額で計上しております。それを影響額

といいますか、逆に歳入がその分増えて

いるというふうに見ますと、約５，００

０万円強が削減されておるかなというふ

うにも考えております。

　それと、平成１７年２月に行いました

保護者の皆様へのアンケートについてで

ございますが、民営化前、民営化後にお

きまして、継続して保育所に入っておら

れる方が５６世帯ございました。この５

６世帯に対して内容云々等についてアン

ケートをとらせていただきまして、回答

の回収率は２３．２％、１３世帯という

ことでございます。

　その内容でございますが、我々、評価

というところでのご質問に対応してくる

ところでございますが、おおむね、当初、

我々がご説明させていただきましたよう

に、公立から民間にかわりましても、今

までの雰囲気と変わりなく保育をしてい

くと。また、給食内容についても同様に

していくというところをご説明しており

ましたので、そのご説明に沿った回答は

いただいておるのかなというふうに思っ

ております。

　続きまして、母子医療のところの一部
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負担金５００円の件でございますが、事

務報告書を見ていただきますと、事務報

告書１６９ページに、母子医療費助成事

業というところで、月々の明細を掲載い

たしております。

　制度改正、１１月からでございますの

で、１１月、１２月、１月、２月の助成

額の右隣に一部自己負担額という欄がご

ざいます。こちらの方が、医療証をお持

ちの方が、初診または２回目に一部負担

金をお支払いいただいている金額でござ

います。この金額でいきますと、合計約

２７５万円というところをお支払いいた

だいており、レセプト件数で約５，４０

０件と、１件当たりのレセプトでいきま

すと、約５０４円というところで、影響

額といたしましては、レセプト１枚につ

き約５００円ぐらいかなというところで、

我々、今計上してます事務報告書からい

きますと、レセプトで世帯数がなかなか

わからないんですけども、お一人につき

約５００円前後、月々お支払いいただい

ているのかなというふうに考えておりま

す。

○嶋野委員長　それでは、再質問、お願

いいたします。

　村上委員。

○村上委員　１番目の防犯灯に関してな

んですけども、２０ワットよりも３６ワッ

トの方が明るいということはもう承知の

上なんですが、それで、明るくなれば防

犯対策も有効であるというふうに考えて

おります。値段なんですけども、２０ワッ

ト、３６ワットというのは６，０００円

か７，０００円ぐらいの差額があるとい

うことで、３６ワットにかえると高額に

なってきますねというところを聞いてお

ります。

　その中で、反射板の汚れとか、経年に

よる照度というのが下がってくるという

ところで、例えば、年に１回清掃を行え

ば、この照度をある程度維持できるのか

なというところを思っておるところなん

ですけども、清掃について考え方をまた

教えていただければなと、そういうふう

に思います。

　２番目の市民法律相談に関してなんで

すけども、法律相談受付件数につきまし

ては、この事務報告書によりますと、１

日約１０件と、１１件か１２件というふ

うになっております。これは、２時間と

いうもので、この１０件で相談時間を割

りますと、１件約１２分ということにな

ります。この１２分という時間なんです

けども、相談内容を話すだけでも５分と

か１０分とかいう時間を要するという中

で、短時間で、相談に来られた方に対し

て的確なアドバイス、また説明ができて

いるのかなと、そういうふうに思ってお

るところであります。また、摂津市立男

女共同参画センターでは、女性法律相談

というのが１回３０分、女性面接相談が

１回５０分となっております。相談内容、

時間なども含めまして、市民の方から、

この市民法律相談というのは余りよくな

いんじゃないかなと、そういう評判が聞

こえてくるんですけども、その中で、来

ていただいた方に対してよい相談とする

ために、次の２点について、再度ちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。

　１点目、時間のことも踏まえまして、

どういうふうに考えておられるのか、時

間をもう少し長くできないのかと、そう

いうことです。

　２点目は、先ほど、大阪府の弁護士会

の方に委託というふうにお聞きしとるん

ですけども、摂津市は個別の契約となっ

ているのか、また、その契約方法につい

て、次年度以降も継続していくのかと、

そういうことをお聞きしたいというふう

－ 14 －



に思います。

　３番目の摂津まつりの件についてなん

ですけども、開催回数というのは今年で

３０回を迎えたというところです。３０

回続けるためには相当のご努力があった

のではないかなというふうに思うんです

けども、市制１０周年を契機として、市

民全体が楽しく参画できるというところ

で、またコミュニケーションを図る行事

として誕生したというふうに聞いており

ます。回を重ねるごとに、タレントショー

とかキャラクターショーとか、また音楽

企画など多彩で、楽しい内容となってい

るとは私も思っているところなんですけ

ども、また、当該の催し物にあわせて来

場されている方もだんだん増えてきてい

るというところで、以前、３０回で終了

するということをちょっと耳にしたこと

があります。今後は、継続をずっとして

いくのかということも踏まえまして、ど

のような方向で考えておられるのかとい

うことをお聞きしたいと思います。

　４番目の地域活性化補助事業について

なんですが、先ほど、各校区ごとにこの

補助金を使用した行事内容をお聞きした

んですけども、地域の年齢とか世帯構成

などそれぞれ特徴があるのではないかな

と。また、春先、自治連合会の総会が行

われる際にも、私も、去年と今年出させ

ていただいたんですが、高齢化に伴って

そろそろ地区体育祭をやめたらどうかと

いうような話もお聞きしました。

　そんな中で、当初計画したすべての行

事に対しての残金を市に返すということ

も踏まえまして、残金があれば返さない

といけないということで、今必要ではな

いけども、このお金を消化するために何

かを買っておこうというような考えがあ

ろうかと思います。でも、そうではなく

て、地域の特性を生かした、より効果的

に活用していただくために、各校区から

の当該年度地域事業の計画書みたいなも

のを提出していただいて、その内容によっ

て審査した金額を分配するとか、また、

地域に密着した事業に対する補助金にな

るようにすることも必要かと思います。

　この辺の考え方も含めまして、地域活

性化事業の取り組みについて、再度、詳

しくお聞かせ願いたい、そういうふうに

思います。

　５番目の戸籍申請についてですけども、

事務処理の迅速化とか、また、市民サー

ビスの向上ということで、電子化が必要

かなと、そういうふうに思います。

　電子化への計画とかいうものが、何で

電子化するのかというものがあればお聞

かせ願いたいなと、そういうふうに思い

ます。

　６番目の摂津市地域福祉計画について

でございますが、地域福祉協議会と緊密

に協働して、地域福祉計画の推進、点検

を図りますということが中に記載されて

おります。この推進、点検に当たりまし

て、現状の課題把握、また、施策の検討

におきまして、現場のやっぱり声を聞く

のが本当に大切だなと、そういうふうに

思っております。その中で、策定経過と

いう、後ろの方に載っているんですけど

も、６８６世帯の実態調査を行いました。

また、住民懇談会というのは、１回開催

しまして、その住民懇談会につきまして

は、１校区、単純平均しますと１２名程

度の参加ということで、その中で、社会

福祉に真剣に取り組んでいる姿勢を広く

市民に知っていただくためには、懇談者

を増やして、また、より多くの市民の声

を聞いていただいて、現場第一の内容に

することが大切かというふうに思います。

　その中で、今後の福祉増進に向けた考

え方についてお聞きしたいなと、そうい
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うふうに思います。

　７番目の民生児童委員さんについてで

すが、先ほどご答弁がありました一人の

民生委員さんの方で２８０から３００世

帯というエリアを持っておられるという

ことなんですけども、この世帯に対して

じゃなくて、今後、少子高齢化というこ

とで、年齢がどんどん上がっていくと。

老人の方が増えていく、そういう中で、

増員というのは考えておられるのでしょ

うかと、そういうようなことをお聞きし

たいなと、そういうふうに思います。

　８番目の次世代育成支援行動計画につ

いてなんですけども、法律の中で３００

人を超える従業員の事業所は計画の義務

化がうたわれております。３００人以下

の方は努力義務というのがこの次世代育

成支援対策推進法に規定されております

けども、その中で、当市のほとんどが多

分３００人以下の事業所ではないかなと、

そういうふうに思います。

　その中で、次の２点についてお聞きし

たいなと思います。

　１点目は、この３００人以下の事業所

に対してどのような取り組みをされてい

るのかと。

　２点目は、すべての事業所の取り組み

状況、またその実態がわかれば教えてい

ただきたいなと、そういうふうに思いま

す。

　９番目のファミリーサポートセンター

についてなんですけども、平成１６年度

が２６件と、平成１７年度は現在で１８

７件というふうにお聞きしました。ほん

とに知っておられる方がどんどん増えて

きてるな、そういうふうに思います。

　しかし、一方で、私の近くの方なんで

すけど、まだそういう制度というか施策

は知られない方がまだまだかなりおられ

るというところで、その中で、広報など

を活用して、市民へのＰＲをもっともっ

とやっていただきたいなと。それに向け

て鋭意努力をしていただけるようにとい

うことで、これは要望とさせていただき

ます。

　１０番目の保育所運営についてなんで

すけども、先ほど、アンケートの結果な

り、削減額なりをお聞きしました。その

中で、そういうアンケートとか、そうい

う削減額の市民への公表について、どう

いうふうなお考えをされているのかお聞

きしたいなと思います。

　最後１１番目、ひとり親の家庭医療費

につきましてですが、費用面での影響に

ついて先ほどお聞きしました。その中で、

やっぱりこの社会情勢なども考慮してい

ただいて、今後もよい制度となるよう、

検証の要望をさせていただきます。

○嶋野委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　１点目の防犯灯

の清掃の件でございますが、この防犯灯

設置基準によりまして、維持管理等につ

いては自治会の方にお願いしておるとこ

ろでございます。ランプの取り替え、器

具の取り替え等もお願いしておるわけで

ございますけども、その管理維持費とし

て、１灯８００円ということで、平成１

６年度では４６２万２，４００円を支給

しておるところでございます。清掃等の

管理につきましても、その補助の中でお

願いしたいと思っております。確かに、

器具は汚れておるというようなこともお

聞きしておりますが、年１回、自治会長

さんの方で清掃をしていただいておるん

ですけども、あくまで管理費の中で自治

会費としてお願いしたいというふうに考

えておるところでございます。

　市民法律相談でございますが、契約内

容につきましては、現在、週１回、木曜

日に来ていただいておりまして、特に人
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数制限はしておりませんので、来ていた

だいた方、朝受け付けしていただいた方

は全部相談に乗っているという現状でご

ざいます。個人契約ということになっと

るんですけども、来ていただいた方すべ

て相談を受けている関係で、どうしても

一人１０分程度というような短い時間に

なっておるところでございます。

　他市の状況では、弁護士会の方に依頼

しておるというふうなことが多いんです

けども、弁護士会の方を通しますと、一

定条件として２０分から３０分の設定を

してほしいというようなことと、電話予

約をしてもらってされておるというよう

な実態になっております。そういうこと

になりますと、１日当たりの相談者の人

数も６人程度になるんかなと思うんです

けれども、制約されるということでござ

いますし、他市ですと、聞いております

のは、電話で簡単に申し込みできるんで、

ドタキャンというんですか、突然キャン

セルされたりというようなこともあると

聞いております。

　現在、うちの方でやっております、相

談者が来て、全部受けているというよう

なことで、特によいのかどうか、特に悪

いということも聞いておりませんし、他

市の状況も調査する中で、今後、よりよ

い法律相談のあり方についてちょっと検

討したいと思っております。

　それと、摂津まつりでございますが、

今年第３０回をやったわけでございます。

確かに、昨年に、第３０回以降について、

継続するんかというような議論がござい

まして、まつり振興会の役員会の方でも

３回ほど議論されました。私どもとしま

しては、その役員会の中では、まつりに

ついては継続してやってほしいという意

見を述べさせていただきました。最終の

役員会におきましては、引き続き継続す

るというふうに決まりましたので、来年

も引き続き継続してまつりはやっていく

ということになります。

　それと、地域活性化事業でございます

が、先ほども言いましたように、均等割

と世帯割でやっとるんですけども、地区

体育祭の方の補助金、教育委員会が担当

になるんですけども、これも同じように

地域の人全員が参加してもらうというこ

とで、ある程度、固定的な均等割も設け

ておられます。

　そういった中で、ある程度均等割額を

分配する中で、各校区なりを平等に、や

はり最低限の金額は確保する形で補助し

ていくのが妥当かなと思っております。

　あと、また校区におきましては、事業

計画を提出してもらって、その内容が地

域活性化事業の内容に沿っているのか、

その審査をした中で決定はしております

ので、申請書という形で事前に計画して

もらっております。その中で、余ったお

金といいますか、請求書等実績を見る中

で返還をお願いしているというようなこ

とでございます。

○嶋野委員長　川上課長。

○川上産業振興課長　次世代育成支援と

事業所との関係についてのお尋ねでござ

いました。

　３００人以下事業所に対してどうなっ

ているんだということなんでございます

けれども、支援法上は、私どもの責務と

申しますか、役割というのは一般的なＰ

Ｒをしなさいということで求められてい

たというふうに理解をしております。

　その意味では、毎年１回、広報の中に

特集ページのスペースを割いてもらいま

して、商工労働関係の特集記事をお載せ

いたしまして、それを全事業所に直送す

るということをいたしております。通常

の広報の配布体制でまいりますと、市内
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にお住まいのないという事業所も結構お

ありになりますので、従前から直送する

という形をとっているわけでございます

けれども、そういう方法を介しまして、

私どもとしてのＰＲの徹底ということに

ついては努めてまいりたいというふうに

考えてございます。

　それと、全体的な策定状況についてど

うかということなんですございますけれ

ども、これは、ご承知のように、報告は

厚生労働大臣に対しても行われますが、

各窓口が都道府県の労働局でございます。

ということで、ちょっとその辺の届け出

等につきまして、私どもは具体的に関与

する場面がないもんでございますから、

特に局に要請をいたしまして教えてもら

うというようなことをいたしませんと、

現状では、どこら辺まで今策定が進んで

いるのかちょっとわかりかねております

ので、そういう現状をご報告いたします。

○嶋野委員長　村江課長。

○村江市民課長　戸籍の電算化について

の計画、いつからするのかということで

ございますが、今現在、全国で６割強の

市町村が電算化しております。府内では

４割弱の市町村が電算化しております。

電算化をすれば、市民に対してかなり早

く、確実で正確なものが戸籍として出せ

るということもわかっております。市民

課としても、その電算化の方向に向けて

取り組んでいく予定でございます。

　現在のところ、何年度からということ

は未定でございます。

○嶋野委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　摂津保育所の民

営化に係る削減額とアンケートの内容に

ついての公表でございますが、あず、ア

ンケートにつきましては、この２月に実

施をいたしまして、３月中に集計をいた

しまして、保護者の皆様には、その集計

したものを３月に個々に増し刷りをいた

しまして配布をいたしております。

　また、削減額についての公表でござい

ますが、摂津市行財政改革第３次実施計

画の第１期アクションプランが平成１６

年から平成１８年という年限でございま

す。こちらの方で種々取りまとめをして

いただいていると思いますので、こちら

の方の集計または公表にあわせてしてい

くことになろうかなというふうに検討を

しております。

○嶋野委員長　中岡課長。

○中岡福祉総務課長　地域福祉計画がで

きてから、これからの福祉の増進の考え

方はどうかということを問われているわ

けですけども、ご承知のように、住みな

れたところで一生を全うしたいというの

が、我々市民の思いだろうというふうに

は私ども思います。そのためには、行政

としてどういうふうに施策をしていくか

ということを、この地域福祉計画の中で

もうたっておるわけですけど、やはり市

だけではこういうのはできないと。この

中でうたってますように、ボランティア

さんのことやとか、それから、もちろん

専門家の方の養成あるいは発掘、こういっ

たものも組み合わせなくてはならないと

思いますし、それから、社会福祉事業を

営んでおられる方々の協力も不可欠でご

ざいます。また、ボランティアさんの方々

あるいは市民の方々が活動する拠点づく

りも大きな我々の役目の一つではないか

なと思います。この、人、それから建物、

活動する資金、こういったものがうまく

組み合わされまして活動する、活動とい

うのは、これはほかの分野でも言われて

いることやと思いますので、こういった

ものをいかにうまく活用できるかという

ことも大事かなと思います。

　また、民間のそういった、先ほどお話
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しましたように、民間の事業者さん等十

分な能力を持った方々とか、知識、経験

のある方もたくさんおられますので、そ

ういう方々の活用も生かしながら、この

計画の中にありますように、ボランティ

ア活動との協働とか、専門家の養成、配

置とか、活動拠点の整備、こういったも

のを進めていくことが大事かなというふ

うに思います。

　それから、民生委員さんの追加増員で

きるのかというお問いでございますが、

一応、一定、国、府では、３年ごとの一

斉改選の前段で、市町村の方に定員改正

の協議が求められます。その時点で、我々

の方は、単純に言えば、先ほどの世帯数

が目安となるわけですけれども、今後は

その中身も精査していかなくてはならな

いかなと思います。やはり要援護世帯の

多い地域、あるいは若い世帯が、マンショ

ンなんかがぽんと建ちますと、大体若い

世帯とか、それから、援護の必要まだ要

らないと、若い世代といいますか元気な

方といいますか、所得が十分あるといい

ましょうか、そういう方々が何ぼ増えて

も、そんなに民生委員の数としては、そ

う直接的にすぐに要るということではな

いんですけども、やはりそういう生活保

護の世帯とか、あるいは高齢者のひとり

住まいとか当然増えてきますと、そうい

う地域をいろいろ見ながら、増員の方に

協議してあげたいというふうに考えます。

３年に一度、協議は可能でございます。

○嶋野委員長　村上委員。

○村上委員　１番目の防犯灯の件なんで

すけども、先ほど、１灯につき８００円

の補助がありますという話がございまし

た。しかし、自治会の方で、防犯灯が切

れたという取り替えのときには、この２

０ワット、３６ワットというようなもの、

約二倍強の金額の差があります。その中

で、次の２点について、再度ちょっとお

尋ねしたいと思います。

　１点目は、先ほどの補助額の件なんで

すけども、本当に８００円の一律でいい

のかということが１点目。

　２点目は、以前にひったくりの発生地

帯マップの作成というのをちょっと耳に

したことがあるんですけども、その取り

組みというか、進行状況についてひとつ

お聞きしたいなと、そういうふうに思い

ます。

　２番目の市民法律相談についてなんで

すけども、現在、摂津市の方で、男女共

同参画センターにおきまして、女性専門

の法律相談、面談相談を行っております。

しかし、このセンターの名前のとおり、

男女共同参画という名前になっておりま

すので、その中で女性専門だけではなく

て、男女を問わずに相談できるような、

そういう制度もできないのかなと。そう

いうようなお考えがあればお聞きしたい

なと、そういうふうに思います。

　３番目の摂津まつりに関してなんです

けども、先ほど、継続するというような

ご答弁をいただきました。やはり市民の

心の触れ合いの場となって、また、本市

の夏の夜の風物詩の一つとして、地域振

興の一助となっていると思いますので、

今後もずっと永久的に継続していってい

ただければなと、そういうふうに思いま

す。

　４番目なんですけども、地域活性化補

助金事業についてなんですが、先ほど、

各地域に、基本的には一律、プラス世帯

数で云々という話がありました。その中

で、やっぱり地域の発展というものに関

しまして、その地域が、例えば５年とか

１０年とかそういう節目のときには記念

のイベントをしたいなと、そういうふう

な考えを持っておられるところがあると
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思います。そういったところに関しまし

て、ちょっと補助額が上げられないもの

かなとか、その辺のものを今後の地域振

興という面を踏まえまして検討していた

だけないだろうか、要望をさせていただ

きます。

　５番目の戸籍申請の件なんですけども、

先ほど答弁ありました、電子化の計画は

まだちょっと未定というところがありま

したけども、今後の市民サービスの向上

というのにつながると思いますので、早

期に電子化をしていただければなと、そ

ういうふうに思います。

　その関係も踏まえまして、一つ市民相

談を受けた件がございまして、離婚の申

請用紙の件なんですけども、これ、窓口

へ離婚の申請用紙をくださいねと、そう

いうふうな声かけをして受領していると

いう現状なんですけども、例えば、声か

けをする際に、周りの方が、その離婚申

請をくださいと声をかけたときに、あ、

あの人は離婚すんのかなと、そういうよ

うなことを、そういうふうに思われるか

もしれないということで、周りの方に気

を配って、人がいないときを見はからっ

て用紙の受領にいっているというような

こともございます。その中で、結婚とか

出産申請などと違って、確かに気を遣っ

ていただくというのは私も思います。そ

の中で、他市では、カウンターに置いて、

勝手に取っていってねというところで、

カウンターに置いているというところも

ありますし、また、市民からそういう形

でより行きやすいというか、優しいとい

うか、そういうような姿勢になった、と

いうのは、そういうようなご意見もある

ということで、その中で、各市民サービ

スコーナーもございます、この市役所の

窓口もございます、そのところにちょっ

とコーナーを設けていただいて、そうい

う離婚申請の用紙を置いていただければ、

その方の気配りの一つとしてなるんでは

ないかなと、そういうようなことを検討

していただきたいということで要望させ

ていただきます。

　６番目の摂津市の地域福祉計画につい

てでございますが、やはり福祉活動の取

り組みに当たりまして、やっぱり人づく

りと、また、心と体の健康と、また、地

域においては取り組みというのが重要で

あると考えますので、今後、また市民の

ためになるように取り組んでいっていた

だければなと、そういうふうに思います。

　８番目の次世代育成行動計画について

なんですけども、計画の策定に当たりま

して、やっぱり摂津市というのは児童の

育成に関しての意識が高いと、そういう

ことを言っていだけるような今後の推進

の取り組みをお願いして、要望とさせて

いただきます。

○嶋野委員長　まず、さっき、村上委員

が法律相談の件につきまして、男女共同

参画センターの方に関する質問をされま

したが、これは総務常任委員会の所管に

なりますので、答えられる範囲で答えて

いただきたいと思います。

　それでは、答弁をいただきます。

　大場次長。

○大場生活環境部次長　まず初めに、防

犯灯の件でございますが、確かに２０ワッ

トと３６ワットの一律で８００円でいい

のかというようなことで、たしか、前々

回の自治連合会の総会の場でも、自治会

長さんからそういう質問がございました。

そのときにもお答えしたんですけども、

現在のところ、財政状況も考えて、現行

どおりお願いしたいというふうにお答え

した記憶がございます。

　また、今後に、例えば３６ワット、確

かにランプ代で約５００円ほど高いです
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し、器具代で８，６００円ほど高いんで、

自治会長さんが３６ワットを希望する場

合にのみかえておるわけなんですけども、

その３６ワットについて、例えば８００

円を１，０００円にできるもんかどうか

というようなことについて、また今後検

討してまいりたいと思います。

　ひったくり発生マップなんですけども、

警察の方から、昨年のひったくりの場所

等について情報をもらいまして、それを

マップに落としまして、そこで防犯灯が

どれだけひったくりの地域についておる

のか、また、昨年度、警察の方でパトロー

ルのおまわりさんからの情報もあって、

たしか６３灯ほど摂津警察の申請で防犯

灯をつけたと思います。その辺の場所も

地図に落としながら、現場の照度をはか

りながら、その地図をもとに、今後も暗

いところについては、必要かなと思う場

所については、自治会長さんとも相談し

ながらつけていきたいなというふうに思っ

ております。

　法律相談につきましては、現在、私ど

もでやっている分につきましては、特に

男女の別もございませんし、年齢等の制

限もなしに一律に相談を受けているとい

うような状況でございます。

○嶋野委員長　村上委員。

○村上委員　１番目の防犯灯の件なんで

すけども、先ほど、一律８００円でお願

いしたいという話があったんですが、私

も自治会長をさせていただく関係もござ

いまして、その辺ちょっと、３６ワット、

特別、別に枠をつくるわけじゃないんで

すけども、何かその辺で金額アップとい

うようなことを考えていっていただけれ

ばなと、そういうふうに思います。

　それに関しまして、最近、この防犯灯

の新設要望を控えている自治会さんがあ

るように聞いております。特に自治会と

自治会との境界部について、そういう起

こっておると聞いているんですけども、

防犯灯がないというようなところという

のは、やっぱり違法駐車とかがあるとい

うところで、ひったくりなどの防止を行

うために、自治会が申請していなかった

場所においては、警察等のパトロールで

必要と判断されたところには、市で設置

するとか、また市で管理する、そういう

ふうな形態となるよう検討していただけ

ればなと、そういうふうに思います。

　また、他市なんかでも、一門一灯運動

ということで、１か月１１０円か何かの

電気代がかかるというふうにお聞きしと

るんですけども、そういう一門一灯運動

も、このひったくり防止なり防犯にも役

立つというところもあるというふうに聞

いておりますので、その辺のことも検討

していただければなと、そういうふうに

思います。

○嶋野委員長　それでは、ほかに質問あ

る方に挙手していただきます。

　上村委員。

○上村委員　まず初めに、決算概要の方

で、ホームレス自立支援事業というのが

書かれております。これは新規事業で平

成１６年度から始まったということです

けども、これは負担金という格好でどこ

かに負担をしていると思うんですけども、

このことが摂津市にとってどうであった

かということで、還元されたのかという

ことでお願いしたいと思います。

　それと、保育所の件につきまして、現

状の保育所の入所、待機の人数というこ

とでお聞かせ願います。

　それと、今、せっつ保育園建て替えと

いうことでやっております。それともう

一つ、今、鳥飼地区に保育所を建設中で

あります。この開所時期について教えて

ください。
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　３点目、先ほどファミリーサポートセ

ンターの質問がありました。これは、預

けたい人と引き受ける家庭と相互のやり

とりがあって初めて成り立つ制度ですけ

ども、預けたい人が、さっき、１８７件

と数字出てましたけど、受け入れてくれ

る人が何人おって、預けたい人が何世帯

あるのか、トータルこの世帯がいくらな

のかなということをもう少し教えてくだ

さい。

　それと、４点目、母子家庭自立支援給

付金事業１２３万６，０００円というこ

とで執行されています。これは１件なん

ですよね。１件で１２３万円を給付され

たと。多分一人ですよね、一人に１２３

万円を給付されたということであります。

これ１件なのか一人なのかわからないで

すけども、一人の方に、１件に１２３万

円というものすごい高額の金を給付され

とんですけども、この方が、１件がどう

いう内容であったかということを教えて

ください。

　５点目、生活保護世帯ということでお

聞きします。

　今、国の三位一体の改革で、生活保護

の負担を、市町村あるいは府に移管しよ

うという制度の話がありますけども、摂

津の場合に、生活保護世帯の割合、これ

前回も聞いてますけども、現状どうなっ

ているかということと、府の平均がどう

かなということをお聞かせください。

　それと、６点目、総合福祉会館管理事

業ということで、２，２０８万円執行さ

れました。これは、平成１８年３月末で

福祉会館が閉館になります。今後は、こ

の２，２０８万円に相当する光熱水費は

なくなるのかということと、これと関連

するんですけど、農業祭、７５万円執行

されています。昨日、一昨日と農業祭が

盛大に開催されました。この福祉会館が

閉館された後、スペース的には、福祉会

館そのものは使ってなかったんですけど、

体育館等々は使ってましたけども、今後

どういった形で農業祭を実施していくの

かと。

　７点目、市民総合健診事業ということ

であります。

　これは、先ほどの厚生労働省の医療制

度構造改革の中でも、健康診断、健診率

を上げていこうという動きがあります。

摂津市の健康診断の受診率の推移、３年

ぐらいですね、今後、摂津市としてどう

されていくのか。

　これ受診率を上げていけば費用負担は

増えます。しかし、受診率を上げる取り

組みをしていかなければならない。これ

は、相反するお金と効果ということであ

りますけれども、そのことについて非常

に頭の痛い問題ですけれども、解決して

いかなければならないんですけども、ど

う考えておられますか。

　それと、同じ健康推進課に関わる話で、

防疫車両管理事業ってあるんですよね。

実際、防疫とは日常どのような仕事にこ

の車両を使っているのかということで、

防疫事業というそのものがあるのかなと

いうこと、蚊を退治したりそういうこと

かなという気もするし。

　もう一つ、一番今気になっていますの

は、鳥インフルエンザ問題があって、こ

れから人から人への感染というのが非常

に危惧されています。これは初動態勢が

肝心なんですよね。摂津として、この防

疫という観点から、車あるんですけど、

人がおるのかということと、そういう態

勢がとれるのかということ、これは、鳥

インフルエンザがもし発生すると、即座

に隔離しないとだめみたいですね、だか

ら。それが懸念されているというのが今

朝のニュースでもありましたし、ずっと
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新聞紙上をにぎわしています。だから、

摂津市の防疫車両管理事業というものを

まず聞かせてください。

　それと、廃棄物減量等推進員、１２６

名の方が登録されて報酬をいただいてま

す。

　これと関連するんですけども、ごみ減

量指導嘱託員というのがあります。廃棄

物減量等推進員とごみ減量指導嘱託員の

仕事の違いと活動状況ということについ

てお聞かせください。

　それと、最後になりますけども、摂津

市地域福祉計画、これ先ほど質問ありま

した。立派な本ができて、私は過去に、

つくる段階ではいろいろ質問させていた

だきました。でき上がってから議会で質

問させていただくのは初めてなんですけ

ど、中身については非常に、これは、つ

くる段階では、地域の皆さんにいろんな

説明をしながら、市民の声も入れながら

つくり上げてきました。そして、でき上

がったのがこれです。このキャッチフレー

ズというか、タイトルというか、誰もが

健康で安心して暮らせる人権と福祉のま

ちづくりとこう書いてるんですよ。目的

が二つあるんで、このタイトル。これは、

誰もが健康で安心して暮らせる人権のま

ちづくりと、誰もが健康で安心して暮ら

せる福祉のまちづくり。目的が人権と福

祉あるんですよね、これ。日本語的には

そうです、私が解釈するには。これどっ

ちに重きを置くのか。私がこれ市民に説

明する場合に、こうなんですとこう言わ

なだめなんですよね。この意味合いと、

このつくったスローガンですかね。ちな

みに、摂津市次世代育成支援行動計画の

スローガンは、子育てに喜びを感じ、次

代を担う子どもとともに育つまち摂津。

これはイメージできるんですよ。子育て

に喜びを感じる親ということと、それと、

次代を担う子どもがこう成長していきま

す。それとともに摂津も成長していく、

そんなまちをつくりましょうというのが

こっちなんですよ。こっちの場合、読ん

どってイメージがなかなかわきにくいん

ですけども、こういうふうなことについ

て説明をしていただきたい。

○嶋野委員長　答弁いただきます。

　紀田参事。

○紀田生活環境部参事　廃棄物減量等推

進員とごみ減量指導嘱託員の違いという

ことでご質問いただいているんですが、

廃棄物減量等推進員につきましては、自

治会を通じて推薦、おおむね各自治会１

名ということで推薦をいただいておりま

して、１年間の期間にわたりまして、地

域におけるごみ減量指導をしていただい

たり、あと、啓発活動するときに、一緒

に参加していただきながら、マイバック

運動の展開等をしていただいております。

市民の方をお願いしております。

　それと、ごみ減量指導嘱託員につきま

しては、これは環境業務課ではなくて、

環境センターの方で、一般市民の持ち込

みであるとか、事業所さんがごみを持ち

込んでこられるんですが、その持ち込ん

でこられたときに、ピット前でごみ質を

点検しながら分別指導を行って、燃やせ

るごみを減らすということで、ピット前

での作業をしていただいております。

　そういうことでの違いということでご

理解いただきますようお願いします。

○嶋野委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　まず、現状の保

育所入所児童と待機児童というところで

ございますが、現在、公立保育所４か所

ございまして、定員が３７０名、１０月

１日現在でございます。入所児童といた

しまして、４１４名、待機児童、定義が

二つございまして、全体の待機児童から
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近隣の保育所に入所可能な児童を除いた

待機児童を新定義と申します。また、保

育所に入所できずに待っておられる全児

童について、旧定義というような呼び方

で、注釈で、ご説明をまずさせていただ

きまして、公立保育所におきまして、新

定義でお待ちの方が６名、旧定義でお待

ちの方が３２名でございます。

　私立保育所でございますが、定員数で

１，０９５名、入所児童、他市からの受

託もございますが、１，２３７名、新定

義の待機児童が３２名、旧定義の待機児

童が４４名、合計いたしますと、定員数

１，４６５名に対しまして、入所児童１，

６５１名、新定義の待機児童で３８名、

旧定義で７６名でございます。

　また、その関連で、せっつ保育園と鳥

飼地域にできます新設の保育園の開設時

期でございますが、本来、平成１７年度

に単年度で整備をしたいということで、

国の方に協議を上げましたが、国の方か

ら、２か年事業にするようにというよう

な内示が現在届いております。せっつ保

育園は、今年度５割、来年度５割。仮称

でございますが、鳥飼にできます（仮称）

摂津ひかり保育園につきましては、本年

度６割、来年度４割でございます。その

関係がございまして、せっつ保育園の建

て替えオープンが、来年の７月１日を目

指して、今整備をしていただいておりま

す。

　また、（仮称）摂津ひかり保育園につ

きましては、来年の６月１日を目指して、

今整備に取りかかっていただいていると

ころでございます。

　また、ファミリーサポートセンターに

関するご質問でございますが、会員数の

ところでございますが、お子さんをお預

けになりたい方、一応、依頼会員と呼ば

せていただきます。この会員数が、今年

の３月末現在で３８名、今年の１０月現

在で５２名、１４名増えております。援

助会員、お子さんを保育してあげるよと、

見てあげるよという側の会員さんでござ

いますが、３月末現在で２１名、１０月

末現在で２７名、プラス６名でございま

す。その両方ともなってあげますよとい

う会員さん、依頼会員にもなり、援助会

員にもなるという会員さんでございます

が、３月末現在で１５名、１０月末現在

で１９名プラス４名。トータルでいきま

すと、３月末現在の会員数が７４名、１

０月末現在で９８名プラス２４名でござ

います。

　活動件数でございますが、昨年度は、

１０月から３月の半年間でございますが

延べ２６件、今年の４月から１０月末現

在で１８７件でございます。

　それと、もう１点、母子家庭の自立支

援給付金事業１２３万６，０００円の支

出でございますが、この事業につきまし

ては、母子家庭のお母さんがお仕事につ

きやすい資格を取得するために、養成機

関、いろいろ各種学校ございます。国の

方が指定している学校でございますが、

その学校等へ受講をしていただく際に、

どうしてもお仕事の方につきまして中断

されたり、また、時間が短くなったりと、

そういう制約がある等ございます。

　そういうお母さんに対しまして、要件

としては、児童扶養手当の支給を受けて

おられる方、また、同程度の水準である

方、また、その養成機関が２年以上の学

校等である方ということの条件がござい

ますが、お一人につきまして、本市にお

いて１回限り、そういう受講された方に

つきまして、その期間の最終の３分の１

に当たる期間、３年間学校へ行かれます

と、最後の１年間につきまして、月額１

０万３，０００円を扶助させていただく

－ 24 －



ということで、昨年度は、１件につきま

して、４月から３月の１年分、１０万３，

０００円を掛ける１２か月分として、１

２３万６，０００円を支給させていただ

いたということでございます。

○嶋野委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　福祉会館の光熱

水費等のご質問でございますが、確かに

来年３月末で福祉会館が閉館になります。

しかしながら、建物そのもの自身はまだ

残ってこようと思っておりますので、そ

の建物は普通財産という形になりますの

で、当然、総務防災課の所管になってこ

ようかと思っております。

　建物の中には、火災警報装置、警報器

等設置があるんですけども、これについ

ては、消防の方に聞きますと、装置その

ものは、建物がある以上残してほしいと

いうようなことも聞いております。です

から、そういう装置はそのまま残るのか

なと。あと、例えば、非常放送設備だと

かそういう器具類が事務所にありますの

で、その辺の移設も、当然、守衛室等に

していかなきゃならんと思っておるんで

すけども、会館の維持管理につきまして

は、総務防災課の方でまた予算計上され

るかなと思っております。

○嶋野委員長　中井参事。

○中井産業振興課参事　会館に関連いた

しますので、私の方から。

　上村委員の福祉会館閉館に伴う今後の

農業祭の実施についての質問にご答弁申

し上げます。

　農業祭も回数を重ねまして、１１月１

２日、１３日の両日で行われました農業

祭で２５回目を数えることになりました。

天候にも恵まれ、多くの市民の来場があ

り、模擬店では早々に完売となり、喜ん

でいるところでございます。

　会場の問題でございますが、福祉会館

の閉館に伴い、解体して更地になるのか、

また、建物がそのまま残るのか、それに

よって、中庭のスペースなんかも違って

きます。また、トイレ、会議室、電源の

確保等の問題もあり、今後の農業祭の実

施につきましては、実行委員会を組織し

ております農業委員会、農業振興会、そ

れから、北大阪農業協同組合、大阪府北

部農とみどりの総合事務所の農の普及課、

もちろん摂津市も入りますが、５者等が

構成しております実行委員会、その実行

委員会で協議、検討を進めていきたいと、

今後の方向について決めていただきたい

と、このように考えております。

○嶋野委員長　中岡課長。

○中岡福祉総務課長　私どもの方にご質

問ありました、まず、ホームレス自立支

援の負担金の件でございますが、ホーム

レスの自立に向けて、大阪府ホームレス

総合相談事業として、平成１６年に北摂

７市３町が共同でこの事業を立ち上げ、

大阪府社会福祉協議会に委託をしたもの

でございます。

　この事業の負担金の歳出ですが、専任

職員、チーフとサブと二人、あるいは車、

あるいは通信用の携帯電話とかのそういっ

た諸費用、そういったものを半分は人口

按分、北摂の人口、それぞれ７市３町の

総人口を割ります。それから、もう半分

は、その市町村におられるホームレスの

数、ホームレス割ということで算出して

おります。

　ちなみに、ホームレスの概数というこ

とになるわけですけども、現在、摂津市

の平成１５年２月に全国調査というのが

行われたわけですけども、そのときには

４１名でございます。

　昨年の７月、巡回相談員さんが一斉に

調査した実数では４５名でございました。

４名増えておりました。今年７月３１日
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に一斉巡回把握をしたときには３８名と

いうふうに減少しておりました。相談員

さんは定期的に、淀川の河川敷のところ

が一番多いわけですけども、河川敷を定

期的に面談して、自立に向けての相談を

受けております。

　長くなりますけども、例えば就労をさ

れていた方が年金の支給がどうなのかと

いうような調査を、その方と一緒に行っ

て、何か月間足らんというような相談を

受けられて、じゃあ、それに向けて４か

月か５か月足らない分を、そういった保

険制度のある事業所に勤めて、年金を受

給できるようにやったらどうやというよ

うな相談をされています。また、面談が

できなくて、わしはもうええねんと、も

うほっといてくれというような方も中に

は多数おられて、会ってももらえないと

いうような報告もございます。

　それから、生活保護の世帯でございま

すが、私どもの方の３月末の実数では５

９３世帯、８６８名の人員でございます。

保護率といたしましては１０．２パーミ

ル、前年に比べても、やはり０．８パー

ミルぐらい伸びております。

　それから、府下の平均でございますが、

手持ちの資料、昨年の１０月の資料です

が、１６．２６パーミルというような数

字が出ております。若干上がってるんで

はないかと思いますが、現時点、手持ち

の資料としては以上でございます。

　それから、誰もが健康で安心して暮ら

せる人権と福祉のまちづくりというよう

なご質問でございますが、私ども、どう

いうキャッチフレーズをつけるかという

ことも大事なことでありましたので、い

ろいろ議論させていただきまして、地域

福祉には住民一人一人の主体的な参加を

基盤にして推進しているものであります

ので、身近な暮らしの場で、住民自治の

基礎となる日常的な縦横のつながりが、

対話交流が発展するような事業や活動に

取り組むことが重要でして、まちづくり

や地域福祉活動に取り組む担い手づくり、

人づくりの地域の要と考えております。

誰もが健康でということは、誰もがとい

う言葉は、本当にこの言葉どおりでござ

いまして、子どもも高齢者も、障害のあ

る方もない方も、女性も男性も住民の一

人として平等にという意味でございます。

　地域で最も生活上の困難や不安を抱え

ておられる人や世帯のことを他人事とは

思わずに、あすは我が身との問題として

取り組むことがこの地域福祉の原点でご

ざいますので、年齢や性別、障害の種類、

程度などによる差別や孤立感が放置され

ることなく、暮らしやすい地域が広がる

ことを願っておるわけです。

　また、暮らしと健康ということもその

中では一番大事なことでもありますし、

先ほど、委員は、どちらが大きいという

ようなことがありましたが、もうこれは

平等でございまして、もう一緒でござい

ます。両方とも重要なことだと考えてお

ります。

○嶋野委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　市民総合健診の

受診率の実績でございますが、過去３年

間、平成１４年度が５７．４％、平成１

５年度は、対象者が若干増えまして、受

診者も増えているんですが、率としては

５７．２％、平成１６年度が６０．６％

となっております。

　そして、受診率の増加と経費の増加に

ついてのご質問でございますが、非常に

頭の痛い問題でございまして、受診率は

どんどん上がっていってほしいと考えて

おります。それに伴う費用の増加に関し

ましては、数年前にも自己負担金を徴収

できないかということで検討いたしまし
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た。その折に検討いたしましたが、自己

負担金は非課税世帯、それから生活保護

世帯、これは徴収してはならないという

国の方の指導になっておりまして、非課

税世帯の方の抽出ということが、非常に

現状のうちのデータ上では抽出が困難な

状況にございまして、その事務に係る負

担額と、それから、実際に市民の方に負

担していただけるであろう額とを比べて

みた場合に、当面、費用徴収を行わない

ということで推移しております。

　今後につきましては、また、他市の状

況等を見比べながら検討してまいらねば

ならないかと考えております。

　それから、防疫車両の活動状況でござ

いますが、事務報告書の１３４ページに

は、衛生害虫等駆除相談件数ということ

で、相談の件数だけ載っております。こ

れは相談のあった件数なんですが、実際

には防疫車両で市内の水路や下水等、蚊

の駆除、それからネズミの駆除等で、地

域を定めて巡回して駆除に努めておりま

す。

　それから鳥インフルエンザ等が起こっ

た場合に、非常事態になるのではないか

というご質問ですが、本当に大変な状況

になるのではないかと考えております。

　ただ、この件に関しましては、大阪府

や医師会、それから、消防、総務防災等々

と連携をとりながら、迅速な対応をして

まいりたいと考えております。

○嶋野委員長　暫時休憩いたします。

（午後０時７分　休憩）

（午後１時１分　再開）

○嶋野委員長　それでは再開します。

　上村委員、再質問お願いします。

○上村委員　そしたら、２回目の質問を

させていただきます。

　まず、ホームレス自立支援事業という

ことで、これは相談員の方が摂津市に来

られて、ホームレスのその人に事情聴取

を行っているということでありますね。

この相談員という方は大阪府から派遣さ

れてきているということ、この相談員と

いう方がどこの方かなということがまず

一つと、それと、ホームレスに対する市

民の苦情等々がいろいろ僕らに来るんで

すけども、今まで受け皿がなかったんで

すけども、これからは摂津市のどの課に

連絡すれば対処していただけるというこ

となのか、そこらの仕組みがもうひとつ

よくわからなかったんで、この相談員が

どういう人なのかということと、摂津市

に対してのホームレスに対する市民の苦

情等々があった場合にはどう対処したら

いいのかということをお願いします。

　今摂津市でホームレスの方が、平成１

７年７月現在、３８名という報告があり

ました。大阪府の中でも、大阪市に次い

で摂津市が多いというふうに聞いてます

けども、これ、とりわけ、淀川の河川敷

のところにはたくさんの方が住んでおら

れますけども、一つは、これ対処の仕方

は非常に難しいんですけども、淀川の景

観条例というのがあって、町並みをきれ

いにしようという動きがある中で、やは

りあそこのところは非常に見た目にもき

れいな景観ではないんですけど、これは、

本委員会の所管とはまた違う形になりま

すけども、そのことについて、担当課と

してどういうふうにとらまえているのか

ということをお聞かせください。

　それと、２点目の保育所に関連する質

問で、せっつ保育園の完成が来年７月１

日という答弁が先ほどありました。本来、

以前から聞いておりますのは、摂津保育

所は来年４月１日から開所するというこ

とで、今、みやけ幼稚園跡地を使ってい

るのが、明け渡しをして、そこに福祉会

館の代替施設ができるというふうに伺っ
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ておる計画だったんですけど、この計画

は計画どおりいくのかなということをお

聞かせください。

　鳥飼の方は、（仮称）摂津ひかり保育

園は来年６月１日開所という答弁があり

ました。これはこれで了解しました。

　それと、待機者の方が、公立、私立合

わせて近隣のところを希望する児童を除

くと３８名、全体では７６名というお話

ありましたけども、以前に比べて非常に

増加しとるというふうに印象受けるんで

すけども、これは傾向的にそうなってき

ているのかなということと、（仮称）摂

津ひかり保育園ができれば、これは吸収

できるのかなという気がありますけども、

先ほどの次世代育成支援計画にもありま

すように、待機児童をゼロにしていこう

ということではあると思うんですけども、

ここら辺の見込みというものを教えてく

ださい。

　３点目のファミリーサポートセンター

の運営状況ということで聞きまして、依

頼する人と援助する人、両方という数の

提示がありました。

　そこでちょっとお聞きしたいのは、こ

の執行金額、３４６万８，９３９円を執

行しているわけですけども、このお金の

使い方というのは、どういった基準で執

行されたのかなということを、１０月か

ら３月で２６件あって、今年は１８７名

の方が利用されたということであります

し、これに対する支援を、多分３４６万

８，９３９円されたということでありま

す。このことは、中身を教えていただき

たいということと、これは市の単独事業

なのか、市の持ち出しがいくらなのかな

ということを教えてください。

　４点目の母子家庭自立支援給付金事業、

１件に対して、月１０万３，０００円、

１年間給付されたということで、給付基

準が、ある学校に通っていて、最終年度

の１年の分を給付したということであり

ます。

　先ほど、答弁の中で、１回限りと言っ

たような気もするし、今後もこのことを

続けていくのかいうことと、１回限りだっ

たらおかしな気もするし、持続性がなかっ

たら、この人、個人を責めるわけじゃな

いんですけども、１件だけのためにわざ

わざ事業を立ち上げて、それでおしまい

と。これは国の制度か何かがあって利用

されたということかもしれませんけども、

やっぱり一貫性、持続性が必要ではない

かなと思っていますので、これについて

の考え方をお聞かせください。

　５番目は、生活保護世帯ということで、

比率が１０．２パーミルですか、１，０

００人に対して１０．２人ということで、

大阪府が１６．２６パーミルということ

で、たしか摂津も１０パーミル以下だっ

たという気がしますけども、１０パーミ

ルを超えてきたということで、ますます

増加傾向にあるということと、今後、市

の負担割合が増えていくという中で、非

常に問題もあるわけですけども、本来は、

この生活保護そのものは、働く場を提供

していくということも一つの政策の中に

もあるような気もしますし。

　ここの返還金とか徴収金ということで

１，０００万円ほど戻ってきてますけど

も、この意味合いを少し教えてください。

　それと、総合福祉会館にかかわる問題

で、これは農業祭とあわせてお聞きしま

すけども、光熱水費２，２０８万円はな

かなかそう計算どおりはいかないだろう

なという答弁でありましたし、後の維持

管理ということで、最低限必要の自動火

災報知器とか電源装置等々は入れておか

なければ、としておかなければ、防犯、

防災上危ないということでありましたけ
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ど、しかし、やはり閉館後のそういった

対策もきっちり具体的にどうされるのか

今のうちにしておかないとという気がし

ますので、これ、また改めて、今回は要

望ということで置いておきますけれども、

また別の機会に、どうされたのかなとい

うのを聞きたいと思います。

　それと、農業祭については、農業振興

会、農業委員会、あるいは北大阪農協等々

が実行委員会形式でされていますけども、

ただ、市としても７５万円補助金を出し

ている、全面的にバックアップしながら

やっていくということでありますし、昨

日、一昨日のあの盛況ぶりを見てますと、

やはり今後も続けていく必要があるんで

はないかなと思っています。

　そういった意味で、別にあそこにこだ

わることじゃなくて、やはり農業者は鳥

飼地区にもたくさんおられますし、そう

いった意味で、鳥飼地区のところでも場

所を確保しながら、結構方策もあるんで

はないかなというふうに思ってますので、

ぜひそこら辺は、この実行委員会等々に、

一議員も言ってましたと、こういう意見

もありましたということも申し添えてい

ただきながら、今後の方策をぜひ探って

いただきたいなということで、要望とし

ておきます。

　それと、市民総合健康診断の受診率と

今後の方向性についてということで、過

去３年間、約６０％弱で推移してきてま

すね。これを、この前、医療制度、構造

改革の中では、受診率を上げなさいとい

うことが、そのことが医療費抑制につな

がるんですよと、早期発見・早期治療と

いうことを目指しております。

　今、摂津の健康診断にかかわる費用は

９，６００万円、約１億円弱ですよね。

これが受診率がどんどん増えていくと、

マックスで４０％増えると１億４，００

０万円ぐらいにこうなってくるわけです。

自己負担を検討しているということで、

過去に検討したんですけども、なかなか

非現実的といいますかという答弁があり

ました。これ、私も過去に何回か有料化

すべきではないかなという質問をしてお

ります。

　今日の答弁の中では、コンピューター

をちょっとさわるのにものすごいお金が

かかるということでありましたし、その

費用対効果がちょっとやるだけ損だとい

うみたいな答弁でありましたけども、し

かし、コンピューターをさわるのは１回

限りですよね。１回したらおしまいです

よ。これは、健康診断のお金は経常的に

ずっと毎年これからかかる話ですよ。１

回、例えば、仮に今１億ある健康診断費

用が受診率８０％で１億２，０００万円

になりますよね、２，０００万円増えま

すといった場合に、じゃあコンピューター

の改造費用で５，０００万円かかります

といった場合には、これは２年半でチャ

ラになるんです。そういった検討もしな

がらしていかないと、１回限りのお金を、

非常に多額の金額でありますけども、こ

の増を抑えるためには、やはりそういっ

たとらまえ方も必要ではないかと思って

いますし、コンピューターが相互につな

がってないということも非常に問題であ

りますけども、これは、この前の本会議

の中でも議員の中から質問出てましたけ

ども、コンピューターにかかわる費用も

非常に増えてきてますし、そういった意

味では、そういったところも見直しも必

要ではないかなと思ってますし、これは

健康推進課とは関係ない領域であります

けども、しかし、こういったいろんなこ

とをしようとしたときにそこがネックに

なるんであれば、やっぱりそのことにメ

スを入れていかなければならないという
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こともあります。

　そういった意味で、このことについて

は、コンピューター管理は本委員会の所

管ではないですよね。だから、健康推進

課として、やはりこのことはぜひ有料化

ということも、ぜひ今後検討してほしい

ということで、そのことについて、再度、

考え方を、今の私の意見も踏まえながら

お答え願います。

　それと、防疫車両管理事業ということ

で、防疫についての現状をお聞きしまし

た。害虫駆除で今やっとるということで

ありますし、この人員は、要員というの

は常駐なんですかね。そういう人が毎日

摂津市の方を回って循環をされとるわけ

ですか。４名の方で害虫駆除を摂津市内

でやっていると。そりゃ頑張っておられ

ることにご苦労さんと言いますけども、

しかし、これこそ本来は委託するなりし

て、もっと考えなければ、このメンバー

が考えなければならない、私がさっき言っ

たように、今後発生すると言われる鳥イ

ンフルエンザに対する初動態勢とか、今

度のあり方をつくり上げていくというこ

とが仕事ではないかなと思っています。

　そういった意味で、仕事の見直しとい

うことも含めて、これはどうされていく

のかお答え願います。

　それと、廃棄物減量等推進員、１２６

名が登録ということで、これは自治会推

薦ということで、各自治会、多分一人ず

つ任命されてるんかなというふうに思っ

ています。これは、私が言いたいのは、

この人がいなくなったら摂津の廃棄物は

減量できないんですかということです。

この人がどうしても必要なのかどうか、

そこをまずお答え願います。

　それと、環境センターのごみ減量指導

嘱託員の活動実績はということで聞きま

したら、環境センター内へのごみの持ち

込み時にピットの前でごみのチェックを

されておるということであります。これ

２名ですよね。人数が何人おられるのか

ということと、この件も、もしこのごみ

減量指導嘱託員がいなかったらごみ減量

はできないんですか、摂津のごみは。そ

のことをお答え願います。

　最後に、地域福祉計画のスローガンに

ついて先ほど尋ねました。

　先ほど説明ありましたけども、それは

それなりの理由として聞かせていただき

ましたけども、少しピンとこないという

か、中身的に、これ中身を見ますと、人

権に関する項目は一つもないんですよね、

それらしきものが。まだ、この次世代育

成支援計画の方が、これスローガンには

人権書いてないんですけど、こっちには

子どもの人権とかいろいろ書いとんです

よ、ちゃんと。子どもの人権を守りましょ

うというのはきっちりこっちには書いて

ます。

　第４章、第４節、子どもがたくましく

育つ環境づくり、施策の方向として、子

どもの人権が尊重される風土づくりとい

うのをきっちり書いてます。

　しかし、ここにはそのことは一切触れ

てませんし、当然、その人権というもの

は、今まで長い歴史の中で、ある程度定

着をされてきていると。これは福祉に関

する計画なんで、そのことが人権という

言葉がどういった意味づけを持つのかと

いうことをきっちり、私も市民にこのこ

とについて、この人権と書いている言葉

の意味を説明しなくてはだめなんですね。

その際に、きっちりこのことが市民に説

明できるかということをお願いしたい。

　そういった意味で、別にこの言葉が入っ

ていることはだめだとは言ってないんで

すけど、ただ、このことがきっちり市民

に説明できるということが大事なことな
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んで、そのことを改めてお願いしたいと

思います。

○嶋野委員長　それでは、答弁をお願い

いたします。

　山本課長。

○山本こども育成課長　せっつ保育園の

開設時期と、現在、仮園舎として使用を

している旧のみやけ幼稚園の関係でござ

いますが、当初、単年度で整備していた

だくべく国の方に協議を上げましたが、

２か年計画ということでの内示をちょう

だいいたしました。

　その際に、旧のみやけ幼稚園を仮園舎

として使用していきたいということで、

その旨もあわせて協議の中に入れておき

ました。

　その関係でいきますと、来年７月になっ

た場合、みやけ幼稚園が来年４月からふ

れあいルームとして使うこととの整合性

という関係でのご質問だと思いますが、

せっつ保育園の方につきましては、今急

ピッチで整備を進めていただいておりま

す。完全オープンは来年７月を予定して

おりますが、一部オープンを来年３月目

指して整備をしていただく予定にしてお

ります。

　その関係で、来年２月終わりには、旧

のみやけ幼稚園を明け渡していただいて、

今現在いておられるお子さんにつきまし

ては、来年３月当初ころから新しいとこ

ろで保育をしていただくという予定をし

ております。

　このことは、２か年事業が決まりまし

たときに、全体保護者会を園の方で開い

ていただいて、我々並びに桃林会があわ

せてその旨をご説明して、保護者の方々

も新園舎で卒園式を迎えたいと、できる

限り新園舎でお子さんを帰れるようにし

てほしいというご要望もございましたの

で、現在、それに向けて努力していただ

いているところでございます。

　待機児童のことでございますが、せっ

つ保育園が建て替えによりまして３０名

定員が増になります。また、鳥飼地域で

ございますが、（仮称）ひかり保育園が

創設で、定員が９０名でいく予定でおり

ます。合計１２０名、定員としては増加

をする予定でございます。

　本来なら、来年４月にあわせて増加と

いうことで予定しておりましたが、若干

開園が遅れる関係はございますが、来年

度中にはプラス１２０の定員を予定して

おります。すべて吸収できるかというご

質問でございますが、極力、我々は吸収

していくよう、保護者の方にご説明をし、

近隣の保育園をお勧めもして、今現在も

極力待機児童が出ないように努力をして

おります。

　しかしながら、やはり第一希望でどう

しても待つという方は今現在もおられま

すし、過去もおられました。そういう関

係でいきますと、そういう方を待機児童

と呼びます旧の定義で置きかえた場合、

ゼロにするということは非常に困難かな

と思っております。

　現在も、４月当初におきましては、新

定義と申しまして、近隣の保育園をご紹

介して入っていただいた方を待機とみな

い。また、近隣の保育園に行ける場合で、

第一希望で待っておられる方を待機とみ

ないというカウントでいきますと、４月

当初は待機児童ゼロということで推移を

しております。

　ファミリーサポートセンターの運営経

費でございますが、この委託料につきま

しては、社会福祉協議会と委託契約をし

ており、社会福祉協議会の方に支出をし

ております。内訳といたしまして、非常

勤の方の経費で１９５万８，０００円。

援助会員等々への研修等を行います、そ
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ういう関係の謝礼金等の経費で３３万４，

２８３円。それと、昨年からの事業でご

ざいますので、いろいろ所定の用紙等々

を印刷する必要もございました。そうい

う事務経費で７０万７９６円。それと、

コンピューターなり、中に入れますソフ

トの初度設備といたしまして４７万５，

８６０円、計３４６万８、９３９円とい

うふうになっております。

　この経費についての市の一般財源とい

うところでございますが、昨年まで補助

金制度がございました。これが、事業費

の２分の１補助ということでございます。

国庫補助金といたしまして、当事業に対

しまして１７３万４，０００円を見込ん

でおります。歳入を引くことでその一般

財源といたしましては１７３万４，９３

９円ということになります。

　また、日々の援助会員と依頼会員の関

係のお金でございますが、これは、依頼

会員さんが直接援助会員さんにお金を、

基本的には１時間につき７００円をお支

払いするというということで、市として

の委託料につきましては、やはり援助会

員さんの相談であったりとか、援助会員

と依頼会員の結びつきの関係をつくった

り、会員数をふ増やす講習会等々に、事

務費として社会福祉協議会の方にお支払

いしている委託料のみでございます。

　それと、母子家庭自立支援給付金事業

でございますが、１回限りという説明の

中に、当該対象者と申しますか、その方

について摂津市として一度限りの制度で

この給付金制度をご利用いただくという

ことで、今後、事業については、今現在、

４分の３の補助金がございますので、事

業としては継続していく予定でございま

すが、その対象者お一人につき、この制

度の給付金事業の制度は１回限りという

ことでございますので、児童扶養手当の

対象者たくさんいらっしゃいます。その

中で、こういう資格をいろいろとりたい

と、そういうときに利用したいという方

については相談に乗らせていただいてい

るというような状況でございます。

○嶋野委員長　中岡課長。

○中岡福祉総務課長　ホームレスの自立

支援の関係の件でございますが、この職

員さんは大阪府社協でございます。府社

協に委託しておりますので、府社協が職

員を採用し、その方々が巡回指導をして

いだいている。また、当然、専門的な医

療とかケースワーカーとかいうような精

神相談員とかいうような方々の賃金なん

かも、臨時で行ってもらう方の分も含め

てでございます。

　それから、市民から苦情があったらど

う対応するかということで、平成１６年

当初に、この庁内関係課で寄って、当時

の社会福祉課で、今は福祉総務課が生活

保護の関係もありますので、所管として

は、最初の窓口としては福祉総務課が電

話をつないで、それぞれの、例えば公園

でありましたら、公園みどり課の方につ

ないでいったり、あるいは大阪府の土木

事務所等々につないでいくというような

形をとっております。

　中には、市民からの苦情が直接メール

で私どもに入ってきた件もございます。

ホームレスの方が空き缶を早朝よりマン

ションの置き場のところでカタカタカタ

カタ音がするというような苦情で、そう

いったものは関係課の方にまたつないだ

り、やっております。

　それから、生活保護の件で、返還金、

徴収金という意味はどうかということの

ご質問と思いますが、この生活保護法の

６３条では、資力がありながら保護を受

けた方、例えば、例で申し上げますと、

今はとにかく生活ができないんやけども、
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生命保険なんかかけてたと、それが受給

後、解約されて戻ってきたというときに、

返還してもらうことになっているわけで

す。そういうのがもう大半でございます。

法の７８条には不正受給の項目がござい

まして、偽りの申請とか云々で不正に受

給した場合は返還してもらうというよう

な場合の個々に出てくる、雑入で受け入

れておりますけれども、そういう意味で

ございます。

　それから、地域福祉計画の、私どもで

サブタイトルでつけておりました、誰も

が健康で安心して暮らせる人権と福祉の

まちづくりというタイトルは、午前のご

答弁でもさせていただきましたように、

やはり年齢あるいは性別、あるいは少数

の外国人の方とか、そういった方も含め、

すべての方々が安心して地域で暮らして

いけるという、ここが基本理念となって

おりますので、全編にわたってこの理念

を忘れずに作成に当たってきたというふ

うに考えております。もちろん、第１章

から第３章まであるわけですが、その中

に人権の項目ということで、とらえるべ

きやったんやないかなと、あるいはなかっ

たかなというようにご指摘があるわけで

すが、私どもの方では、先ほど言いまし

たように、全編にわたってこの理念を忘

れずにやっていくんやということを念頭

に置いておりますので、ご理解いただき

たいなと思います。

　委員が市民の方にどうして説明したら

いいというようなご質問がございました

が、私があえてお話することではないか

もわかりませんが、誰もが等しくという

意味は先ほど言いましたように、すべて

の人たち、子どもから高齢者、障害者を

持とうがなかろうが、母子家庭の方であ

ろうがひとり暮らしであろうが、もうす

べての方々が安心して暮らせるという理

念、これを忘れずに今後も取り組んでい

くべきだろうし、それから、市民の方に

も、この計画書の中にはこういう気持ち

が入っているんやと、これを前向きに進

めていくんやと、こういうふうにご理解

いただけたらなと思っています。

○嶋野委員長　中岡課長、１点、ホーム

レス自立支援事業ですけれども、景観と

いう観点から、このホームレス対策、ど

のように今後進めていくのかということ

を質問者は聞かれておられますので、答

弁いただきたいと思います。

　中岡課長。

○中岡福祉総務課長　確かに私も淀川の

河川敷へ、鳥飼大橋渡りながら左右見て

ましたら、ちょっとブルーのテントが点

在しているというのを承知しているわけ

ですけど、これを私の方から、それをど

うするかとかいうことになりますとなか

なか難しい問題でございます。確かに、

そこを利用される一般市民、もちろん市

民やなくて、他市からもあそこの公園を

利用されている方もありましょうから、

確かにそういったものは難しいと思いま

すけど、景観のことを言われましたら、

確かにきれいにすっきりなればいいなと

思いますが、あの淀川の河川敷見ました

ら、もう相当大きな木に成長していると

いうのも事実でございますので、むしろ

個人的に思えば、あれをすっきり切れば

きれいになるかなと思いますが、あえて

これは言い過ぎかもわかりませんが、答

弁がしにくい項目ではあります。

　よろしくご理解いただきたいと思いま

す。

○嶋野委員長　そうしましたら、景観と

いう観点からのホームレス対策につきま

して、堀口保健福祉部長の方からご答弁

いただけますか。

　堀口部長。
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○堀口保健福祉部長　先ほども答弁して

おりますように、これホームレス自立支

援法ができまして、今までのように、例

えばどいてくれとか、そういうことが言

えないのが現状でございまして、これ警

察へお願いしても警察では動かせないと

いうような状況ですので、これは根気よ

く、先ほど言いましたように、大阪府社

協の方に頼んでおります相談員ですね、

そういう方にこまめに通っていただいて、

どいていただく、あるいは自立していた

だくということしか、今のところ方法は

ないのではないかと思っておりますが、

我々としましても、できるだけああいう

状況は余りよくないと思っておりますの

で、できることはしていきたいと思いま

すけれども、なかなかその自立支援法が

逆に足かせになっておりまして、なかな

か動けないというのも事実でございます

し、やはりその方々の人権もございます

ので、今のところ、なかなか動きにくい

のが現状でございます。

○嶋野委員長　紀田参事。

○紀田生活環境部参事　廃棄物減量等推

進員について、なくなればごみが減らな

いのか、廃棄物減量等推進員が必要なの

かどうかということでご質問いただいて

おります。

　ないことを想定して、なかなか今まで

行政を動かしてきていないということも

ございまして、想定の答えになろうかと

思います。

　その前に、まず、私どもがごみ減量対

策ということで、平成１２年度に見直し

を行いまして、１１分別ということで、

大阪府下を見ても、かなり品目数の多い

取り組みをしております。

　そうした経過から、平成１２年度から

平成１６年度のごみの総量を見ると、２

０％ごみが減っております。燃やせるご

みについては２５％の減量ということで、

実数値的な実績から見ますと効果が上がっ

ているわけですね。ただ、廃棄物減量等

推進員さんが平成１２年度以降委嘱した

かということになりますと、もっと以前

から委嘱させていただいておりまして、

その間、廃棄物の最終埋立地のフェニッ

クスの見学に行っていただいたり、それ

以外のいろんな研修を受けていただいた

り、いろんな環境問題に対する視点を見

つめ続けていただく中で、地域で活動し

てきていただいております。

　特に平成１２年度以降につきましては、

先ほど申し上げましたように１１分別と

いうことで言いますと、かなり煩雑なご

み出しの仕方になっております。まして、

市の方針としましては、ルール違反のご

みについてはシールを張らせていただい

て取り残しをさせていただく。それ以外

に、びんのところに化粧びんが入っておっ

ても取り残しをさせていただく。そうい

うような厳しいことで取り組んできたこ

ともありまして、かなり地域の懇談会等

を開きますと、やはり厳し過ぎるんでは

ないかなという声も当然ございますし、

一方、廃棄物減量等推進員さんの声とし

ては、やはりこれだけ厳しくやっている

からごみが減っているし、また、適正な

分別が進められるんですよというような

こともお伺いしているわけです。

　そういったことから、我々、減量に取

り組んできた結果として、やはり市だけ

ではできずに、一定、市民の協力をいた

だいて、初めて一つのごみ処理というトー

タルで処理ができているというふうに思っ

ております。

　そういった意味からおきましても、や

はり廃棄物減量等推進員さんが地域で地

道に取り組んでいただいていることがこ

ういった減量の効果につながっておろう
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というふうに考えておりますので、ぜひ

とも新年度におきましても委嘱をしなが

ら、くまなく地域でごみ問題の解決に取

り組んでいきたいというふうに思ってお

ります。

○嶋野委員長　五里江センター長。

○五里江環境センター長　ごみ減量指導

嘱託員につきまして、環境センターでは

ごみ減量の推進及びごみ質による焼却施

設のトラブル防止のために、持ち込みご

みのごみ質等の調査指導が必要でありま

す。そのため、窓口であります計量等の

業務内容等も多岐にわたってきておりま

す。

　現在、計量等の業務に従事している職

員につきましては、疾病のために医学的

処置を週に三日受診しなければならない

状況にあります。このような状況に対応

するため、焼却施設等に対する技術的な

知識と経験を有する者を非常勤嘱託員と

して１名を雇用しているものでございま

す。

○嶋野委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　市民総合健診の

コンピューターの改造についてでござい

ますが、ただいま、情報政策課が主導で、

コンピューターシステムのオープンシス

テムの検討という会議が、先日、第１回

目が持たれたところでございます。

　こちらの方に健康推進課の方も参画さ

せていただきまして、今後、どのような

コンピューターシステムのネットワーク

ができるのか、あるいはそれができた後

で、市民健診の対象者及び、それから、

税情報等のネットワーク化ができるのか

という検討に加わらせていただいている

ところでございます。

　それから、防疫車両の管理事業でござ

いますが、先ほど、相談業務というふう

に申し上げましたが、相談業務の中は、

ただ単に役所にいて相談を受けていると

いうわけではなくて、現場に出かけていっ

て、例えば、毛虫の駆除をしていたり、

それから、できる範囲内の蜂への対応を

していたりというような現場作業が日々

たくさん入ってきております。また、ちょっ

とここ数年は実際にはないわけなんです

が、平成８年当時は、赤痢だったと思い

ますが、いわゆる１類、２類の感染症が

発生した場合の消毒作業、それから、Ｏ

−１５７の集団発生がございましたとき

にも、現場の消毒に出かけております。

その後、平成１６年度に、ちょうど茨木

で鳥インフルエンザが養鶏場で発生しま

したときに、野鳥の回収等、大阪府の方

からも指示がございまして、本当に日々、

現場作業で活躍してもらっております。

　今後のことにつきましては、職員の年

齢構成等もございますので、また検討課

題だというふうに認識しております。

○嶋野委員長　福永参事、１点、市民総

合健診の有料化についての質問がありま

したので、その点、ご答弁いただけます

か。

　福永参事。

○福永保健福祉部参事　法律の方では有

料化と申しますか、本人の自己負担を、

原則として健診に限り徴収しても良いと

なっております。

　ただ、１回目のときにもご答弁させて

いただきましたように、非課税世帯の方

は不徴収ということも決まっております

ので、今後の課題だと考えております。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　まず、ホームレスの自立支

援ということで今部長の方から答弁あり

ました。

　さっき、福祉計画のところで人権の問

題もお話しましたけども、ホームレスの

方の人権もありますし、ただ、この河川
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敷の周辺に住んどる人の人権というのも

ありますし、日常、不安を抱きながら生

活をしとる人もおるんですよ。やっぱり

そういう人が近くにおるということであ

れば、どうしたらいいんですかねとこう

いう、僕らも返答に困るんですけど。た

だ、こういう支援事業が立ち上がって、

摂津市もそれにお金を出しておるという

ことで、それなりの働きをしてもらうと

いうことが必要ではないかなと思ってい

ますし、やはり摂津のこの３８名のホー

ムレスがいるということは事実でありま

すし、これはやっぱり大阪府社協に強く

申し入れして、手をこまねいておるだけ

では解決しませんので、やはりそれなり

の支援事業ということであれば、この人

らが自立できるような支援というものを、

これは言っていかなければ誰もやってく

れないんで、やっぱり摂津の方からぜひ

言っていただいて、ここを何とかしてほ

しいということは、毎月でも毎月でも言っ

ていかないと誰もしてくれませんですよ。

　だから、ぜひそのことはお願いし、こ

の負担金にかかわる効果をぜひ出してい

ただきたいというふうに思っています。

　これはそういうことで要望しておきま

すので、よろしくお願いします。

　保育所につきましては、せっつ保育園

が来年７月に竣工ですけども、今のみや

け幼稚園跡地の問題については、移転の

計画については計画どおりいくというこ

とであります。ぜひその計画どおり進め

ていってほしいということと、待機児童

についても、せっつ保育園も増員するだ

ろうし、新しく（仮称）摂津ひかり保育

園も９０名ということで増えていくとい

うことで、単純的な数字の足し算、引き

算からいくと足りると、充足していくと

いうことなんで、これは次世代育成支援

計画に基づくことでは、非常にそのとお

りいっとるんではないかなと思ってます

んで、これはもうそういうことでわかり

ました。

　ファミリーサポートセンターにつきま

しても、これは補助金が出て、２分の１

が摂津市の自主財源だということであり

ました。このことも、そういう次世代育

成支援計画に基づくそういった子育て支

援ということでは、このことも重要であ

るというふうに思いますけれども、これ

は人数が増えてもこの金額は変わらない

ですね。市の持ち出しは。今の説明だと

ずっと１７３万円で持ち出していく。こ

の人数が増えようが減ろうがこの金額は

変わらないという理解でいいんですよね。

だから、これが１，０００人になろうが

２，０００人になろうが市の持ち出しは

１７３万円でいきますということですね。

　僕の理解だと、社協にお願いしている

中身は非常勤職員と言いましたか、１９

５万円です、これ一人ですよね。その人

がいろんな窓口で事務をしていますと。

あと、事務で７０万円とか研修で３３万

円とかいうふうに答えられました。これ

が増えていくと、今の話だと、増えていっ

てもそんなにお金は変わらないみたいな

気がしたんですけども、いわば経常経費

がどんどん増えていく格好だと市の負担

が増えていきますよね。そういう仕組み

だと困りますから、対象者が増加しても

市の持ち出しは変わらないというふうに

僕は認識したんですけども。そのことで

間違いないのか、もう一遍説明お願いし

ます。

　母子家庭自立支援給付金事業、１２３

万６，０００円でこれ１件であったとい

うことで、１回限りで終わりましたと。

しかし、今後については、やはりそうい

う方があれば、ぜひこの支援事業という

ことでは残していきたいと。やはりこの
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こと大事なんですよね。ひとり親という

ことで、今世の中でパートで勤めても１

２万円か１３万円で、なかなかそれは生

活できないですよ。やっぱり手に職をつ

けたいという人がたくさんおられると思

うんですよ。やっぱりそういった方に支

援してあげて、その方が専門知識をつけ

て、職を身につけて、それで自立支援す

ると。そして、正規社員という道あるい

は事業が開けるということで、まさにそ

れが自立なんですよね。そういった人を

できるだけつくることへの支援というの

は大事なことなんですよね。ですから、

この事業はもっとＰＲしてもらって、本

来はそういう制度があるんで、もしそう

いう人がおられたら、やはりある程度お

金の枠はありますけども、そういったこ

とはぜひしていってあげてほしいという

思いも込めて、ぜひ今後ともこの事業は

続けてほしいということをお願いしてお

きます。

　生活保護世帯についてはもうわかりま

した。

　あと、市民総合健診について、昨日、

一昨日健康まつりありましたよね。私も

ちょっとのぞかしてもらいましたけど、

大変な盛況で、すごい人でした。やはり

この健康への関心度ということも高いと

いうこともですし、今後、やっぱりこう

いう健康診断というものも実施しなけれ

ばならないというふうに思ってますし、

いろんな健康施策も打っていかねば、し

かし、やはりお金が要るんです。お金が

要るということも現実ありますし、やっ

ぱりそのお金もつくっていかなければな

らないということもありますし、そういっ

た意味で、やはり皆さんに負担していた

だくということも必要ではないかなとい

う思いもします。やはりそれが皆さんが

そんだけ負担してでもやってよかったと

思われるようなやっぱり健康診断、それ

で、健康診断結果は、やっぱり僕がいつ

も言ってますようにフィードバックして、

次の施策に展開するということへの動き

も必要だろうと思ってますし、そういっ

た意味では、やはり今後、そういった有

料化ということも踏まえながら、ただし、

健康診断の受診率も上げていくんだとい

うことで、市民一人でも命を救えるとい

う気持ちでやってもらったらうれしいん

で、このことも、今課長言われた方向で

ぜひ検討していただきたいというふうに

思ってます。

　あと、防疫につきましては、今後どう

されていくのか、ちょっと私も、市民に

見える形で、それで、事務報告書にある

んですかね、防疫ということを見るとな

いんですけども、健康推進課の覧にはな

い。今言ったことは、本来、作業日誌に

書いてあるべきはずであって、実際どう

いったことをやったかということも明確

になっとったら、ああ、なるほどなと思

うんですけど、それもないと。今、課長

が言われたことを信じるしかないんです

けども。記録に残ってないということは

うそをつけるということなんですよ。だ

から、本来記録に残して、ちゃんとやっ

てますということもしてもらわないとだ

めです。

　ということで、これは、できましたら

記録に残して、事務報告に載せるなりきっ

ちりしてもらわないと、その人の働いた

ことが、課長は一生懸命やってもらって

ますというふうに言っています、そりゃ

一生懸命やっていると思います。けども

記録に残ってないということは、これは

確認できないんです。僕が毎日後ろつい

ていってそりゃ確認してもいいですけど

も、それはできないんで、やはり記録に

残して、今日何があったということはし
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てもらわないと困ります。

　それと、廃棄物減量等推進員、これい

なければ困ると言いましたけど、本当に

そうですかねということを僕は言いたい

んです。もう長年やってきて、摂津市の

ごみ減量についてはものすごい実績を上

げてますし、分別収集についてもいって

ます。分別については、各自治会を回っ

て一生懸命説明していただきまして、も

のすごい成果を上げましたよね。しかし、

廃棄物減量等推進員という人たちの動き

が全然見えてこない。見えてこないとい

うか、市民は知っとんですかね、廃棄物

減量等推進員が一生懸命摂津のごみ減量

に対して取り組んでますということが。

　今までの中で、今日初めて質問します

から答えていただいてますけども、以前

は職員が一生懸命現場へ出かけて説明し

ていただきました、ごみ分別のときには、

いうことでずっと来てましたよね。廃棄

物減量等推進員と一緒になってという話

はなかなか聞こえてこなかった。

　委嘱している限りはちゃんと仕事も与

えて、その仕事をちゃんと市民の方にお

知らせして、これは報酬あげてますよね、

わずかなわずかな金額だと思いますけど

も、それで一生懸命やってもらってるん

ですけど、やっぱりやった以上は、それ

だけの成果を市民の皆さんお知らせする

と。自治会長さんとか、これは地区振興

委員ですかね。自治会長さんイコール地

区振興委員ですよ。それでもわずかな報

酬いただいてやってもらっている。この

人はものすごい形に見えます、自治会長

さんというと。

　私は地区振興委員だけを言っとるんと

ちゃいますよ。もし、紀田参事がいなかっ

たらこの職場はどうなりますかと言われ

たときに、いや、私がいなければ困りま

すということを答えてもらわなだめなん

です、給料もらってんねやから。ここの

皆さんそうですよ。私いつも言う、あな

たがおらんかったらこの職場どうなりま

すか、いや、困りますと言ってもらうの

か、私がおらんでもできますということ

では困るわけやから、私がおらなければ

この職場はもちませんというぐらいのプ

ロ志向を持ってもらわないと困るという

ことを言うとるんですけど、廃棄物減量

等推進員の皆さんもそういった気持ちで

やってもらっとんですかねということを、

今度私一遍聞いてみますわ、地区の廃棄

物減量等推進員に。私がいなかったら摂

津のごみは減量できませんと、こう言っ

ていただけたらこれは値打ちあるんです

よ。ぜひそういう指導をしていただくか、

もうほかの方策を考えるか。今までの続

きでやるということではなくて、新しい

観点でこういう改革をしてほしいという

思いを持って、これ１例を取り上げていっ

たんです。

　これはそういった意味で要望しておき

ます。

　それと、ごみ減量指導嘱託員、これは

２名で、１名は病気療養中で、１名の方

でやっておられるということです。

　ここに、一般市民の皆さんがごみを持っ

ていかれるんです。今話を聞いてたら、

多分この人のところにごみを持っていく

んでしょうね。そのときの、やはり指導

員とはとても言えない、ああしろ、これ

しろとこれ指導かもしれませんけども、

だめだというのも指導かもしれませんけ

ど、しかしほんとにごみを減量するため

の分別とかそういった形での指導ではと

てもない、ということを市民の方から聞

いたことがあります。やはりそういった、

ただ単にそこに置いとくだけということ

では、非常に、本当にこの人がごみを減

量するための市民へのＰＲも含めてやっ
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ておられるのかどうかというのも含めて、

よく指導員にご指導の方をしていきたい

というふうに思っています。

　それと、最後に、地域福祉計画のキャッ

チフレーズ、これはわかりました。その

ことはそう理解させていただきますけど

も、私がもう一つ最後に言いたいのは、

誰もがと書いてある、この福祉のずっと

拠点を書いてあります、ここに。先ほど、

赤丸ずっとしたんですけども、やはり安

威川以北に集中している現状があります。

　誰もがという言葉を借りると、摂津市

民誰もがです。やはり安威川以南の人は

なかなかそういう形になってないという

のがよくよくわかります。しかし、この

キャッチフレーズどおり、スローガンど

おりでいくと、こういったまちにしたい

という思いがあると思いますよね。

　さっきの健康のところでも、一般質問

でもさせていただきましたけども、そう

いう健康づくりの拠点というものも、昨

日保健センターで健康まつりありました。

いきいき体操やってましたし、いろんな

形で活動されると。まさしくあそこしか

ないんですけども、今拠点は。しかし、

非常に手狭ですよね。そういった意味か

らいくと、こういう福祉の問題も考える

と、摂津市全体見まして、そういったこ

とも必要ではないかなと思ってますし、

こういった職員も一生懸命頑張っていた

だいて、本当に、昨日、土・日出勤され

て、今日また委員会ということで、非常

に健康のことを心配しとんですけど、私

も皆さんの。そういった形に報いる、こ

れは政治の世界です、ここは。ここのこ

とについて、助役の方から、ひとつぜひ

このことについてお願いしたいというふ

うに思っています。

○嶋野委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　ファミリーサポー

トセンターの歳入のところのご質問でご

ざいます。

　この事業につきまして、平成１６年度

までは２分の１の国の補助金という制度

がございました。今年度に入りまして、

いろいろ子育て支援にかかわるところの

補助メニューにつきまして、次世代育成

対策ソフト交付金という名称に変わると

いうような状況になっております。算出

につきましては、各事業をポイント制に

いたしまして、そのポイントを積み上げ

て市の歳入分が決まってくるというふう

に変わっております。平成１７年度から

でございます。当初の予算のときにはわ

からなくて、４月以降、そういうふうな

メニューの変更を言われました。

　そうなりましたら、ファミリーサポー

ト事業につきましては、何がポイント制

になるかといいましたら、会員数によっ

て各ポイントが決まってまいります。そ

ういうところで、我々としましては、今、

市の社会福祉協議会と連携をしながら、

会員数の増を図っていただき、歳入の確

保に努めているところでございます。そ

ういうところで歳入、一般財源につきま

して、今後、余り推移なく、していくの

かというご質問でございましたが、会員

数が増えれば、それに伴うポイントも増

加し、一般財源部分が減ってまいります。

そういうふうな成果を上げれば、歳入を

増やしていただけるというような制度に

変わりましたので、会員数を増やす努力

をし、一般財源部分を極力減らすように

努力していきたいと思っております。

○嶋野委員長　それでは、助役。

○小野助役　今後の施策の展開の中でお

問いでございますけど、トータルで申し

上げまして、以前から申し上げておりま

すように、まずは本市としてもシビック

ゾーンの総合計画でございます福祉、教
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育、文化、医療の中での南千里丘問題と

いうことを中心にいたしております。こ

の中には、過日もありましたけども、上

村委員言われていますように、老人医療

負担が７０歳は７０歳で２割負担にする

とか、これから医療費が兆円単位で伸び

てくると、こういうこともございます。

　そういったことの中で、あの地区には、

休日応急診療所、保健センターがござい

ますし、そこに福祉会館の問題も入れた

中で、とりわけ福祉、教育、文化、医療、

予防というイメージで持っております。

　しかしながら、いずれにいたしまして

も、南千里丘問題というのは、すべてあ

る大手の企業さんの土地でございますか

ら、その理解を得られなければできない

わけですけども、これも、私、本会議で

申し上げましたように、１１月中ぐらい

には、一定、これをいくのかいかないの

かということも、余り時間かけてはなら

ないという森山市長の考え方もございま

すし、私も全く同感でございますから、

そりゃその中でやってまいりたいと思っ

ています。

　とりわけ、安威川以南につきましては、

この前の学校統廃合問題の中にも若干昨

日申し上げておったんですけども、やは

り平成１７年度末で下水道普及率が約８

０％いくと思いますが、安威川以北は９

３％程度、それから、以南が６６％程度

と、しかもバスの問題、地下鉄がなかな

か来ない、そういう市民の足問題、数多

くの問題を抱えておる、公共施設も以北

に比べて少ない、やっぱりまた大きいの

があるのが吹田操車場跡地もまた以北で

あるということを考えてまいりますと、

一定、市としては安威川以南に対してな

かなか予算がございませんけども、そこ

は十分気持ちの上で配慮してその上で予

算査定に望み、また、以前からご要望い

ただいております南摂津駅付近に一つの

交流拠点といいますか、そういったこと

も聞かせてもらっておりますので、その

ことも十分、気持ちの上では配慮してい

きたいなと。ただ、あとはその予算づけ

の問題の中で、どこまでいっぱい、いっ

ぱいいけるのか。例えば、下水の問題で

も、まだ今後いろいろ議論はありますが、

やはり以南にはまだまだ３分の１残って

いるんだということは十分これ承知して

おりまして、そういったことも含めて、

市民の交通の便もございますし、コミュ

ニティ−、そういったことも含めまして

考えていかなきゃならないなというふう

に思います。そういった気持ちを持って

市長も考えておりますし、また、私も、

予算査定にも臨み、ここにおりますこの

福祉関係、生活環境関係の部課長もそう

いった気持ちで、それに配慮しながら予

算要求し、予算を使っていくといいます

か、そういった形の中での気持ちで取り

組みさせていただきたいというふうに思

います。

　いずれにいたしましても、南千里丘問

題がもしもだめな場合、どうするか、ま

たこの拠点問題もどうするかと、これか

らまた議会全体の中でご議論願うような

一定の方向を持ってご議論にさせていた

だきたいなというふうに思っております。

○嶋野委員長　次に、柴田委員。

○柴田委員　午前中、村上委員、そして

また上村委員と、たくさん質問していた

だいたんで、私もよくわかりましたんで

すが、ちょっとお尋ねします。

　決算概要の方だと思うんですけど、６

１ページでしょうかね。千里丘駅のエス

カレーター管理事業ということで、当初

予算では４７０万円、決算では４１０万

円支出されてるんですが、この内容につ

いて少し教えていただきたいと思います。
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　これは高齢者福祉課のことですね。

　それから、８２ページ、予防接種事業

というので、これちょっとお金大きいん

ですが、８，５６０万円の予算で８，２

００万円ほどお使いになっておられます

けども、これにつきましても少し内容を

教えていただければと思います。

　それから、これも決算概要ですけど、

８４ページ、育児相談事業ということで、

これわずかな費用ですけど、７万２，０

００円ですか、これが執行率が非常に少

ない、３万９，８７３円は使ったという

ふうに出てるんで、ほかの執行率を見せ

ていただいたときに、かなり高い執行率

の中で、５５.４％という数字ですが、

別に私は、この数字が決して悪いとは思っ

てないんですが、この辺の内容を教えて

いただきたい。

　それと、同じく８７ページ、墓地管理

費のところでも４１万６，０００円のや

つが１５万７，７３４円と、これは３７.

9％の執行率ですかね、これも少し教え

ていただきたい。

　それから、同じく８９ページ、ごみ減

量啓発事業ということで、先ほど、上村

委員からもごみのことについてはいろい

ろとご質問なさって、ご論議いただいて

いるところですが、ごみ減量に対する啓

発ということは、非常に取り組みが活発

にされて、成果は上げておられると思う

んですが、予算で啓発に組まれた予算と

執行された予算とに大分差があったんで、

その差で十分啓発が１００％以上の効果

を上げたということであれば、これは確

かにありがたいことですが、そういうこ

とでないということであれば、啓発本来

の考え方から言うて、予算執行上、なぜ

このような推移になったのかということ

を感じるわけです。

　それから、９７ページ、商工費、商業

活性化対策補助金、これも２００万円つ

いておりますけれども、１１２万１，０

００円という５６％ぐらいの執行率になっ

ておりますが、これもどういう経過でこ

うなっておるのかということを教えてい

ただきたいと思います。

　　それから、９８ページ、メーデーに

費用を組まれておりましたけれど、３６

万円、摂津地区メーデー実行委員会補助

金ということですが、これもどういうこ

となのか、教えていただきたいと思いま

す。

　それから、決算書ですね、１７３ペー

ジ、これ毎回私聞いておるんですけど、

地域米消費拡大対策というんですか、こ

れ出ておりますが、これはもう一遍、ど

のような推移でこの事業がやられている

のかということを教えてもらいたい。

　それから、同じページだと思うんです

が、市民農園の設置委託料ということで、

これも１９０万円ほどの予算で、実際は

１７０万円ほどの決算になっているんで

すが、これ、事務報告書も見せていただ

いて、何か所かというのも先ほどちょっ

と見てたんですが、これは、確かに昨日

の農業祭などの市民農園の部の表彰など

を受けておられる方もあったりして、市

民農園というものが、市民にとって非常

にいい意味で進んでいるんではないかな

というふうに思っておりますが、ちょっ

とこの辺の実態も教えてください。

　それから、あと二つは、午前中の村上

委員のご質問に関連するんですけど、私

も地域の方で防犯灯のことについていろ

いろと論議をされますし、最近の２０ワッ

トの防犯灯から、今日のご答弁では、３

６ワットの防犯灯にかえていくという、

それによって、その地域の明かりを測定

しながら、必要なとこはかえていくとい

うようなことですが、私も、一例挙げま

－ 41 －



すと、薫英学園の北側の通路、最近通り

ましたら、非常に明るくなってるように

感じたんです。そうすると、今までのあ

の棒型の蛍光灯から、だるま型というん

ですか、丸型というんですか、そういう

蛍光灯にかわってて、非常にルクスが明

るい、比較してみると、倍以上のルクス

じゃないか、倍じゃない、三倍ぐらいの

明るさを感ずるんですが、ああいうもの

がやっぱりまちに一つでも二つでも増え

てくれば、非常にまちが明るく見えます。

　それと、もう一つ、これはちょっとこ

こでお尋ねしていいのかどうかわかりま

せんが、地域から出てきた問題ですけれ

ども、できるだけ街路灯をつけていただ

くような指導、それからお願いもしたい

とか、また、それぞれの会社だとか、そ

ういう学校法人だとかに、そういう防犯

灯に匹敵するようなものを設置してほし

いだとかいう意見が出て、一例ですけれ

ども、この自治会の中から、薫英学園の

北側の薫英側に、全く薫英側の方には街

路灯というか、そういうものが１基もな

いんですよね。学校の方にお願いして、

やはり学校も地域の中の一つの施設とい

うんですか、地域としての役割を果たし

てるんで、学校側からも北側の擁壁のと

ころへでも何基か協力してもらえないの

だろうかと、こういうことを、ある自治

会の役員会の中で出てまいっておりまし

たので、我々は各戸に門灯の夜間点灯を

お願いしているという関係もあり、また、

こうした学校法人にも、安全上の問題で

何基かご協力をいただくというようなこ

とができないのかどうか、そういうこと

も含めて、一度お願いをしたいと、考え

方をお聞きしたいということですね。

　この明るい蛍光灯にかえていく方がい

いという判断からお尋ねしてるんですけ

ど、問題はやっぱりつけてあるというこ

とじゃなしに、それ自体がどれだけのル

クスを持って地域を明るくしてるかとい

うことで価値判断をしていかないとなら

んと思うんですよね。そうすると、今の

蛍光灯の中では、非常に灯数的には足り

ておっても、ルクス的には非常に効果が

出てないのがたくさんあると。それでは、

せっかくのやっぱり投資効果というのが

なってないのではないか。

　市民が求めているのは、やはり明るい

まちということです。これは、この前も

私申し上げたことあるんですが、東京の

方から来られた方が、大阪のこの周辺と

いうのは非常に東京に比べて暗いと。もっ

と端的なことを言うと、その暗さがいい

加減であると、痴漢にとってはちょうど

もっけの幸いの明るさで、通行する人は

危険な状況に追いやられると、こういう

こともあるというようなことまで聞きま

した。事実はどうなのかは、私もまだそ

の検証はしておりませんけれども、確か

に明るいところを歩くというのは、まず

安心面、そして、また、いろいろな面で、

けがの面とか、そういうことも含めて通

行もしやすいし、市民の安全を守るとい

うことも大事やと思うんで、これからは、

少々お金をやはり投じても、そういうも

のへ転換していくことによって効率が上

がり、効果が上がり、投資効果が非常に

いいものになるということであれば、思

い切ってそういうものへの転換というよ

うなことも必要ではないのかなと。一例

ですけど、今の棒型の蛍光灯というのは

大変取り替えにくいところもありますけ

れども、最近はソケット型の蛍光灯もあ

りますね。ああいうのであれば、少ない

電気消費量で、非常に明るく照らしてく

れると、取り替えも簡単だと、こういう

のもありますので。

　ちょっと自慢になるかわかりませんけ
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ど、私とこの事務所のところも１個だけ

つけて、皆さんに少しでも明かりを感じ

てもらおうと思ってつけておりますが、

やはり輝いております。そういうことも

含めて、そういうやっぱり新しい効率の

ええ器具、またそういう製品を使ってい

くということも考えていかないかんので

はないかなと、こういうふうに思います

ので、そういうことを総合して、これか

らの防犯灯のあり方について、一度、将

来どう市が取り組んでいくのか、また地

域とどう話し合いをしていくのかという

ことをお聞かせいただきたいと思います。

　それから、もう一つ、摂津まつりのこ

とですが、村上委員からも出てたと思う

んで、今年３０年でしたですかね、非常

に今年は２日間の動員人数も多かったよ

うに聞いておりますし、一定の成果はお

さめてこられて、この３０年間、総括を

すれば、摂津まつりは成功のうちに推移

してきたということです。しかし、中に

は、過去に花火をやっていただいていた

のに、あの花火を楽しみに待っているの

に、なぜ花火がもうできなくなったんで

しょうかとか、摂津まつりは今の青少年

広場だけしかできませんのか、もう少し

安威川以南でもできませんのかとか、い

ろいろ、もう一つは、内容的には、もう

見る人と見せる人ということになってき

ていると。できれば参加するという時代

にかかってきてるんじゃないかと。他市

でやっているのは、一例挙げると、よさ

こいソーランですか、どんどんとそれぞ

れの団体が出場して、競い合って、おも

しろいものを市民の手づくりのようなも

のでつくっていっていると。こういうも

のも含めたこれからの市民まつりのあり

方というものを模索される時期に来たん

ではありませんかと、こういうふうなこ

とをおっしゃいました。私も聞いておっ

て、いろいろな方面から、それぞれの考

え方がある。地域に持ってきてほしいと

いう考え方もありますし、また、今言う

ようなそういうイベントの内容をそうい

うふうにしたらどうかというアイデア的

な提案もあります。

　そういうことも含めて、今日まで３０

年間続けられた市民まつりが非常に成功

裡に終わってきて、これからのまた何年

かですね、今、市の方は基本的には行っ

ていきたいという考え方です。また、こ

れにも各自治会で１世帯当たり何ぼかと

いう費用を捻出していただいている。そ

れは裏返せば、市民全部が寄って、この

運営経費の一部を賄っているということ

になっているわけですから、そういう意

味では市民意識も高めていかなければい

けないでしょうし、そういう意味で、市

民が待っておられる地域にも時にはいく

ということも含めて、今後考えていく必

要があるんではないかなと、そういうふ

うなことを感じましたので、ここで少し、

私の考えを述べさせていただいて、市の

方の見解、また、実行委員会の今後の取

り組みなどを聞かせていただいたらあり

がたいと、こういうふうに思います。

○嶋野委員長　川上課長。

○川上産業振興課長　まず、商業活性化

対策事業補助金、これの方からご説明を

申し上げます。

　お手元にございますように、昨年度の

執行率５６％ということでございます。

ちょっと振るわないのではないかという

のがご質問の趣旨ではないかというふう

に忖度をいたしますが、例えば、昨年度

も、金額にいたしますと１４７万円余り

ということで、少し似たような傾向があっ

たのかなと、そんなふうな気はいたして

おりますが、その１年前に少し視点を移

しますと、２００万円超の執行というこ
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とだったわけでございます。これは、そ

の年、ちょうど正雀の方で空き缶回収機

を置こうかというような機運がございま

して、その方の支援もさせていただいた

というような、そんなことがございます。

　ですから、この補助金の性格上、いわ

ばある種のそういう設備投資とは申しま

せんけれども、格段の取り組みをされる

ということに、半分は備えないといけな

いということもございます。

　その意味では、昨年度は、通常のと申

しましょうか、街路灯の電気代の補てん

のことである、あるいは年末になさいま

す大売り出しというようなことでのイベ

ントも、そういうものに、いわば平年型

に終止をしたということがございまして、

そんなことで、この程度の執行率におさ

まったということでございます。

　それから、メーデーの方でございます

けれども、これは３６万円、全部もちろ

ん１００％執行いたしておりますんです

けれども、強いて申し上げれば、近隣市

との比較で申しますと、私どもの労働団

体に対する補助は余りにも低いというふ

うに言わざるを得ないのかなという気は

いたしておりますけれども、ただ、具体

的に事業に着目をしてご支援申し上げる

ということでまいりますと、とりあえず

は現状このような形なのかなということ

で、３６万円、１００％でございますけ

れども、執行という状況になってござい

ます。

○嶋野委員長　中井参事。

○中井産業振興課参事　地域米消費拡大

対策事業委託料として９０万円上がって

おります。これは一本でございませんで、

三つに分かれておりまして、５７万５，

０００円が農業振興会への委託でござい

ます。みそづくりとか、また、農業祭へ

の参加、農業祭の一部門をやっておりま

すポン菓子とかもちつきの原料費の支出

でございます。

　それから、２番目といたしましては、

２７万５，０００円、これは、平成１４

年度から実施いたしております小学校５

年生を対象にした米づくりの体験事業の

委託料、農地所有者に対しましてお支払

いしているもので、２万５，０００円を

１１校にやっております。１か所の土地

所有者には５万円でございますが、残る

半分の２万５，０００円につきましては、

北大阪農業協同組合の方から支出してい

ただいております。２万５，０００円掛

ける１１校で２７万５，０００円。それ

から、あと残りの５万円、北大阪農業協

同組合の女性部に対しまして、みそづく

り事業ということで支出いたしておりま

す。

　これは食料の大切さ、米は日本人の主

食でございますので、知っていただくた

め、米も余っている時代でございますが、

いついかなる時でも、やはり天候の関係

もございまして、取れなくなるとか、ま

た、きょうび、遊休農地ですか、一たん

荒廃した土地になりますと、すぐに回復

できるものではございませんので、継続

的にしていただきたいという思いもござ

いまして、執行いたしておるものでござ

います。

　続きまして、市民農園の関係でござい

ますが、予算１８９万１，０００円、執

行済額が１７０万６，０６０円ですか、

執行率といたしましては９０．２％です。

これにつきましては、市民に土との触れ

合いの機会を提供するという目的で、事

務報告書を見ていただいておると思いま

すが、７か所、５，８３１平米に対し２

２団体に貸し付けいたしております。こ

の金額の積算につきましては、土地所有

者の方に対しまして、固定資産税及び都
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市計画税の負担分をお支払いいたしてお

るものでございます。

　ですから、前年の税額をもとに予算計

上いたしておりますが、少し評価が落ち

るということで、税金の分が下がってい

るからこうなっているわけでございます。

○嶋野委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　まず、予防接種

でございますが、その主なものは予防接

種の委託料でございまして、乳幼児の予

防接種、三種混合、それから、麻疹、風

疹等、医師会に委託しているもの、それ

から、６５歳以上の高齢者のインフルエ

ンザ、これも医師会に委託しております。

　あと、保健センターで集団実施してお

りますポリオ、それから、平成１６年度

はツベルクリンとＢＣＧ、これも医師会

の方に委託しております。

　実績につきましては、ポリオが１，７

６８人、ＢＣＧが１，００２人、麻疹が

８２６人、三種混合が３，３７３人、日

本脳炎が２，４４６人、風疹が８５６人、

以上が乳幼児でございます。

　それから、高齢者のインフルエンザは、

５，７３９人、これだけの実施でござい

ました。

　それから、育児相談でございますが、

執行率が少し低いということですが、そ

れは消耗品の方が、市内７か所で育児相

談実施させていただいておりますが、３

か所におきましては、保育所の方をお借

りしまして、保育所の園庭開放のときと

同時に実施させていただいております。

それで、おもちゃ等お借りしている関係

もございまして、消耗品の執行率が低う

ございました。報償費の方は、公民館の

方の保育士さんの出向費用でございます。

　それから、墓地管理事業の執行率につ

いてでございますが、墓地の方は市営墓

地条例におきまして、市内３か所に市営

墓地を３００基保有しております。その

貸し出しをしております方から、返還が

ございました場合には、返還金というの

をお支払いする仕組みになっております

が、平成１６年度は返還がございません

でしたので、そのまま執行なしというこ

とで経過しております。

○嶋野委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　それでは、

ＪＲ千里丘駅エスカレーターの保守点検

委託料についてご答弁申し上げます。

　これにつきましては、ＪＲ千里丘駅の

西口、東口のエスカレーターにつきまし

て、摂津市の方で設置した経過から、摂

津市の方で保守点検の委託料を予算措置

しているものでございます。

　平成１６年度実績につきましては、１

か月２８万９，８００円、年間で３４７

万７，６００円となっておりまして、予

算の３６８万円と若干の差額が出てきて

いるわけでございますが、その理由につ

きましては、このエスカレーターが三菱

製ということで、その保守点検に当たり

ましては、当初、そのメーカーでありま

すところの三菱ビルテクノサービスの方

に保守点検をお願いしてまいりました。

そして、毎年、前年の保守点検の委託料

の単価を値下げしていただくように交渉

してきた経過がございまして、予算と決

算の差額につきましては、単価の値下げ

による分というふうにご理解をいただき

たいというふうに思っております。

　そして、平成１７年度、本年度からに

つきましては、庁舎等と一括契約を行い

まして、委託料の単価の引き下げを図っ

ております。

○嶋野委員長　紀田参事。

○紀田生活環境部参事　ごみ啓発事業に

ついての執行率が低いのに、啓発に影響

は出ないかというご質問をいただいてお
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りますが、この内容につきましては、大

きく分けて、消耗品の購入と、あと印刷

製本費ということで、消耗品につきまし

ては、一定、啓発するための図書を購入

したり、また一方では、集団回収に対す

る看板を設置したり、そういったことに

関する消耗品を購入しております。それ

と、あと印刷製本費につきましては、啓

発用のシール、例えば、取り残しすると

きに、こういう理由でごみ回収できませ

んよ、そういったシールを購入して、添

付しながら啓発を行うというようなこと

を行っております。

　ただ、通常言われるキャンペーン等の

啓発で、例えばティッシュをお配りした

り、トイレットペーパーをお配りしたり

というようなことにつきましては、大阪

府の方の集団回収協議会というのがござ

いまして、そちらの方に、ある程度、摂

津市はこれだけ必要ですよということを

申請すればいただけるということになっ

ておりまして、そういう意味での啓発消

耗品については、市の予算なくして、い

ただくことができますので、そういう意

味での啓発に対する問題点はなかろうと

いうふうには思っております。

○嶋野委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　１０点目の防犯

灯の設置の考え方ということでございま

すが、委員おっしゃった薫英学園北側に

ついては、昨年の警察署のパトロールの

中で、暗いというようなことで、そうい

うことから３６ワットをつけていると考

えております。

　今後、学校なり会社なりにつきまして、

企業なりにそういう防犯灯、街路灯の設

置の依頼につきましては、平成１４年１

０月に摂津市の方で、安全なまちづくり

推進協議会という協議会が設置されまし

て、その中で１９の各団体、防犯協会、

自治連合会、ＰＴＡ、学校関係という中

で協議会を設けております。その中に、

防犯照明部会だとか、道路・公園・駐車

場部会、それから子どもの安全部会と三

つの部会の中で、市内の防犯についてい

ろいろ協議しておるんですけども、その

中で、昨年も警察の方でお願いして、昨

年は６３灯の防犯灯をつけていただいた

という経緯もございますので、今後は、

またその協議会の中で、企業や学校につ

いても、お願いしていきたいというふう

に考えております。

　あと、３６ワットへの切りかえなんで

すけども、確かに明るい器具でございま

す。今現在、平成１６年度末現在で防犯

灯が６，０１２灯ついておりまして、平

成１６年度は１３４灯ということで、毎

年大体１００灯近くの設置をしとるんで

すけども、３６ワットを仮に関電柱の共

架にしますと、平成１７年度の単価でい

けば２万２，２７０円、２０ワットであ

れば１万５，４３５円ということで、６，

８００円ぐらいの額が上がってまいりま

すし、明るいということなんですけども、

財政的な面もございますので、今後につ

きましても、３６ワットの場所を特定す

る中で、基本的には２０ワットで、３６

ワットをつける場所については自治会長

さんと相談する中で、職員も一緒に現場

に行く中で、できるだけ３６ワットを増

やすような形で努力していきたいと考え

ております。

　摂津まつりにつきましては、午前中の

答弁でも言いましたけども、第３１回以

降、引き続き実施するということで、本

年もたくさんの方が来ておられて、また、

商工会、自治連合会などの９団体がまつ

り振興会を構成しております中で、延べ

５００人近くのボランティアなりの方で

実施しておるところでございます。
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　市民参加といいますか、そういう参加

する時代だということでございます。実

は、市民から公募をして、平成１５年の

第２８回の摂津まつりからセッツ・ファ

ンキー・コンプレックスということで、

市民の方に参加してもらえる場をつくっ

ております。バンドだとかということで

始めたんですけども、今年は太鼓だとか

踊りだとか入っておるんですけども、ち

なみに、よさこいソーランにつきまして

は、今年の第３０回で来ていただきまし

て踊りを踊っていただいたというような

ことでございます。

　それと、花火の中止なんですけども、

これにつきましても１０分で３００万円

かかるとかいうようなことで、かなりな

費用がかかるということで、まつり振興

会の方でいろいろ議論された中で中止を

されたという経過もございます。費用が

かなり要るというようなことで中止され

たというふうに聞いております。

　あと、場所についてなんですけども、

これ、昨年のまつり振興会の組織の中で、

会長の諮問機関でありますスタッフアド

バイザー会議というところから提言もい

ただいておる中にもちょっと若干触れて

おりましたんですが、広場以外の場所で

も、特に鳥飼地域でも開催できないかと

いう検討はされました。その中で、例え

ば、そういう広場にあります電気設備だ

とか水道の設備だとかいろんな設備がな

かなかそういう適当な場所がないという

ようなこともありまして、引き続き広場

の方でしか、ちょっと設備的な面の充実

がされてないというようなこともありま

して、検討はされたんですけども、現在

に至っておるところでございます。

○嶋野委員長　柴田委員。

○柴田委員　順を追ってもう一度質問と

いいますか、考え方を述べさせていただ

きます。

　エスカレーターのことにつきまして、

丁寧にご答弁いただいて、また、そのメ

ンテナンスについても常に少しでも安い

コストでということで努力していただい

ているということわかります。今年は、

ほかともあわせてやっていくということ

だというふうにお聞きしました。

　私は、ここでちょっと視点を変えてご

質問したいと思うんですけど、あのエス

カレーター、確かに老人、障害者のため

に必要だということで、市の通過道路と

いうことでおつくりになったから、やは

りアフターも全部市が持たなきゃならん

ということで、かなりの年数、メンテナ

ンスなりいろいろな費用を投じておられ

るわけです。しかし、現実の問題として、

あのエスカレーター、そりゃ確かに老人

と障害者の人が万が一のとき、また来ら

れたときには、当然あそこにあるべきで

あろうと思うけども、大部分の利用は通

過道路として通る人じゃなしに、ＪＲの

やはり通勤通学のために通っておられる

人のエスカレーターですね、私が見て、

私があそこでよく駅におりますときに、

いまだかつて障害者の方がそのためにエ

スカレーターを一時とめて上へ上げると

いうような作業はほとんど見てないです

よね。そういう万が一なときに来られて

も行けるようにということで対応されて

いるということと、市がやったというこ

とですけども、これは、設置のときは摂

津市がやらなきゃならんと思うんですが、

誰が見てもＪＲに行くお客さんの大部分、

９０数％の人があのエスカレーターを使っ

ている、そのメンテナンスに、これ鉄道

事業者に一定の負担をお願いするという

ようなことはできないのかどうか、こう

思うわけです。

　今度も西口にエレベーター、これもやっ
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ぱり市でつくらなきゃならんということ

になりますと、このメンテナンスも全部

市が持たなきゃならん、まして、エレベー

ターは、私は、ある意味では、障害者な

り高齢者の利用というのは非常に高いと

思うんです。しかし、このエスカレーター

なんてのは、どう考えても、健常者の人

がどんどん使っているわけですよ、両方

とも。もっと言えば、あのエスカレーター

を使っている西口なんてのは、摂津市民

の人って２割ぐらいですよ。８割ぐらい

は吹田なり茨木なり、また、もっとほか

から来られてるんじゃないかと思います

わ。具体的な数字はわかりません。せや

けど、そういうことも含めて、行政がやっ

ぱりつくったときに、設置費はうちでやっ

ても、後のメンテナンスは、ひとつ鉄道

の方でもいくらかの負担はしてもらえま

せんかというぐらいのことは、当初から

やっぱり訴えていくべきじゃないのかな

というふうに思うんです。実態から言う

ても、これ、ＪＲがやっぱり持ってもらっ

ていいんじゃないかなと。

　先般、正雀駅のエレベーターの３分の

１が、行政が持ちます言うたときに、私

とこへ投書が来たんですよ。そんなもん、

全部鉄道事業者に持ってもらえてなこと

で。しかし、これは、バリアフリー法に

基づいて、そういうやっぱり負担基準が

きちっとあるわけですから、それはそれ

でしょうがないんですけど、この辺のこ

と、一体行政としてどういうふうにとら

えておられるのか。全くそれは言えない

んだと、もう設置はこういう障害者対策

で補助金でももろてつくったやつは、メ

ンテナンスも皆含めてそうしていかなきゃ

いかんのだと。

　そうしたら、僕、もう一歩突っ込んで

聞きますけど、このメンテナンスに対す

る補助金なんかも、一定、国なり府なり

からついているんでしょうか。それも一

度お聞かせいただきたいと思います。

　それから、育児相談事業、十分やって

いただいてて、努力して事務経費がこれ

だけ節減できたと。だから、当初の目的

どおりの相談は消化できてると、こうい

うふうにとってよろしいんでしょうか。

ありがとうございました。

　墓地につきましても、返還金がなかっ

たからということでよろしいんでしょう

な。はい、ありがとうございました。

　ごみ減量につきましても、当初考えら

れた事業の所期の目的は十分達成してる。

しかし、こういうふうに費用が少なくて

済んだと、こういうふうに理解してよろ

しいんでしょうかね。はい、これもあり

がとうございました。

　商業活性化対策事業、これにつきまし

ては、平成１５年度は、空き缶回収か何

かのことも含めてやっていただいたとい

うようなことで、そのときの費用捻出の

２００万円を平成１６年度には組んだけ

れども、そういう事業がなかったから、

今回、こういう数字になったという経過

だという。私は、このことで、この事業

の内容がどうだこうだということじゃな

い。ちょっとここで触れさせていただき

たいのは、今、商業活性化という対策と

いうことをタイトルとして摂津市の中で

やっていく中で、この程度のことで本当

に摂津市の商業が活性化するんでしょう

かということを申し上げたいわけです。

シャッター一つにしても、かなりやはり

閉まったところが多い。先般も私が質問

したら、２４０軒中６０軒か何かシャッ

ター閉まってますというようなご報告も

いただいてます。最近、正雀の周辺歩い

てみても、実にシャッターの閉まったと

ころが多くて、これじゃあ商店としての

機能は全くなってない、こういうふうに
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思うわけです。

　ここでひとつ、今日は助役も来ていた

だいてるんで、商業の活性化ということ

で、このような状態の摂津市の商業で行

政がやはりこれからも商業活性化を図っ

ていきますということでいいのかどうか

というようなことを含めて、うちは商工

会に一定の、ここで助成をしていただい

て、商工会の中で自発的な商工会独自の

事業も展開していただいているという背

景もあるのはあります。だから、そうい

うこともわかりますんで、今後、商工会

との提携も十分結んでやっていっていた

だくということも大事だと思うんですが、

摂津市のやはり商業活性、市独自のビジョ

ンとして、今後、この今落ち込んでる摂

津市の商業をどのようにしていったらい

いのかということを、抜本的に考え、提

案し、市民のやはり考え方を聞いて、ま

たそういうものを集約して、まちづくり

というものを考えていかなきゃならんの

ではないかと。先ほど、助役のご答弁で

は、南千里丘の駅のやはり開発の問題も

含めて、これから課題は大きいと思いま

す。このことも、うちのまちづくりの中

には大きなウエイトを占めているし、必

要な部分が大にあると思うんです。しか

し、それを取り巻く全体的な商業活性化

というものは、まちづくりの中で、今一

番沈んでるというのか、非常に誰がみて

も困難な状態に来てるというふうに私は

思うんですけども、その辺について、今

後の商業活性化ということについて、ま

ちづくりはどのようにしていったらいい

のか、これはちょっと担当課でお答えす

ることはできないと思いますので、これ

は過去にも私は正雀周辺のまちづくりが

もう限度にきてるんではありませんかと

いうことを、別な交通的な角度でお尋ね

したこともあります。まちづくりのこと

でお尋ねしたこともありますが、今日は

この民生の中での商業活性化という中で、

一度お尋ねしてみたいと思いますので、

できればお答えをいただきたいと思いま

す。

　それから、米のこと、わかりました。

地域米と読んでよろしいいんですか、こ

れは。地域のお米を拡大していくという、

それとも、米を地域で拡大するという意

味にとったらよろしいんですか。

　この文書からいくと、地域の米と書い

てあるから、摂津市周辺で取れたお米を

消費拡大をするんかというふうにもとれ

たんですが、私は、お米をどのように、

今パン食だとか、いろいろなものに変わっ

ている、本来のお米を地域でもっと食べ

てもらおうということでの拡大対策とい

うふうに見てますんやけど、それでよろ

しいですか。その辺、お答えください。

　それから、市民農園のこともわかりま

した。

　防犯灯のあり方について、これは、今

大場次長からご答弁いただきまして、私

は一つの事例を挙げたと思うんですよね。

薫英の北側の通路が非常に暗いというこ

とで、警察の方も現地へ行っていただい

たんでしょう。今行ってみますと、非常

に明るくなってるんですね。それは、今

言う３６ワットの蛍光灯にかえていただ

いた灯数がいくらかあって、誰が見ても、

わあ、明るくなったなと、こういう感じ

は受けるんですよ。

　それで、先ほど値段聞いたんですけれ

ども、その設置費が２万２，０００何が

しですね、それで、普通の蛍光灯では、

１万５，４００円ぐらいですか、約６，

８００円ておっしゃいましたかね、設置

費に格差があると。しかし、この効果が

倍あるとしたら、この設置費というのは、

逆に考えたら安いんではないでしょうか。
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そういう物のとらえ方をしないと僕はだ

めだと思うんですよ。１灯の蛍光灯が、

２０ワットの蛍光灯の３倍の効果を出し

ているのに、設置費がこれでできるとし

たら、やっぱりこういうものを今後は採

用して、まちを明るくしていくという基

本的なことを考えていかないと、ただ、

今、トータル的な予算が少ないから、基

本は２０ワットですということでも、そ

りゃ２０ワットでも、今の２０ワットに

比べて画期的な明かりをかもし出す２０

ワットができとりますというなら、私は

それでもいいと思うんですよ。しかし、

現実に、薫英学園の横手のところで、私

が目で見て、わあ、違いがわかる明るさ

だなということを感じてきて、この数字

が出てくるということであれば、確かに

お金は、背に腹かえられまへんねんと、

そりゃ何ぼ出しとうても１万５，０００

円が限度ですわと言われりゃ別だけど、

物の投資効果ということを僕さっきから

申し上げてるんですよね。投資効果から

いくと、もし１基が３倍の効力を発する

としたら、私は安い買い物ではないのか。

もしこれに耐用年数、耐久力がもっと今

の蛍光灯よりも強いというものがあえて

出るならば、なおさらこういう蛍光灯を

やっぱりつけていくべきではないのかな

と、こういうふうに思うんです。

　それと、光り方も感じたんですけど、

やっぱり棒状の光り方と丸いだるま状の

光り方では、やっぱり光っている部分が

何か多いような気がするんですよ。縦の

やつは何かその下だけ光っているような

気がするんですよ。これはまあ私の見方

が間違っているかもわかりません。そう

いうことも含めて、この蛍光灯のあり方、

これは、大場次長はやっぱり限られた予

算の中で、限られたことを執行していか

なければいけないから、そうしますとい

うようなことは申し上げられないと思い

ます。やっぱりともかく基本の２０ワッ

トは原点において、今後、やっぱり必要

なところへ必要な明るさを求めていきま

すというのは、僕は、今、正しい答弁や

と思うんですよ。これは、行政全体が私

が言うた価値観の問題、こういうものを

踏まえて、もしそういうことが事実であ

れば、少々お金かかってでも、将来はそ

ういう明るい蛍光灯にかえていきたいん

だという、これは政策を考えていただき

たいと思うので、ひとつ、これも助役の

方からでもご答弁いただけますか。

　それから、摂津まつりについて、これ

も聞きました。私もまつり好きですから、

何も花火見えへんからけしからん、摂津

によう住まんと言うてはるわけではあり

ません。ただ、花火もよかったなあ、あ

の花火また見たいなというようなことを

言うてはりましたから、一つの例として

出したんで、決してこの花火のことをそ

んなに重く感じないでください。まつり

そのものを今後どうしていくのかという

こと、今年は一部、よさこいソーランの

そういう団体も参加されて、楽しかった

ということだというふうに私も聞いてお

りますので、今後、実行委員会の中で、

より楽しいまつりをつくっていくために

どうあるべきか、そして、市民全体がこ

のまつりに対する意識をどう高揚させて

いけるのか、この辺も含めた取り組みを

ひとつお願いしたいということで、これ

はもう要望ということにしておきます。

○嶋野委員長　答弁いただきます。

　中井参事。

○中井産業振興課参事　それでは、米消

費の関係につきましてご答弁申し上げま

すます。

　摂津市の農業は、自家消費の目的で耕

作されておりまして、市内でのお米の生
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産高では賄い切れません。この地域とい

うのは摂津市域でございます。米消費の

拡大のこのような啓発事業につきまして

は、各地域でこのような事業を実施いた

しております。

○嶋野委員長　助役。

○小野助役　まず、防犯灯の問題ですけ

ども、これは、今年の決算見てましても、

設置工事費２７３万円であるとか、維持

管理補助金で４６０万円となっています。

これ、毎年予算査定で議論してまして、

以前に本会議場で、明るい地域、夜が明

るいことが防犯上予防になるんだから、

企業なり、また個人の家庭でも門灯等の

点灯を積極的にやってもらうべきではな

いかということもご指摘いただきました。

　それで、私どもも、この、特にひった

くりなり違法駐車なり、大阪府がナンバー

ワンだということでテレビ報道もされて

おりまして、そのときに、これをどうす

るかということでいつも議論しておるの

が、これは今後の課題なんですが、地域

活性化補助事業との兼ね合いであります。

それで、地域活性化補助金８２０万円ほ

どありまして、６８０万円執行しておる

と。これは前市長のときに議会の方も若

干いろいろ議論があってご存じのように、

３年間様子を見て、それからもう一度と

いうようになってましたので、しかし、

一たんやった事業はなかなか見直しがき

かないというのが事実であります。いず

れにいたしましてもこういう状況の中で、

大きくはやはり１０５．６％というよう

な経常収支比率の中で、新しい事業をし

なきゃならない。そうしますと、いわゆ

るその辺のところをリニューアルするな

り、見直しをして、やはりこういうもの

に持っていけないのかと。去年もこの議

論ありました。地域活性化補助金、例え

ば、平成１７年度は防犯事業に使ってく

れませんかと。ある程度目的式に持って

いく形、そして、先ほど午前中に出まし

たように、余ってしまうと使ってしまわ

ないとだめだと、ついでにこの分もとい

うようなことも若干出ておりましたけど

も、そういう点もあるかもわかりません。

それで、非常に活性化補助金らしい使い

方をしてもらったところもあれば、いろ

いろ苦労された方もあると思います。

　それで、私どもは、この問題について、

こういう点も入れて、一度、市の考え方

を整理した上で、一遍議会と議論する場

が必要ではないかなと。これ単独でもっ

てどんどんやっていくということになれ

ば、去年もあったんですが、この光熱水

費の問題も出てまいりまして、設置はい

いんだけども、後の管理と電気代をどう

するかという、またこの議論に去年もな

りました。これ毎年議論しておりますの

で、私は、一度、市長とも相談した上で、

やはり夜は明るいというのがやはり防犯

上一番なわけですから、市民の皆さんそ

れものすごい願っておられる。そうすれ

ば、若干いろんな議論あるかもしれませ

んが、地域活性化補助金で一度こういう

ことをやらせてくれませんかというよう

なことも一つの視点ではないかなという

のが、これ私ども、一昨年からの議論で

ございますので、そういうことも含めて、

これは非常に明るい形という、夜明るい

ということが、やはり犯罪が基本的に減っ

てくる、ひったくりも痴漢行為も、子ど

もたちへのいたずらも、やはり明るけれ

ば、これはもうテレビでもやっているわ

けですから、いま一度、お金がないとい

うことでなくて、こういうことも含めて

一度議論をし、場面によっては議会とも

十分ご協議させていただきたいなという

のが今の気持ちでございます。

　それから、エスカレーターの問題は、
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これは、柴田委員と私と全く同じ考え方

でございまして、例えば、阪急電鉄はそ

う考えてないですね。ＪＲだけは、改札

に入ってからが客だという考え方ですか

ら、あれは一般の市民の自由通路だとい

う考え方です。これはＪＲ全体の問題で

ございます。これは、高槻であろうが茨

木であろうが、うちだけが弱いとか強い

でなくて、ＪＲそのものの考え方が、改

札口入ってから客であって、あれは一般

市民が通られる自由通路なんだと。だか

ら負担はいたしませんと。たしか、あの

とき、固定資産の減免までしてくれとい

うような話もあったというふうに覚えて

ます。ＪＲがそういう姿勢であることは

間違いないんです。これは全国的な問題。

私は、むしろ、この問題は国政レベルで

でもやっぱりこれ取り上げてもらって、

バリアフリーなりいろいろ議論があるん

であれば、まだまだ大阪はこのエスカレー

ター問題というのは、エレベーター、解

決はしておりません。この前も大阪府へ

参りました。大阪府も非常に申しわけな

いと、大阪府の財政当局と議論して頑張っ

とるんだけども、以前はつけてもらった

ら、１基に対して何ぼあった補助が、今

はたしか２基以内で１，３００万円ほど

言いましたですかね、２，６００万円し

かだめなんですね。以前は、２年ほど前

やったと思うんです、摂津市さん、申し

わけないけども、以前であれば、エレベー

ターでも何でもすべて補助させていただ

きましたと、２分の１か何か言うてまし

たけども。大阪府も財源不足で、絞り込

んだ。そのとき、私どもはこの中身を打

ち出したということは非常に大きな負担

であることは間違いございません。

　だから、そういった意味では、過日、

大阪府の方に要望してきたんですが、大

阪府も頑張ってます、財政に対してとい

うことであります。むしろこれは北摂市

長会、また府の市長会を含めまして、ま

た、ぜひとも私どもで、ご議論願った中

で、むしろ国政レベルでＪＲの姿勢、阪

急はそういう姿勢をとってもらっておら

ない中で、私は予算措置で言いました。

ＪＲがそういう姿勢であれば、もう少し

延ばしてはどうかと、しかし、吹操跡地

の絡みの中で遅らすと余計にお金がかか

りますから、ＪＲしませんかということ

の中で、やっぱり市民が望んでおります

ので、予算もつけてやりますけども、基

本的にはＪＲの全国の問題であるという

ことで、私も何遍もＪＲと話しておりま

すが、一向に動かないという現状でござ

いますので、今後の形としては、そうい

う考え方の中で、府の市長会また国政レ

ベルでということをやらなきゃならない

ことじゃないのかなというふうにも感じ

ております。

　それから、商工の活性化の問題でござ

いますけども、私もよく高槻とかいろい

ろうろうろしましたときに聞くんです。

だから、例えば、すき焼きをつくろうと

思えば、お肉屋さんがあって、野菜屋さ

んがあって、豆腐屋があると。このごろ

豆腐売れないから豆腐屋が引っ越していっ

たと。ほなもうそこでは買わないと。も

う一気に買いたいというようなこともあ

ります。例えば、議員もご指摘のように、

阪神百貨店の地下街なんていうのはもう

すごい、人も入れない、あの地下へ、そ

れこそ品ぞろいがいい、新しい、循環す

るこういうことがありますね。だから、

そういうことを考えてまいりますと、市

民の皆さんは、やはり以前のように地域

で買ってということでなく、車社会の中

で、鉄道がある、やはり品揃えとしても

いいものを一気に買いたい。昨日でした

か、消費税問題で、ヴィトンとかエルメ
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スはもっと消費税かければいいと。生活

用品にかけずに、そういう嗜好品にかけ

るべきであろうというような形でありま

す。しかしながら、ヴィトン売り場でも、

ご存じのように、もう雑踏の中にいるが

ごとくの売れ筋であるというような形が

あります。

　だから、そういうことでは、これは今

の現実の中では、なかなか言うに易し行

うに難しだなというふうにも思います。

この前、駅前第３ビル通りましたら、夜

歩くのが怖いぐらいのやはりシャッター

街であると。あとはもうサラ金のあれだ

け入っておるというような状況もこれ見

ておりますし、南千里丘はそういうこと

をしてはならないということで、今、絵

もかいておりますが、いずれにいたしま

しても、この問題は、かといって、これ

でいいのかと言われれば、私もそういう

ふうに思います。私は、ただ行政、市と

してだけで考えたときに、これほどまで

に高齢少子社会の中で人口が減ってきて、

昨日も申し上げたんですが、やはり大阪

で一番人口が増えておるのが、もう一度

調べましたら、箕面市と茨木市でござい

ました。平成１６年と平成１５年を比べ

たときに、人口伸び率は。これはまさし

く彩都であります。摂津市は０．０９の

マイナス、一番厳しいのは寝屋川、門真

あたりが大激減いたしております。まさ

しくこの人口問題と企業の張りつき、商

工の張りつき、これはもう、そこで全体

で回っておる問題でございますので、そ

ういうことになると、摂津市単独でなか

なかいきませんけども、いま一度、私ど

も、商工行政同じことばかり言っており

ますので、商工の活性化につきましては、

一度市長の森山と話をいたしまして、こ

れについて、一度こういうことの中で、

市民意見で今言われました。そういう中

でもございますし、また、もう一つご披

瀝いたしますと、昨日も申し上げたんで

すが、平成１４年の市民意向調査の中に

もあります、不満の中には、いわゆる一

つは、活気あふれる中心街をつくってほ

しいと、これは何も南千里丘じゃなくて、

むしろ正雀であり、千里丘西であり東で

あり、南千里丘だけということではない

と思います。これが、ベスト２に入って

おります。また、今後、コストがもっと

使ってもいいですよという中のベスト２

に、また小売業、サービス業の活性化と、

これもまさしく、現在のＪＲ千里丘東・

西、正雀だというふうに思います。

　こういう回答がある中で、私どもなか

なかこの市単独では難しいですけども、

いま一度こういう問題について内部で議

論しまして、もう一歩、ああ、そういう

考え方で今後取り組んでいってくれるか

というようなことを、もうちょっと内部

で、今ここでは申し上げられません。な

かなか、今申し上げたトータルのまちの

中での位置づけでございますから、真剣

にいま一度、平成１８年度予算の中で柴

田委員が先ほど言われたときに、こうい

う点でもう一度取り組みさせていただき

たいと、じゃあ期待しましょうというよ

うなことをじゃあ言っていただけるよう

な中身、今申し上げませんが、そういう

形でもって、一度議論してまいりたいと

いうふうに思います。

○嶋野委員長　柴田委員。

○柴田委員　もうこれ以上、助役からも

やっぱり本音の部分でご答弁いただいて

いると思いますし、私も思いつきなこと

で言うてる部分もありますんで、そない

言うたってできるか言われりゃそれまで

ですが、せやけど、こうして毎日生活し

ていて、いろいろ感ずる、現場へ行って

感ずる、そういうことを申し上げてます
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ので、ひとつその辺のことは十分酌みとっ

ていただいて、今後とも努力して頑張っ

てほしいと思いますので、よろしくお願

いします。

　ありがとうございました。

○嶋野委員長　暫時休憩いたします。

（午後３時　６分　休憩）

（午後３時３１分　再開）

○嶋野委員長　それでは、再開いたしま

す。

　質疑のある方、挙手をお願いいたしま

す。

　安藤委員。

○安藤委員　それでは、質問をします。

　平成１６年度の決算審査ですが、この

平成１６年度というのは参議院選挙があ

り、衆議院選挙があり、摂津の市長選挙、

府会議員の補欠選挙と、選挙がたくさん

ありまして、その中で、市民関連の施策

等が改定される大きな動きも見られた年

だったと思います。

　摂津市においては、下水道の使用料金

が１２．５％の値上げが４月から実施さ

れました。それから、各種手数料がたし

か値上げがされた年だったと思います。

敬老祝金についても、今までの支給年齢

を削減した年でありました。同時に、老

齢福祉年金や障害者福祉年金、遺児年金、

これらも廃止されてきた年だったと思い

ます。

　こういった点も踏まえましてご質問を

させていただきたいと思います。

　まず最初に、これは決算概要でいきま

すと何ページかにわたっておりますが、

医療費の助成制度、大阪府の医療費の助

成制度が改定され、１１月から、例えば

乳幼児医療費の助成、１歳引き上げされ、

同時に自己負担の導入がされました。そ

れから、母子家庭医療助成、これはひと

り親医療費助成というような形になりま

したし、老人医療費助成制度については

大枠廃止というような状況にもなってき

たり、障害者医療費助成制度については、

大阪府が大幅に削減をした中で、摂津市

独自で踏ん張っているところというのも

あるというふうに認識をしているところ

であります。

　こうした全体の中で、平成１６年１１

月から、お医者さんにかかったときに、

それぞれ市民にとっていろいろな影響が

生まれていると思います。

　事務報告書で見ますと１６８ページで

は、乳幼児医療費助成の一部負担金の項

目が書かれていますし、母子家庭等医療

費助成制度の一部負担金の１１月から２

月までの数字が書かれています。老人医

療費助成や障害者医療費助成については、

事務報告書で１５６ページに書かれてい

ることでありますが、全体的にこの医療

費の助成制度の１１月からの改定、これ

によっての市民の生活実態の中で、どの

ような影響になっているのか、その実態

をつかむ、どのぐらい把握されているの

か、その点について、最初にお聞きした

いと思います。

　それから、あわせて、医療費助成制度

につきましては、大阪府からの補助金が、

乳幼児医療ですと２分の１ですか、それ

から、その他でしたら５分の３だったで

しょうか、の補助金がありますが、それ

ぞれの各種医療費助成制度において、年

齢の拡大であったり、それから、所得制

限が引き下げられるなどで、補助金が増

えたり減ったりしていると思います。あ

わせて、一部負担金の導入によって、助

成額の方も変わってきていると思います

が、その点、それぞれの各種医療費助成

について、大阪府の補助金がどのぐらい

増えたのか、もしくは減ったのか。それ

から、摂津市として、特に乳幼児医療の
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場合、それから障害者医療の場合は、大

阪府の制度に上乗せをしている部分もあ

りますが、摂津市としての助成額の増減、

それぞれ各種医療助成制度ごとでちょっ

とお聞かせをいただけたらなと思います。

　２点目に、生活保護の関係で、決算概

要でいきますと７７ページですね。決算

書で４１ページの国庫負担対象分として

１２億６，５５４万円という数字が計上

されていますけども、先ほど、午前中の

議論の中にもありましたが、国が三位一

体改革のもとで、先般も義務教育国庫負

担の問題、そして、今、生活保護や児童

扶養手当に対する国庫負担補助金の削減

の意向などが報道されているわけですが、

その点について、生活保護担当としてど

のような見解を持っておられるのか、お

聞かせをいただきたいと思います。

　それから、この生活保護を受けておら

れる方、世帯は、午前中の議論で数字を

お示しいただいたわけですが、その運用

の状況についてちょっとお聞きしたいと

思います。

　一つは、生活に困窮されて、生活保護

の窓口に来られる市民の方々、それぞれ

の方々が相談に来られたときに、きちん

と面接記録簿というのがとられているの

かどうか、その点をお聞かせいただきた

いと思います。

　それから、生活保護の支給に当たりま

して、これまですべての受給者が窓口に

列をなしていた状況が続いていましたが、

銀行振込という手続の簡素化もこの間図

られてきたと思います。平成１５年度に

も、銀行振込の方がどのぐらいいるのか、

割合をお聞きしていたかと思いますが、

平成１６年度において、それから、直近

わかりましたら、銀行振込の割合はどの

ぐらいになっているのか。そして、それ

でもやはり窓口に来られて支給されてい

る方もお見かけするわけですけども、今

後の銀行振込の方向性について、どのよ

うなお考えで進めていくのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。

　それから、生活保護受給者の方々が病

気になったときに、お医者さんにかかる

ときというのは、あらかじめ窓口に来て、

医療券の発行を受けて医療を受けるとい

うのが原則だと思いますが、緊急時の場

合、医療券の発行ができない場合に、駆

け込みをするとかいうようなときに、や

はり医療券も何もない状況で、なかなか

行きにくい。そうこうしているうちに病

気が進行したりするようなことも考えら

れるのではないかと。生活保護というの

は、国民の最低限度の文化的な生活を保

障するとともに、自立を応援するための

制度であって、病気がちの方が安心して

お医者さんにかかれるような体制をとっ

てあげるということも、自立助長という

目的にはあっているもんだと思うんです

が、その医療券ではなくて、あらかじめ

医療証のようなものの発行を考えるべき

ではないかなと思うわけですけども、そ

の点はどうでしょう。

　それから、これは、生活保護の受給者

がどんどん、世帯も受給者が増えている

中で、また、社会状況も経済状況も大変

厳しい中で、受給者の方々、相談に来ら

れる方が増えているかと思います。そう

した方々の状況を詳しく聞いて、市民の

相談に乗って、その方の自立を促してい

くというのが生活保護の係の大事な仕事

であると思うわけですが、それにしても、

一人一人の方々の生活状況を把握してい

くというためには、ケースワーカーの仕

事というのは非常に重要になっていると

思うんですね。

　先般の民生常任委員会の、児童虐待の

ときにもお聞きしましたけども、かつて
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児童虐待で痛ましい事件が起きたときに、

一人のケースワーカーが抱えている件数

が２００件、すごい件数を抱えていて、

実質上対応し切れてないということも問

題になったかと思います。

　この生活保護のケースワーカーが、今

摂津市でどのぐらいの方がいらっしゃい

まして、そして、一人当たり担当件数は

どのぐらいになっているのかということ

もお聞かせをいただけたらと思います。

　それから、自立を助長すると同時に、

本人の持っている能力を最大限生かして

もらうということで、仕事を探してほし

いということの就労の指導等がされる場

合があると思います。就労といいますと、

やはりハローワークまで足を運びという

ことが基本になってくるかと思うんです

けれども、摂津から茨木のハローワーク

まで行こうと思いますと、鳥飼ですとバ

スに乗って、電車に乗っていく。時間も

かかりますが、経済的にも大きな負担に

なります。１回行って、１回で決まれば

それにこしたことはありませんが、何度

も足を運ばなければならないということ

もあると思います。

　ここの中で、生活保護の扶助費の中で、

一時扶助というものの中に、移送費とい

うものがありますが、その移送費の中に

は、就労や求職活動への交通費の支給と

いうものもあるというふうに聞いており

ますが、その点、摂津市の就労活動での

交通費の支給の状況を、あわせて移送費

でありますから、病気のときのお医者さ

んに行くときの交通費であったり、家族

の葬儀に遠方まで行かなければいけない

という場合の交通費としても、どのよう

な実態になっているのか、その点をお聞

かせをいただけたらと思います。

　それから、生活扶助の中で、加算金の

中に老齢加算というものがありますが、

老齢加算が順次、段階的に廃止されてい

るという状況のもとで、大阪府の方が、

夏期・歳末一時金の廃止の意向があると

いうような話を聞いております。ちょっ

と詳しい情報を教えていただきたいんで

すが、摂津市としても、大阪府と摂津市

と折半で負担をしているのではないかと

思うんですが、４８７万１，０００円で

すね、夏期・歳末一時金、決算書の中に

ありますが、これがどのようになってい

くのか、その点もお聞かせをいただけた

らと思います。

　続いて、高齢者障害者福祉関係になり

ますが、平成１６年、敬老祝金が削減を

されました。決算書の中にも出てきてま

すが、額が大きく減っているかと思いま

すが、今まで７０歳、７７歳、８０歳、

８８歳、９０歳、９９歳、１００歳以上

だったかと思います。それが、７７歳、

８８歳、９９歳、１００歳以上だったで

すかね。支給対象者が減ったということ

になりますが、その点、減った影響額、

それから、うけられていた人がうけられ

なくなった、対象者の推移、どのぐらい

減ったのかということについて、この際

お聞きしておきたいと思います。

　それから、障害者福祉について言えば、

先般は、国会で障害者自立支援法が通り

ました。平成１５年から、たしか支援費

制度がスタートしたばかりで、障害者福

祉、介護保険も含めて、この福祉制度が

大きく、性格も、そして中身も変わろう

としているもとで、決算概要の６８ペー

ジに、身体障害者居宅生活支援事業とし

て４，９３７万７，０００円が計上され

ています。この支援費制度に移行してき

た２年目となる平成１６年度であります

が、支援費にかわった影響であるとか、

それから、利用者の方の負担の状況がど

うであるのか、利用状況についてお聞か
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せをいただきたいと思います。

　あわせて、平成１８年度からスタート

と言われています障害者自立支援法につ

いても、できましたら、今わかっている

範囲で、今の支援費の方々がどういう形

になっていくのか、お聞かせをいただけ

たらと思います。

　あと、決算概要の６１ページ、障害者

行動計画策定事業があります。午前中に

は、地域福祉計画の策定事業についての

質問もありました。地域福祉計画は、福

祉の総合計画というようなお話をされて

いました。この間、次世代育成支援の計

画であったり、それから、今回の障害者

行動計画、そして、既に策定されていま

す摂津市のかがやきプランなど、福祉に

関わる計画というのがたくさんあると思

いますが、この地域福祉計画との関係、

この点をちょっと、いろいろ計画がある

んですが、やはり地域で誰もが安心して

暮らせる社会づくりという点で言うと、

地域福祉計画が核になるのではないかな

というふうに思うんですが、その点の関

係といいますか、絡みといいますか、そ

ういう点、ちょっと整理をしたいので、

お聞かせいただきたいと思います。

　あとは、これは、決算概要の３４ペー

ジの総務費の中にありました水道料金の

減免事業ですね、前年比と比べますと、

約６４０万円ほど減額になっています。

これは、平成１５年だったと思うんです

が、水道料金の減免が、生活保護世帯で

は基本料金の減免が廃止になり、母子家

庭や障害者の方々の世帯、高齢者の世帯

の方々が２分の１に削減された経過があ

ると思いますが、この削減額との関係を

お聞かせいただき、同時に、今まで減免

されていた金額が一体どういうふうになっ

ているのかについてお聞かせをいただき

たいと思います。

　続いて、児童福祉関係でお聞きしたい

と思います。

　午前中でも、ファミリーサポートセン

ターのご質問や、保育所待機児のお話等

がございました。この年、摂津保育所が

民営化されています。今新たに園舎を建

設中ということでありますが、先ほどの

議論の中で、公立保育所が減って、一般

財源化されたというようなお話がありま

したが、その一般財源化されたことによ

ることと同時に公立保育所がなくなった

ことで、公立保育所の運営経費が削減す

ると。同時に、今度は私学の民間保育所

の入所承諾事業というものが、大きく１

億２，０００万円ほど今回上がっている

んですが、その辺の関係。それから、全

体的にこの民営化によってどこで増えて、

どこで減って、一般財源化によってどう

なったのか、その点、もう一度、教えて

いただけないでしょうか、お願いいたし

ます。

　それから、これ決算書にありますが、

児童扶養手当、決算概要の方にもありま

すけども、児童扶養手当についてお聞き

したいと思います。これも国庫負担の見

直し等で重大な局面を迎えていこうとし

ているわけですが、既に児童扶養手当の

仕組みが変わっていくと、５年後に児童

扶養手当の受給額が段階的に引き下げら

れていくと。それと抱き合わせのように

して、母子家庭の自立支援事業も、先ほ

どの論議の中でもあったわけですが、そ

の辺の絡みといいますか、平成１６年度、

児童扶養手当の国庫負担がこの２億４，

６００万円の国庫負担金がある中で、母

子自立支援というものを進めつつ、今後、

国庫負担が減らされていくんではないか

という心配がされているわけですが、今

現在、児童扶養手当を受給している方の

状況と、それから、その改定の影響を受
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ける方の実態をちょっとお聞きしたいと

思います。

　あと、保育所の待機児につきましては、

先ほども新定義と旧定義でご説明をいた

だいたわけです。毎年４月では、新定義

における待機児はゼロだということであ

りますが、実際状況、どこの保育所に預

けるのか、やはり離れたところであった

り、いいところで預けられないというこ

とで待っておられる旧定義での待機者の

方々がどのぐらいいるのかというのが一

番大事なところではないかなというふう

に思うわけですけども、年齢によって入

りやすい、入りにくいというのがありま

すね、保育士さんの基準の問題等ありま

して。今の状況を年齢別にどんな状況な

のか、特に４月では比較的入りやすいん

だけども、期中になっていくごとに、や

はり途中で引っ越してこられた方々や就

労を始めるお母さんが出てくる中で、保

育所のニーズが増えていくことで、期中

でなかなか入りにくいという実態をよく

お聞きするわけですが、その点の状況、

平成１６年度ではどうだったのか、そし

て、今の状況はどうなのか。あわせて、

それに対して新たにせっつ保育園では定

員が増え、鳥飼でも新しい保育園ができ

るわけですが、そういう新しい受け皿が

増える中で、期中の増員に対しての対応

ができるのかどうか、その点の見込みも

お聞かせをいただけたらと思います。

　それから、先ほどありましたみやけ幼

稚園の跡地でせっつ保育園が建設中に当

面使っていると。全体のオープンは７月

やけども、２月までに一部オープンがで

きるようにしていくということで、ふれ

あいルームとして使えるようにするとい

うようなお話がありました。その点につ

いては、先ほどのご説明でわかりました

が、今建て替えが行われているせっつ保

育園の建設地の横に三島公園という都市

公園があります。都市公園の一部をその

保育園の建設のために使っておられて、

地域の方々から、民間の保育園の建設で

使われているということはどういうこと

なんでしょうかというようなお話をちょっ

とお聞きしたんですが、その点の経過、

経緯がございましたら、ちょっとお聞か

せいただき、また、民間の建物の建設の

際の資材置き場であったり、駐車場であっ

たりする場合に、そういう都市公園や摂

津市の管理する公園を利用するというよ

うなルールのようなものがあるのかどう

か、その点、ちょっとお聞かせをいただ

けたらと思います。

　それから、ファミリーサポートセンター

については、状況もお聞かせいただき、

また、今後の補助金の対象が会員数であ

るということもわかりました。ファミリー

サポートセンターは多くの方に利用でき

るようにということでＰＲをぜひお願い

したいと思うんですが、一方で、委託さ

れている社会福祉協議会が関与するのは、

最初の依頼会員さんと援助会員さんとの

コーディネートの部分が中心であるとい

うふうに理解しています。あとは、依頼

会員さんと援助会員さん、もしくは両方

会員さんが個別に接触されて、そこでお

子さんを見てもらう、そういう形になっ

てくると思いますが、心配するのは、やっ

ぱり小さなお子さんを一般の市民の方が

お預かりしたり、預けられたりするとい

うことで、事故があったときとか、それ

から、利用料の授受の際の問題の発生が

起こることもないとは言えないと思いま

す。その点についてはどのようにされる

のか、ちょっとお聞きしておきたいと思

います。

　それから、葬祭事業、これは決算概要

８７ページで、市営葬儀についてお聞き
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したいと思います。

　市営葬儀、使用料では６，５６３万円

とお金が入ってきます。一方で、これは、

指定業者さんになるんですかね、市営葬

儀委託料として６，１３４万７，０００

円の委託料があります。この使用料と委

託料との関係について、どのようになっ

ているのか。とりわけ、市営葬儀、でき

るだけ簡素に故人を送ろうということで

行われている事業だと思いますが、よく

お聞きするのが、市営葬儀お願いしたけ

ども、終わった時点で請求金額見たら非

常に大きなものになっていると。もちろ

ん、市営葬儀のパンフレットを見ますと、

市営葬儀に含まれるもの、含まれないも

のときちんと書かれているわけですけど

も、しかし、葬儀でありますから、いろ

いろなものがそこについてくることもあ

るかと思います。その辺の市営葬儀のあ

り方について、それから、市民が払った

市営葬儀料がどのような形で適正なとこ

ろに払われているのか、どこに支出され

るのかということについてちょっと教え

ていただけたらなと思います。

　それから、ちょっと単純なことをお聞

きしますが、これ決算概要８７ページに

ありますが、斎場管理事業の中にありま

す斎場等管理運営業務委託料２，２７３

万６，０００円があります。すぐ下に、

葬祭事業の中に、同じく斎場等管理運営

業務委託料が８０万３，０００円ありま

す。これ同じ業務、言葉が同じ業務にな

りますので、この違いについてちょっと

教えていただけたらなと思います。

　次に、茨木保健所摂津支所が廃止され

ました。平成１６年度廃止されることに

よって、それまで、平成１６年の初めに

は、摂津市と茨木保健所との業務の連携

であったりとか、今後のやり方について

さまざまな取り組み等がされているかと

思います。保健所支所の閉館にもかかわ

らず、精神保健業務も市町村の方に移管

されてきていると思いますが、その点の、

平成１６年度、移行状況、それから運営

状況をお聞きしておきたいと思います。

　健康推進関係ですが、総合健診、先ほ

どもございました、予防介護ということ

で、介護保険の方では重くなる前に、や

はり介護予防しようというようなお話が

あります。医療費の増大に対しては、や

はり健康せっつ２１であったり、保健、

福祉の分野でいろいろな活動もされてき

ているかと思うわけです。

　そうした中で、市民総合健診という役

割、それから、乳児健診、がん検診とい

う役割というのは非常に大きいと思いま

す。受診状況も先ほどご説明をされてい

ましたが、改めて、受診率を上げるため

の努力について、どのようにされてきた

のか、お聞かせをいただけたらと思いま

す。

　それと、以前、私、この健診にかかわっ

てお聞きしたことがあったんですが、摂

津の子どもたちの中にぜんそくを持って

いる子どもさんたちが大変多いと聞いて

います。小児ぜんそく、小児アレルギー

等々、非常に深刻な状況にあると思って

ます。まさにそうしたところに、乳児健

診であったり、１歳６か月健診であった

りというところで、子どもたちの健康の

把握をして、それに対しての援助をして

いくというのは大事なことではないかと

思うわけですが、その点の実態把握等は

どのようにされてきているのかについて

もお聞かせいただけないでしょうか。

　あわせて、これは平成１６年度に問題

になっているわけではありませんが、先

般の一般質問でも、他の委員が質問され

ていましたが、アスベストの問題も多く

市民の中では不安を抱えておられるので
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はないかなと思います。

　アスベストの健康相談や検診について

広報にもありましたが、その点の相談事

業についてもあわせてお聞きして、同時

に、検診をすることによって、曝露がわ

かった場合というのは、やはり定期的に

経過観察をしていかないといけないとい

うふうに言われていますが、その辺の対

応については、今現在、わかっている範

囲でお答えいだけるようでしたら、お願

いしたいと思います。

　次に、ごみの減量問題について、これ

も午前中からいろいろ議論がされていま

す。私は、事業系のごみについてちょっ

とお聞きをしたいと思います。

　平成１４年７月に事業系のごみの料金

が改定されました。できるだけ資源ごみ

を分けていただいて、ごみの減量をしよ

うという努力を、家庭ごみでの減量の努

力とあわせて、事業所を訪問されたりし

て行われてきているというふうに認識を

しているわけですが、その事業系のごみ

の減量について、今どのような状況になっ

ているのか、平成１６年度、予算審議ちょっ

と見ますと、なかなか思うように進みに

くいという状況のもとで、たくさんの事

業系ごみを出しておられる事業者さんに

減量計画を出してもらうですとかという

ようなことも答弁されていましたが、そ

の後の状況、平成１６年度１年たって、

到達点どうであるのかお聞かせいただき

たいと思います。そして、平成１８年度

の１炉運転、２万７，０００トンへの見

通しですね、改めてお聞きしておきたい

と思います。

　それから、公害対策についてですが、

ＮＯ２であったりＳＰＭなどなど、幹線

道路が走っている摂津では、大気の問題

というのが非常に重大な問題であり、梅

田貨物駅の吹田操車場跡地への移転の問

題でも、今、吹田、摂津で大きな重大な、

それこそ局面を迎えているわけですが、

あわせて摂津市には大きなごみ焼却施設

があったり、それから、産業廃棄物の中

間処理施設というのも鳥飼の地域にいく

つかあるのかなというふうに思うわけで

す。

　その辺の中で、特にまたアスベスト関

連になりますけども、建設廃材の中にア

スベスト関連の物が混入していることも

十分考えられるというふうに思うわけで

すが、そういう地域住民生活の中での、

アスベストがあるんじゃないかという心

配に対して、市の環境対策課としていろ

いろ相談には乗っておられるかと思いま

すが、実態を把握して、それを市民にも

提供していくということも考えるべきで

はないかと思うわけです。

　この間、特に、準工業地域では、市民、

住民と、そして、そこでお仕事されてい

る事業所との間でいろいろな問題も発生

しやすい条件が摂津市の場合にはある地

域が多いと思いますが、平成１６年度に

は鳥飼上四丁目にごみ固形化燃料施設・

ＲＰＦ施設の建設をめぐって、地元の方々

の反対の声も上がり、民生常任委員会で

も請願審議などが行われてきたかと思い

ます。その後、消防法の改定等によって、

ＲＰＦ、ＲＤＦについての取り扱いなど

も変わってきているかと思いますが、Ｒ

ＰＦ施設は、そこの鳥飼上四丁目だけで

なく、東別府にもあるやに聞いておりま

すが、その点と、それから、ＲＰＦとＲ

ＤＦとよく区別されていましたが、ＲＰ

Ｆは安全だと言われていたわけですけど

も、ＲＰＦを原料とした発電施設、北海

道で先般大きな火災事故が起きていると

いうふうに聞いておりますが、その危険

な施設と言われているようなＲＰＦの施

設、その後の立ち入り調査も含めて、そ
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れから、現状の認識、どのように把握さ

れているのか、産業廃棄物の中間処理施

設とあわせてご報告をいただけたらと思

います。

　あとは、住民基本台帳の件でお聞かせ

をいただきたいと思います。

　決算概要の５０ページにありますが、

住基事務事業として２，４１２万７，５

２５円、この住基ネットに関しては、個

人情報保護という観点などなどから、全

国的に大きな問題になっていました。自

治体によっては、国のシステムにはつな

がないという意思を表明される自治体も

かつてございましたが、その後の摂津市

の住基ネット事業についてはどのような

状況にあるでしょうか。とりわけ、新た

に住民基本台帳カードの発行がされてい

るわけですが、住基カード発行手数料６

万１，５００円とありますが、摂津市の

住基カードの発行枚数、今どんな状況に

なっているのか。それから、外部からの

侵入があったときには、直ちに個人情報

をまもるためにシステムを切るというよ

うなことなども必要だというふうに言わ

れていたわけですが、そういった住基ネッ

ト事業運営の中で、今どのような状況に

なっているのか、外部からの侵入で直ち

に切るというような自体が今まで起きて

いるかどうかです、あわせて教えてくだ

さい。

　市民課は、あわせて雑収入にあります

ように、諸証明、戸籍、住民票、印鑑証

明などの手数料の値上げがこの平成１６

年度に行われましたが、その値上げの影

響について、増額、どのぐらいになって

いるのか、これもお聞きしたいと思いま

す。

　それから、産業振興の方で、決算概要

の９８ページ、通行量及び購買実態調査

１６８万円、これの結果ですね、どんな

結果で、その結果の情報をどのような形

で提供されているのか、どのような活用

がされるのかについてお聞かせをいただ

きたいと思います。

　あわせて、経営者等人材育成事業であっ

たり、日本労働者信用基金協会債務保証

料補助という事業がございます。どちら

も未執行という状況になっていますが、

その内容と、未執行になった理由につい

てもお聞かせをいただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

　それから、商業活性化についてですが、

先ほどの議論にもありましたが、やはり

地域の商店を守っていこうというときに、

今の流れは大規模店舗が郊外に進出して

くる中で、地域の商店が、それこそ、先

ほどもお話にありましたけども、何でも

そろうところに足を運んでしまうという

ことになりますと、地域での商店がどん

どん立ち行かなくなっていくということ

もあるわけですね。そういった点をよく

見て、商業１点に集中のまちづくりであっ

たり、それから、大規模店の進出に対し

て余りにも無防備でいて、本当に摂津市

の商業の活性化、商業を守っていくこと

ができるのかどうかというのを非常に疑

問に思いますので、その点のご見解もお

聞かせをいただけたらと思います。

　最後に、これは、また介護保険の方で

もお聞きしたいんですが、決算概要の６

２ページに、社会福祉法人介護特例補助

金がございます。これが未執行になって

います。先般の一般質問でも、介護保険

の制度が１０月からホテルコストの導入

によって施設利用者の利用料が大幅に増

える人、中には減る人もいらっしゃると

いうふうにこの間ご説明をいただいたわ

けですけども、大きく変わっていく中で、

保険料の改定作業が行われて、来年４月

に大幅に上がるというような見通しも示
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されているところであります。

　経済的な理由によって、本当に必要な

介護サービスが受けられない、そんな事

態を招かないようにするということは、

やっぱり介護事業者としては、同じ共通

認識に立っておられることと思いますけ

ども、この社会福祉法人の特例給付金は、

利用料を減免する制度に対しての補助金

だと思いますが、その点の未執行になっ

ているという状況ですね、摂津市内の社

会福祉法人さんが利用者さんに対して全

然減免を実施されていないのか、もしく

はされていて、補助事業に合ってないの

か、その点はちょっと事情がありました

らお聞かせいただきたいと思います。

○嶋野委員長　前川参事。

○前川生活環境部参事　それでは、公害

関係のうち、産業廃棄物の関係について

ご答弁させていただきます。

　ご質問につきまして、アスベストの関

係とＲＰＦの２点のご質問だったと思う

んですけども、まず最初に、アスベスト

の関係なんですけども、市内の事業所の

中には、小型焼却炉というのが３基ござ

います。

　アスベストは、ご存じのように不燃性

物質ですので、直接的には焼却処理はさ

れないと、不燃扱いという形で処理され

ると。これにつきましては、特定施設で

あれば、大気汚染防止法なり大阪府の条

例で、特定粉塵という位置づけで規則に

のっとって飛散防止されますし、解体等

につきましては、府の届け出義務なり、

労基の関係で届け義務があり、それに基

づいて予防規則等で処理されるというふ

うに、アスベストについての飛散防止に

ついての対策は以上のとおりでございま

す。

　続きまして、ＲＰＦ、ＲＤＦの関係な

んですけれども、市内では、現在、３か

所ございます。ともに操業されておるん

ですけども、定期的に大阪府と合同で立

ち入り調査等を行い、実態調査を行って

おる中で、今のところは問題はないとい

う状況になっています。

　現状といたしましては、当初計画され

ていたよりも、原材料の入荷が思わしく

なくて、操業自体が部分操業ということ

で、実態的には聞いております。

○嶋野委員長　紀田参事。

○紀田生活環境部参事　事業系のごみの

平成１４年７月改定以降の推移というこ

とご質問いただいておりますが、平成１

３年度、２万７２３トン、事業系のごみ

がございましたが、平成１４年度には１

万７，９３５トン、１４％の減少をいた

しております。

　それ以降、平成１５年度は対前年比１

０％、平成１６年度につきましても対前

年度比１０％というずっと減少傾向を示

しておりまして、平成１６年度末の数値

につきましては１万４，５５８トン、平

成１３年度当初と比較いたしますと３０

％の減量ということで、家庭系を上回る

減量効果が出ております。これは、ただ

単に料金改定ということではなくて、無

料古紙回収制度をスタートするなど、一

定、分別の協力を働きかけてきた経過、

さらに、許可業者が持ち込むごみに対し

まして職員がチェックするという形で、

多く古紙が入っているところについては、

回ってきたコースを確認して、それぞれ

その事業所に再度啓発を行うと、そういっ

たことを行っております。

　また一方、平成１４年度、平成１５年

度スタートいたしました多量排出事業所

につきましても、一定、当初６８件ござ

いましたが、その後、減量していただく

ということで、月３トンを基準にしてい

るんですが、２０件近く多量排出事業所
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も減少してきております。

　こういうふうな形で、事業所も協力い

ただいておるということで、減少効果が

見られているんですが、なおかつ、今現

在で、１炉運転を目指すための可燃ごみ

の数値ですが、可燃ごみにつきましては

３万４４５トンということで、可燃ごみ

の総量が今そういう数値になっておりま

す。

　ですから、あと３，４００トンぐらい

を減らせば２万７，０００トンになると

いうことで、今後の流れといたしまして

は、平成１８年度に食品リサイクル法が

完全施行になるということで、１００ト

ン以上の食品残渣を出しておられるとこ

ろについては、２０％の減量をというこ

とで、それ以外の満たないところにつき

ましても、一定２０％の減量してくださ

いというようなことで取り組みを進めて

まいりたいというふうに思っております。

　そういうことも踏まえながら、平成１

８年度に目標値をクリアしていきたいと

いうふうに考えております。

○嶋野委員長　川上課長。

○川上産業振興課長　４点ほどご質問を

ちょうだいしておりますので、順次お答

えをいたします。

　まず通行量調査と購買実態調査、昨年

度両方ということでございました。通行

量調査につきましては、千里丘で２ポイ

ント、それから、正雀方面で２ポイント、

それから、安威川以南で２ポイント、さ

らに細かく申し上げますと、千里丘方面

と申しますのはことぶき商店街、それと、

フォルテ摂津でございますね。それから、

正雀では、駅前商店街と本町商店街、そ

れから、安威川以南の方では、旧の鳥飼

名店街がそこでございますね。それと、

アトリウム南摂津、その６か所での通行

量の計測をいたしております。

　前回との比較ということで申し上げま

すと、報告書、これは業者委託で行った

ものでございまして、市の職員が直接出

向きましてカウントをしているというこ

とではありませんで、成果品としての報

告書を得ているということでございまし

て、その中での総括といたしましては、

いずれの地区でも、若干ではございます

けれども、通行量の増加が見られるとい

う報告がなされております。

　少し細かく申し上げますと、ことぶき

商店街では、若干、こういう言い方にな

るんでございますけれども、細かくちょっ

と今数字また申し上げることできますけ

れども、フォルテにつきましては、今微

増、正雀の商店街でも微増というまとめ

になってございます。

　一方、安威川から南の方の鳥飼と、あ

と南摂津のところでございますが、ここ

は相当増加をしておるということで、具

体的には若干増加と申しますのが、前回

との比較で、大体５００名弱ぐらいの通

行量の増加というのを計測したというこ

とでございます。

　それから、フォルテに関しましては、

１階と２階合わせまして９０名ほどの増

加であるということで、先ほど申し上げ

た微増というのはこういうことでござい

ます。

　それから、正雀の駅前商店街につきま

しては、東側の入り口でのチェックでご

ざいます。

　それから、本町商店街は逆に西の入り

口ということでいたしましたんですけれ

ども、こちらの方は、本当にわずかな１

００名ぐらいまでの増加ということで、

一応微増という総括になりました。

　一方、安威川から南の方につきまして

は、先ほど、相当増えたということで申

し上げておりますけれども、具体的な数
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字で申し上げますと、鳥飼の方では５４

９名増加があったという。それから、あ

と、南摂津につきまして６３０名という

ようなことで、いずれも相当増加があっ

たということにまとめられております。

　これの活用についてどうするのかとい

うようなことにつきましては、購買実態

調査の方の問題と合わせまして申し上げ

ることになるわけでございますが、購買

実態調査につきましては、手法的には二

つの手法の組み合わせということになり

ます。

　一つは、市内から無作為で２，０００

名の対象者を抽出いたしまして、郵送で

調査票を配布するということでございま

す。これに対しまして、回収率にいたし

ましては４６．０％の反応をちょうだい

いたしまして、回収されましたサンプル

数でしたらもう９２０ということでござ

いました。

　それから、同時に、来街者調査という

ことになりますけれども、それぞれの６

地区の先ほど申し上げました地点に調査

員を出しまして、来街者にこれはアトラ

ンダムにお話を承るということで、生の

ご意向を筆記するというような手法を取っ

てまいりました。その結果でございます

けれども、特に前回との比較の中で、私

ども市内での購買力と申しましょうか、

購買の現況ということでは、食料品であ

るとか、あるいは医薬品とか化粧品、あ

るいはそれに関連する家庭用品とか台所

用品、一言で言えば日用雑貨中心という

ようなことでの買い回りについては、前

回のときともかなりの改善が見られたと

いうことなんですが、その傾向について

は定着をし、今申し上げました日用品、

家庭台所用品、あるいは生鮮加工食品と

いった品目については、比較的高い比率

で市内の購買に歩留まりしているという

ふうに理解をいたしております。ただ、

衣料品であるとか、いわゆる耐久消費材

といったような買い回り性、あるいは専

門性の強い商品となりますと、これは従

前からの流出傾向については、残念なが

ら止まっておりませんで、圧倒的に大阪

市内への流出が高いという結果になって

ございます。

　続きまして、吹田市やら茨木市、隣接

でございますけれども、こういった方面

への流出ということも多いと言わざるを

得ないという現況がございます。

　それで、どういうあたりに今後の可能

性を見出していくのか。質問の４番目に、

特に大型店が非常に出てくるという、そ

ういうバックグラウンドの中にあって、

地元のいわゆる在来型の商店街をどうい

うふうに守っていけるのか、どういうふ

うに立ち行けるのか、それに関するちょっ

と見解も示せということでございますの

で、その点にも若干わたるわけでござい

ますけれども、実態調査の一応のまとめ

といたしましては、先ほど申し上げたよ

うな傾向にあるわけなんですが、今申し

上げた両方の消費材の中間的と申しましょ

うか、衣料品でももう少し日常性の高い、

ワイシャツだとかネクタイだとか、そう

いうものだとか、あるいは靴だとか、そ

れから、日常使うかばんの類とか、ある

いは袋物でございますね。そういった身

辺雑貨について、もちろんこれは流出傾

向はあるんですけれども、そのあたり、

つまりそれほど高価ではないようなそう

いう買い回り性のある品物でございます

ね、そういうものについて、隣接に流れ

ているお客さんを取り戻すということを

考えていく必要があるんじゃないかなと

いうふうに、一応実態調査としてはまと

めてございます。

　その辺は、実は少し時間を遡るわけで
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ございますけれども、私ども手元の方で

９９年、平成で申すと１１年になるんで

ございますけれども、大型店の進出も、

これはご承知のように、大店法がなくなっ

て、大店立地法に変わるということもご

ざいまして、その辺の大きな流れという

のは非常に越しがたいこともあるわけな

んですが、その中でどうするんだという

ことで、大型店進出に伴う対応策の検討

を一応いたしました。

　その基本的な方向性、結論ということ

に、結論というのは少し言い過ぎかもし

れませんけれども、大型店との協調、住

み分けということが、これからのいわば

基本的な方向性となるんじゃないかと。

そういう中での地域商業者としての独自

の路線というものをどういうふうに構築

するのかというのが基本的な課題であろ

うというふうにお示しをしたところでご

ざいます。

　具体的な対応策ということで申します

と、基本的には今回の実態調査にも実は

ございまして、ちょっと話が左右いたし

まして申しわけございませんけれども、

買い物されている方々からの意見聴取の

中では、非常に歩道が十分整備されてい

ないということで、交通が危険であると

いうようなことでございますね。これは

何回もご指摘があるわけなんですけれど

も、歩車道の分離をしっかりする、ある

いはコミュニティ−道路の確立を図って

いくというような、そういう基本的な、

非常に日用性の高いインフラ整備の問題

でございますね。その辺はどうしてもやっ

ぱり避けられないんだろうと。それはやっ

ぱり不可欠の課題ということで、今回の

購買実態調査の中からのまとめとしても

提示をいたしております。

　そういうこともございまして、再度ちょっ

と少し遡りますけれども、大型店進出に

伴う対応策の検討をいたしました中で、

具体的な対応策としての、街並みの、そ

ういう意味での整備ということがまず一

つ要るんだろうと。

　そういう基本的なインフラの整備に立っ

て、地元の商店街として、地域商業者と

して、まずどういうふうに魅力を高めて

いくのか。三つほど挙げさせていただい

たわけでございますけれども、一つは、

それなりに、いわばアトラクティブな魅

力というものを出せるためには、何がし

かのイベントというようなものもぜひ工

夫をしてもらいたいということですね。

それが一つと、これはいわば商店会とし

てのまとまりのある対応策。

　それから、個店に対して期待を申し上

げるようなこととしては、いわば先ほど

の住み分けということをどういうふうに

図るのかということとはもちろん不即不

離なんですが、各個店としてのやっぱり

ショップコンセプトといったものをどう

いうふうに確立するんだと、ぜひそうい

うことを意識してもらいたい。それに見

合う商品構成というものをぜひ見直しを

してほしいという。それを支えるスピリッ

トみたいなものとしてのプロ意識をぜひ

向上を図ってほしいと。

　そういったことを具体的な対応策とし

てお示しをしながら、一応、全体的には、

大型店進出に伴う対応策というようなこ

とで一応まとめさせていただいたという

ような経過がございます。

　かわりまして、決算書の方で、執行が

全然ないということでの２点ほどご指摘

がございました部分につきまして申し上

げさせていただきたいと思います。

　まず、経営者等の人材育成なんでござ

いますが、これは、この平成１６年度を

含みまして直近４年間、なぜかちょっと

ご利用がございませんでした。ねらいと
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いたしましては、中小企業における現職

の方々のスキルアップと申しましょうか、

再教育と申しましょうか、そのための中

小企業大学校が兵庫県にございますけれ

ども、あるいはお隣にございますけれど

も、独立行政法人雇用・能力開発機構が

お持ちになっているポリテクセンター関

西でございますね。そういうところで、

そういう、今申し上げたような従業員の

やっぱりレベルアップを図った研修を受

けていただいた場合につきまして、その

研修費用の半分を、１法人に対して５万

円限度でございますけれども、それで補

助をさせていただくと。そういうことで、

今申し上げたような効果を引き出してい

きたいというふうに、そのことが地元中

小企業に対してお返しができる一つのチャ

ンネルだというふうに考えておるわけで

ございますが、この４年間ちょっとなかっ

たというぐあいに申し上げましたんです

が、その前は、ちょうど２０００年度は・・

・。

○嶋野委員長　答弁の途中ですけれども、

これは決算審査ですので、その背景的な

ことは簡単に触れていただいて、なぜ未

執行だったのかということを端的にお答

え願います。

　川上課長。

○川上産業振興課長　わかりました。

　ちょっとこれは、そういう意味では、

特にポリテクセンターに対しては、去年

も新しくチラシを作ったりいたしまして、

ご案内のように改めて強めたりもしてお

ります。そんなこともやっておるんです

が、ちょっと原因といいましょうか、い

うあたりについては、少し私どもも首を

かしげております。ただ、来年度に向け

ましての話になって大変恐縮なんでござ

いますが、これは、ポリテクセンターの

中、あるいは地元鉄工会の中でも、この

補助金について改めてご注目をいただい

ているということもございまして、ここ

のとこ執行寂しいんですけれども、来年

度、少し予算措置も増やして、ご用意申

し上げたいというふうに考えております。

　それから、最後になりますけれども、

勤労者に対します信用保証料の補助なん

でございますが、こちらの方も、平成１

６年度に限らず、ここんとこちょっとずっ

と利用がございません。これも、ちょっ

と首をかしげてるんですが、ただ、昨今、

労金の貸し出しパターンとしましては、

保証料と利息ですね、これをセットにし

たような商品構成ということもございま

して、少し事務的に何かやりにくい点も

あるのかなという気がいたしております

が、これもぜひ来年度におきましてさら

にＰＲを強めて、ご利用の潜在的なお求

めというのはきっとあるんだろうと、な

くなるとは言い切れないと思いますので、

これにつきましてもそういうことで、今

後ＰＲに努めていきたいというふうに考

えてございます。

○嶋野委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　それでは、介護保

険にかかわります社会福祉法人介護特例

補助事業につきましての未執行の理由に

ついてご答弁させていただきます。

　本事業につきましては、社会福祉法人

が、低所得者、利用者の方たちの負担軽

減を図るという趣旨の制度でございまし

て、この負担軽減を利用料１割のところ

を５％ちょうだいするという減額制度を

実施された社会福祉法人に対しまして、

その軽減前の額と軽減した額を比較しま

して、軽減額が総収入額の１％を超える

場合に補助をいたすというものでござい

ます。

　つきましては、摂津市内の社福法人が

実施しなかったということではなくて、
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訪問介護事業に対しては、摂津市内の社

福法人はすべて実施をいたしております

が、使われた方が社会福祉協議会のヘル

パーが１名、それから、市外の特養入所

者、この利用者が１名、合計２名の利用

がありましたが、各法人単位で集計いた

しますと１％枠を超えませんでしたので、

この事業の対象外ということで執行には

至っておりません。

○嶋野委員長　中岡課長。

○中岡福祉総務課長　生活保護関連で８

点ばかりあったように思います。

　まず、１点目、去る１１月４日に、急

に国の方から三位一体改革の件で出た件

だと思いますが、これは我々の方も困惑

をしておりまして、相当我々の方の負担

が、このまま実施されますと、地方の自

治体は、もう今まで節約をしていたにも

かかわらず、もう相当負担額、これは後

で水準を申し上げますけども、少なから

ず、我々地方自治体の負担ははかり知れ

ません。強く全国の知事会、市長会、あ

るいは都道府県の議長会等々、地方の団

体から強く抗議を申し上げ、緊急アピー

ルをしているところでございます。

　ちなみに、私どもの簡単な試算でござ

いますが、一般財源として、別に組みか

えるという部分もありますが、平成１６

年の歳出ベースで簡単に試算しました結

果、私どもの市の方では、平成１６年ベー

スの歳出を計算しますと２億２，４００

万円も市町村の負担が増えると。もちろ

ん、歳入で一般財源化されたという分も

入ってきますので、直接この数字という

には、歳出ベースの計算というふうにと

らえていただきたいんですが、このよう

な試算をしております。これが実施され

ますと本当に大変なことになるんじゃな

いかなと思っております。

　それから、２点目の生活保護の相談に

係る受付簿といいますか、記録簿の件で

ございますが、これ、窓口の生活相談、

簡単な窓口での相談もございますので、

単にお名前を言わずに、生活保護の基準

額とか基準とか、そんなことに関して相

談もありますが、記録簿はとっておりま

す。パソコンにも入力して、前のやつも

アイウエオ順に検索できるように順次整

備をしておりますので、この点は整備し

ているというふうにお答えしておきたい

と思います。

　それから、３点目の銀行振込の件でご

ざいますが、昨年より実施しまして、現

在、約３００世帯の方に振り込みをして

いただいて、約５０％でございます。な

お、残りの方につきましては、新規ケー

スですね、例えば、今でしたら、９月、

１０月ごろに新しくなられた方とかは、

やはりケースワーカーの相談等あります

ので、窓口に来ていただくということで

しております。順次、そういった安定す

るといいますか、生活指導が行き届いて

きましたら、順次振り込みの方に移行し

ていくんではないかなというふうに思い

ます。

　ちなみに、やはり銀行等への出金手続

がやっぱり難しいと言われる方もありま

すので、高齢の方につきましては。そう

いう方については、振り込み窓口払い、

あるいは入院されている方については、

当然振り込み、こちらから直接現金を送っ

ているという状況がございます。

　それから、４点目の医療券の件でござ

いますが、やはり傷病に、病気を煩った

ためにやはり生活困難という方がやはり

多ございますので、医療扶助は欠かせな

いというふうに思います。

　ご質問の医療証発行というところは、

現在の時点では考えておりません。窓口

で生活保護受給証というのを最初に渡し
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てますので、そのことを提示してもらう、

あるいは口頭で生活保護を受給している

ということを言ってもらえれば、窓口の

方では、後日あるいはその日に担当者の

方から我々の方に医療券の発行を願い出

ておられます。当然、前もって治療に行

きたいんやということで電話等ありまし

たり、窓口へ来られたときには、すぐさ

ま医療券の発行をしております。

　それから、５点目で、ケースワーカー

の受け持ち件数だったと思いますが、現

在ケースワーカー６名でやっております。

　持ち件数でございますが、３月時点で

は９８世帯の現状がございます。なお、

現在、現時点では、相当数増えておりま

すので、１００世帯を受け持ち超えてお

ります。

　それから、６点目、ハローワークに行

く交通費の件でございますが、ケースワー

カーの指導は就労可能やということで、

求職活動をしてほしいという指導をしま

して、ハローワークに行っていただいた

方については、本人さんの申し出により

まして、実費支給を翌月の保護費の支給

月ですか、そこのところへ上乗せしまし

て、実費をお渡ししております。

　それから、７点目の移送費の件ですが、

被保護世帯の中で、２親等以内で、葬儀

で地方の方に葬儀に出かけたいというよ

うな場合は、申し出によりまして、葬儀

に出席の場合の交通費の実費を支給して

おります。

　それから、８点目の夏期一時金、歳末

一時金のことでございますが、従前から

議論があったと思いますが、我々としま

しては、平成１６年までは実施して、平

成１７年度、ご承知のように大阪府の補

助金もカットされたこともありまして、

平成１７年度は実施しておりませんが、

毎月の保護費の中で生活を保障されてい

るというふうに思っておりますので、毎

月の保護費の中で生活の方をお願いした

いと考えております。

○嶋野委員長　浅井参事。

○浅井市民課参事　住基ネットについて

のご質問の中で、現況ということで、全

国の都道府県で構成します住基ネット推

進協議会から、順調に稼動しているとい

う報告を大阪府を通じていただいており

ます。

　本市においても特に問題は発生してい

るわけではありません。

　ちなみに、今日までの住基カードにつ

いてですが、平成１７年１０月末現在ま

での交付累計、交付した累計ですが、３

６７枚になっております。ほぼ最近は毎

月１０枚程度出ているという状況にあり

ます。この住基ネットを通じて、個人情

報保護というか、セキュリティーという

面で、不正アクセスや個人情報の漏えい

というおそれがある場合、システムを切

る必要があるという場面が出てきます。

そういうことに対して、住基ネット自体

は住民基本台帳法という制度的な面でも

かなりカバーされてまして、本人確認情

報の利用する事務、あるいは提供される

行政機関が特定されておるとか、目的外

の利用が禁止されているというふうに、

制度面からもカバーされてる、あるいは

技術面から言いましても、専用回線を利

用している、あるいはシステムへの不正

侵入を防ぐというふうな形で、漏えい、

盗聴、不正行為などが生じないように、

かなりカバーをしてきているものではあ

りますが、運用面におきましても、やは

り機械のなせるところでございますので、

我々市民課なり、あるいは情報政策課と

も、それぞれ住基ネットに関するセキュ

リティー要領というのを独自に設けまし

て、その中で緊急時対応計画書というも
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のを策定した上で、障害対応あるいは不

正行為に対する脅威レベルというものを

定めて、それぞれの対策なり対応という

ものを準備をしているところであります。

ちなみに、近日中には、ある大阪府下の

市でウィールス感染をしたという想定の

もとに緊急時対応訓練を大阪府下一斉に

行う予定にもなっておりますし、一応、

そういう準備はしております。

　運営をストップさせるという問題なん

ですが、平成１４年８月以降、今日まで、

本市におきましては運営をとめるような

状況が発生しておりませんので、そうい

うことに至っていないという実情であり

ます。

○嶋野委員長　村江課長。

○村江市民課長　手数料改定によって、

どのぐらい増額したのかということで、

住民票から言いますと、３７９万７，１

００円、印鑑証明で２８４万５，７００

円、諸証明で７万８００円でございます。

○嶋野委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　それでは、葬祭

事業の使用料と委託料の関係はどうなっ

ているのかというご質問でございますが、

市営葬儀使用料１９万４，０００円とい

うことで市民の方からいただいておりま

す。この内訳は、納棺や祭壇飾りつけ、

式辞の進行等の提供で１６万３，５００

円、それから、霊柩車の運行で２万５，

５００円、それから、火葬料金として５，

０００円ということで、合計１９万４，

０００円でございます。

　それが、業者にお支払いしているのは

どのようになっているのかということで

ございますが、メモリアルホールでやっ

ておりますカトレア、アイリスの場合と、

自宅あるいは集会所等でやっております

ゆり、きくの場合で少し差がございます。

カトレア、アイリスの方は、ちょっとカ

トレアということでまとめてご報告させ

ていただきますが、メモリアルホール備

えつけの市の祭壇をご利用いただくとい

うことで、１６万３，５００円の中から

８、０００円を引きました１５万５，５

００円を葬儀業者に委託料として支払っ

ております。アイリス等につきましても

８，０００円の差額がございます。

　それから、次に、斎場等管理運営事業、

２か所に同じ名目で上がっているが、こ

の違いはということでございますが、２，

２７３万６，０５７円と、８０万３，４

０２円と二つに分かれておりますが、こ

の２，２７３万６，０５７円の方につき

ましては、斎場の方の職員３名おります、

その人件費が主なものでございます。そ

れから、電話代等含まれております。

　８０万３，４０２円につきましては、

斎場の火葬の炉の中に棺を乗せる台、ロ

ストルと申すんですが、その台がござい

まして、その台がやはりかなり高度な温

度で使用されますので、入れかえをしな

いといけないんですね。その費用が主な

ものとなっております。

　このように分かれておりますのは、非

常に不明瞭と申しますか、分かれている

必要がないかなということで、平成１７

年度の予算の方からは、一本化で表現さ

せていただいております。

　それから、保健所支所の閉館に伴う移

行状況ということでございますが、平成

１６年度から茨木保健所から出かけてい

ただく事業ということでやっております

が、平成１７年度の状況といたしまして

は、原爆被爆者検診は春と秋、それぞれ

２日間出張してきていただいて実施して

おります。

　それから、特定疾患患者の医療費の公

費負担申請、これは、今年ももう終わっ

たんでございますが、７月末に一斉受け
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付けをしていただいております、市役所

の２階を会場といたしまして一斉受け付

けをしていただいております。

　それから、難病患者の交流会、竹の会、

さわらぎ会という二つの患者交流会がご

ざいますが、これも、それぞれ年５回程

度、保健所より摂津市に出向いてきて、

交流会を持っていただいております。会

場は社会福祉協議会の会場をお借りして

おります。

　それから、こころの健康相談でござい

ますが、これにつきましては、茨木保健

所管内ということで、月１４回実施して

らっしゃるうちの４回を摂津市において

予約制で実施していただいております。

　それから、そのほかも細かい点いくつ

かあるわけでございますが、できる限り

摂津市に出向いて実施していただくとい

う方針で、覚書を取り交わしながら実施

している状況でございます。

　それから、市民総合健診や乳幼児健診、

がん検診等の受診増の取り組みというこ

とでございますが、ちょっと古くなるん

でございますが、市民総合健診につきま

しては、それまで春先に一日３００人と

かという受診者があるような、当日来た

い人は来てくださいという形の市民健診

を保健センターでやっておりましたんで

すが、それを平成１２年度から、誕生月

健診ということで、胃がん、大腸がん検

診もあわせたセット健診と一般健診とい

うふうに分類をいたしまして、保健セン

ターの健診を実施しております。

　そのほか、それまでは、何年度からか

ちょっと今記憶にございませんが、前年

度受診者に健診のご案内をしていたもの

を、４０歳以上の国民健康保険の加入者

の方で、しかも未受診の方へ個別案内を

するという形をとらせていただいたり、

それから、乳幼児健診につきましては、

未受診の方に再案内をする。それから、

４か月健診等で絵本の配布等をする。そ

れから、今年度からですが、ＢＣＧ接種

もセットアップするというような努力を

いたしました。それから、がん検診につ

きましては、特に乳がんと子宮ガンの受

診率が低い現状にございますので、少し

乳がん検診の実施回数を増やしたり、そ

れから、平成１７年度も、ほかのところ

からのスクラップアンドビルドの考え方

で予算を何とか捻出いたしまして、乳が

ん、子宮がん検診を増やしていきたいと

考えているところでございます。

　次に、小児ぜんそくアレルギーの実態

把握の方法についてでございますが、４

か月や１歳６か月健診、３歳半健診等で、

問診票の中でお母さんに直接お尋ねして

おります。例えば、１歳半健診ですと、

アレルギーがありますか、ない、ある、

その中身は何ですかということで、湿疹、

ぜんそく、アトピー性皮膚炎、その他と

いうような項目になっております。この

実態は、１歳半健診で大体２０％弱、１

８％ぐらいの方が何らかのアレルギーが

あるとお答えになっておられますが、ご

質問のぜんそくということに限りますと、

このときの結果でございますが、３．６

％というふうに出ております。

　次に、アスベスト検診相談事業等でご

ざいますが、このたび、大阪府、茨木保

健所と摂津市との共同事業といたしまし

て、アスベストに関する緊急肺がん検診

ということで、今月１７日に検診を予定

しております。

　相談事業に係りましては、茨木保健所

でも実施していただいておりますし、摂

津市の中では健康推進課が窓口となって

実施しているところでございます。曝露

がわかった場合の経過観察の方法につい

てでございますが、検診をいたしまして
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も、アスベストに曝露をしているという

ことは残念ながらわかりません。わかり

ますのは、今現在、肺がんになっている

かどうかということの結果だけでござい

ます。もし肺がんにかかっている疑いが

濃いという場合には、このたびの検診に

つきましては、茨木保健所の方で、その

後のフォロー、それから、治療の勧奨等

をやっていただくことになっております

が、次年度以降、市役所の方でもその方

たちのフォローをするという予定になっ

ております。

○嶋野委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　まず、乳児医療

と母子医療の関係のご質問にお答えを申

し上げます。

　制度の改正とその影響額というところ

でございますが、乳児医療につきまして

は、大阪府制度といたしまして、２歳未

満の方が１１月から３歳未満児に１歳拡

大されたと。所得制限については依然ご

ざいます。

　本市の制度といたしましては、３歳未

満のお子さんを１歳拡大して４歳未満と

いうふうに同様に１歳を拡大いたしまし

た。所得制限については、本市の場合は

設けておりません。

　金額の影響額でございますが、決算ベー

ス並びに歳入のベースでいきますと、乳

児医療、今年度１億４１９万４，４６３

円を扶助費で扶助しております。その扶

助に対する大阪府の歳入でございますが、

３，６０３万１，７５５円、差し引きい

たしますと、本市の一般財源で６，８１

６万２，７０８円でございます。同様に、

昨年度、１５年度の一般財源額を調べま

すと、６，５１４万２，６２８円という

ふうになります。双方一般財源を比べま

すと、本市平成１６年度の方が３０２万

８０円増加をいたしております。

　助成対象者といたしまして、まず、１

６年度ですが、延べ３万５，９４４人、

平成１５年度は３万３，１０７人、プラ

スの２，８３７人というふうになってお

ります。制度改正後の数字で見てみます

と、１１月から２月の延べ対象児童数を

見ますと、平成１６年度が１万３，９９

５人、平成１５年度が１万１，０３２人、

プラスの２，９６３人というふうになっ

ております。

　同様に、母子医療の方を見てみますと、

平成１６年度、扶助費決算額が５，０４

５万５，３６３円、府の扶助費に係りま

す歳入が２，５３１万７，５３５円、差

し引きいたしますと、一般財源が２，５

１３万７，８２８円、昨年度の一般財源

を算出いたしますと２，５１９万７，１

４１円、差し引きいたしますと、プラス

の５万９，３１３円というふうになって

おります。また、皆様方の一部負担を見

ますと、今年度乳児医療におきましては、

８６６万２３３円、母子医療につきまし

て２７５万８，０３７円というふうになっ

ております。

　続きまして、公立保育所が民営化した

ことに伴う一般財源の影響額というとこ

ろでございますが、午前中の答弁にもご

説明させていただきましたように、公立

保育所が民間になることによって、人件

費並びに公立保育所で直接支出しており

ました保育所運営の管理経費が削減にな

ります。その合計が、平成１５年度、平

成１６年度の決算ベースでいきますと、

約１億１，５２３万円を算出しておりま

す。

　また、民間の保育園になることにより

まして、市の方から保育所運営の負担金

並びに各種補助金を直接市から民間へ交

付することになります。その合計が約１

億３４０万円でございます。その差を見

－ 71 －



ますと、約１，１８３万円というふうに

削減額を算出いたしました。

　また、公立保育所の保育所運営経費が

国庫・府費補助金を一般財源化されたこ

とに伴う影響額ということで、先ほど、

約４，０００万円ということを算出いた

しましたが、民間保育所になることによ

りまして、保育所運営経費で約８，３６

０万円支出をしております。そこから、

国の方が決めております徴収金、約２，

９７０万円を差し引きいたしまして、そ

の半分が国庫、その４分の１が府費、差

し引きの４分の３が市の方の歳入に入る

という計算でございます。

　それでいきますと約４，０００万円、

摂津保育所を民営化したことに伴いまし

て、実額ベースで増えておるのではない

かというふうに算出しております。

　また、影響額ということで、一般財源

化された部分につきまして、市全体とし

てどちらの方にその財源が行っておるの

かということも影響してくると思います。

　当初は、所得譲与税が財政課の方で予

算を組んでおりますが、こちらの方に影

響をしているのかなという観測もござい

ましたが、普通交付税の算出を財政の方

でしていただきますと、交付税を算出す

る際に単位費用という科目がございます。

その単位費用の算出にあたる計算式の中

に、一般財源化に伴い、保育所運営費負

担金という国庫、府費がマイナスで立っ

ております。もし財政の方も全体の話で

すので、どこに入っているかよくそれは

わからないということでございますが、

もし普通交付税の方に全額入っているよ

うでございましたら、本市に平成１６年

不交付ということで、財政の方から聞い

ております。そうなれば、もし交付税に

全額算入されておるということでござい

ましたら、歳入ベースにおきまして、プ

ラス４，０００万円が見込まれるのでは

ないかということで、先ほど、４，００

０万円を計上させていただきました。

　続きまして、児童扶養手当と母子自立

支援事業の関係でございますが、委員ご

指摘のように、児童扶養手当につきまし

ては、早ければ平成２０年４月から、今

受給されておられる額より低い額で交付

される可能性がございます。その影響額

というところでございますが、まだ国の

方から、どういう所得の方に対してどれ

ぐらい減額になるのかという枠が示され

ておりません。ということで、その額が

示されたときには、所得に基づいて、皆

様方の影響額が出てこようかと思います

が、現時点についてはちょっとよくわか

らないというところでございます。

　そういうところでやはり母子家庭の方

にいろんな支援をしていかなければいけ

ないということで、昨年度から三つの母

子家庭に対する自立支援事業を始めまし

た。

　まず一つが、自立支援教育訓練給付金

事業、二つ目が、高等技能訓練促進費事

業、三つ目が、常用雇用転換奨励金事業

ということでございます。

　続きまして、待機児童のところでござ

いますが、公立、私立のトータルの数字

をお伝えさせていただきます。

　昨年４月でございますが、新定義で待

機児童ゼロ、旧定義でいきますと１２名。

今年の３月ですね、昨年の年度末でいき

ますと、新定義で８３名、旧定義で１１

７名でございます。年度かわりまして、

今年４月になりますと、新定義でゼロ、

旧定義で３２名、１０月１日現在でいき

ますと、新定義で３８名、旧定義で７６

名でございます。

　内訳でございますが、やはり低年齢の

ところがどうしても待機児童が多くなっ
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てきております。これはやはり保育所を

運営する際に保育所の配置基準がござい

ます。その関係でいきますと、総定員か

ら各年齢の定員を決めていく際に、どう

しても小さなお子さんのクラスについて

は、たくさんの定員を設定できないとい

うところが影響してこようかと思います。

　また、その関係で、どうしても年度途

中に申し込まれる低年齢児については待

機ということになってきます。

　それとせっつ保育園の建て替えに際し

て三島公園を使用している件でございま

すけども、ルールとしてあるのかという

ことでございますが、摂津保育所を民営

化する際に、選考委員会というのを立ち

上げました。こちらの方で、やはり保育

所の配置基準なりは、やはり公立と同じ

ように、少なくとも５年間はそういうルー

ルでやっていただきたいというような逆

の縛りもございまして、現民間でござい

ますけども、やはり我々としたら協力で

きるところは協力していき、建て替えに

際しての経費も、法人の方、経費大分負

担ございますので、その辺で地元自治会

長とも協議しながら、あそこ前の道は通

学路でございますので、どうしても前か

ら大型車両が出入りしますと、やはり通

学路、その前には、議員ご存じのように

児童センターがございます。そういう関

係で、工事車両については、その通路に

ついて通学路じゃなくて、別の経路を確

保させていただきたいということで、公

園の方にご相談いたしまして、占用許可

をちょうだいしているということでござ

います。

　あと、ファミリーサポートセンターの

コーディネートをしておられる社協の職

員さんの動きでございますけども、委員

の方からもご説明ありましたように、や

はり、最初、お預けしたい方と預かって

もいいよという方をどう設定をして、そ

の間に入って調整をするというお仕事が

主でございますが、やはり事業が動いて

まいりますと、それぞれやはり依頼会員

さんからは依頼会員さんのいろんな要望、

援助会員さんからは援助会員さんのいろ

んな要望がございます。そこら辺をやは

りどこに、何かあれば言うていくかとい

いますと、社会福祉協議会のその担当の

方にいろいろと言っていっていただいて

調整をいただくということで、これは全

体説明の中でもさせていただいておりま

すので、その辺で、最初の結びつきだけ

じゃなく、以後、やはりコーディネーター

される方については、事業といいますか、

それぞれがうまくいっていたとしても、

定期的にやはりご連絡をとっていただく

なりして、うまく事業が回るようにして

いきたいと思っております。

　また、それぞれ会員さんの交流も必要

でございますので、年に数回はそういう

交流会もしていただくよう要望もして、

昨年、今年としていただいている状況で

ございます。

○嶋野委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　それでは、

高齢者障害者福祉にかかわる部分につき

ましてご答弁申し上げます。

　まず、昨年１１月に福祉医療におきま

して一部自己負担金制度が導入されまし

たが、その影響についてというご質問に

ついてでございます。

　大阪府におかれまして、平成１６年１

１月診療分から平成１７年２月診療分ま

での４か月間につきまして、府内から選

定いたしました１区８市３町の医療費助

成対象者１２万２，３５５名の方を対象

に、福祉医療複数医療機関受診実態調査

が実施されており、その結果が公表され

ております。
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　摂津市はこの８市の中には入っており

ませんけれども、摂津市独自でこれだけ

の調査は少し難しいということもござい

まして、この調査の結果に基づきまして

ご報告をさせていただきます。

　調査結果から、調査期間４か月間、全

期間において連続して受診した方の状況

を見ますと、まず、調査対象期間中１回

以上受診した方のうち、４か月連続で受

診した方の比率は、高齢者で６７．３％、

障害者で６３．８％、ひとり親家庭で２

１．１％、乳幼児で２７．９％となって

おります。高齢者や障害者の方では、こ

の４か月間に受診された方のうち、３人

中２人が、毎月必ず１回は受診されたと

いうことでございます。そして、４か月

連続して受診された方の１か月当たりの

平均受診医療機関数は、高齢者で１．８

１機関、障害者で１．７９機関、ひとり

親家庭及び乳幼児で１．６２機関となっ

ております。

　次に、４か月連続して受診された方の

平均負担額は、月額で高齢者の方が１，

２４５円、障害者が１，３２８円、ひと

り親家庭が１，１９０円、乳幼児が１，

１７２円となっております。各月ごとに

見ますと、各医療とも大体１，０００円

から１，４００円の間となっております。

　最後に、４か月連続して受診された方

の１か月間におけます最大負担額は、高

齢者の方が７，２００円、障害者の方が

７，６７７円、ひとり親家庭が６，５０

０円、乳幼児の方が５，９９２円となっ

ております。この調査結果につきまして

は、当初の想定の範囲内と考えておりま

すが、一部の方は負担額が大きくなって

いる方もおられます。

　続きまして、同じく昨年１１月からの

一部負担金助成の導入に伴いまして、老

人医療、それから、障害者医療関係で、

事業費並びに府補助金あるいは一般財源

の変化がどのようになったかというご質

問でございます。

　まず、老人の方でございますが、府制

度と市制度に分けてご説明申し上げます。

　まず、老人の方で、府制度につきまし

て、平成１５年度は、医療費でございま

すが、７，７８５万６，１１３円、平成

１６年度につきましては７，４９６万１，

０４１円ということで、マイナス２８９

万５，０７２円となっております。

　市制度につきましては、平成１５年度

が４，３１２万４，８７８円、平成１６

年度が３，６２７万８，８８６円という

ことで、同じくマイナス６８４万５，９

９２円、合計９７４万１，０６４円の減

額となっております。

　一部負担助成につきましては、府制度

が７，５６０万３，２１１円、平成１６

年度が７，６３１万３，２８７円という

ことで、７１万７６円の増となっており

ます。

　市制度につきましては、平成１５年度

が５，４８５万８，４９０円、平成１６

年度が４，８８５万５，５５２円という

ことで、６００万２，９３８円の減となっ

ておりまして、府、市合わせますと５２

９万２，８６２円の減となっております。

　老人医療と一部負担金助成を合わせま

して、医療費につきましては１，５０３

万３，９２６円の減となっておりまして、

このうち一般財源の減が１，３７２万２，

９２８円となっております。

　続きまして、障害者医療につきまして、

平成１５年度、大阪府制度が１億７０１

万３，９２９円、それから、平成１６年

度が１億１，１９７万９，２４２円とい

うことで、４９６万５，３１３円の増に

なっております。

　それから、市制度につきましては、平
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成１５年度が５５５万１９円、平成１６

年度が４５８万６，９１３円ということ

で、マイナス９６万３，１０６円となっ

ております。

　事業費全体を見ますと、平成１５年度

と平成１６年度を比較しますと４００万

２，２０７円の増となっております。一

般財源につきましても、１９８万６，１

２５円の増となっております。これは、

障害者医療につきましては、これまでも

府の制度を上回りまして市の制度で見て

きました方の人数が少ないということで、

余り今回の改正で影響を受けてないとい

うことでございます。

　続きまして敬老祝金でございますが、

平成１５年度の実績が１，５７３名の方

で、１，４５８万１，０００円、平成１

６年度が５０１人の方で、５０３万５，

０００円となっております。比較いたし

ますと１，０７２人の減、金額では９５

４万６，０００円の減となっております。

なお、この減に伴いまして、街角デイハ

ウスや配食サービスの拡充等の介護予防

の事業の方にシフトさせていただいてお

ります。

　続きまして、障害福祉の支援費制度と

自立支援法に関する質問でございます。

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高齢

者の独居家庭、それから身障家庭等が例

年かなりの勢いで増えておりますので、

早晩、この件数についても平成１５年度

実績を上回ることは必至であるというふ

うに考えております。などでございます

。お、この減に伴いまして、街角デイハ

ウスや配食サービスの拡充等の介護予防

の事業の方にシフトさせていただいてお

ります。でございます。そして、４か月

連続して受診された方の１か月当たりの

平均受診医療機関数は、高齢者で１．８

１機関、障害者で１．７９機関、ひとり

親家庭及び乳幼児で１．６２機関となっ

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので

、早晩、この件数についても平成１５年

度実績を上回ることは必至であるという

ふうに考えております。などでございま

す。お、この減に伴いまして、街角デイ

ハウスや配食サービスの拡充等の介護予

防の事業の方にシフトさせていただいて

おります。でございます。そし

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので

、早晩、この件数についても平成１５年

度実績を上回ることは必至であるという

ふうに考えております。な

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので

、早晩、この件数についても平成１５年

度実績を上回ることは必至であるという

ふうに考えております。などでございま

す。お、この減に伴いまして、街角デイ

ハウスや配食サービスの拡充等の介護予

防の事業の方にシフトさせていただいて

おります。でございます。そし

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので

、早晩、この件数についても平成１５年
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　したがいまして、自立支援法施行によ

る制度改正のあらましについて簡単にご

説明申し上げます。

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので

、早晩、この件数についても平成１５年

度実績を上回ることは必至であるという

ふうに考えております。などでございま

す。お、この減に伴いま

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので

、早晩、この件数についても平成１５年

度実績を上回るこ

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので

、早晩、この件数についても平成１５年

度実績を上回ることは必至であるという

ふうに考えております。などでございま

す。お、この減に伴いまして、街角デイ

ハウスや配食サ

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮ら

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので

、早晩、この件数についても平成１５年

度実績を上回ることは必至であるという

ふうに考えております。などでございま

す。お、この減に伴いまして、街角デイハ

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮ら

　まず、公平な負担につきましては、こ

れまでの応能負担から、利用したサービ

ス料に応じた定率負担１割と、所得に着

目した月額負担上限等の措置を組み合わ

せた仕組みとなります。また、在宅と入

所の負担の公平性を図るため、食費、光

熱水費は実費負担とするなどでございま

す。

　なお、件数の減りが非常に少ないという

のは、ひとり暮らし家庭、あるいは高齢

者の独居家庭、それから身障家庭等が例

年かなりの勢いで増えておりますので、

早晩、この件数についても平成１５年度

実績を上回ることは必至であるというふ

うに考えております。などでございます

。お、この減に伴いまし

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮ら

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が例

年かなりの勢いで増えておりますので、早

晩、この件数についても平成１５年度実

績を上回ることは必至であるというふう

に考えております。などでござい

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので、

早晩、この件数についても平成１５年度

実績を上回ることは必至であるというふう

に考えております。などでございます。

お、この減に伴いまして、街角デイハウ

スや配食サービスの拡充等の介護予防の

事業の方にシフトさせていただいており

ます。でございます。そして、４か月連

続して受診された方の１か月当たりの平

均受診医療機関数は、高齢者で１．８１

機関、障害者で１．７９機関、ひとり親

家庭及び乳幼児で１．６２機関となって

－ 76 －



おります。くということで、これは全

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので、

早晩、この件数についても平成１５年度

実績を上回ることは必至であるというふ

うに考えております。などでございます。

お、この減に伴いまして、街角デイハウ

スや配食サービスの拡充等の介護予防の

事業の方にシフトさせていただいており

ます。でございます。そして、４か月連

続して受診された方の１か月当たりの平

均受診医療機関数は、高齢者で１．８１

機関、障害者で１．７９機関、ひ

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので

、早晩、この

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので

、早晩、この件数についても平成１５年

度実績

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので、

早晩、この件数についても平成１５年度

実績を上回ることは必至であるというふ

うに考えております

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので

、早晩、この件数についても平成１５年

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それから身障家庭等が

例年かなりの勢いで増えておりますので、

早晩、この件数についても平成１５年度

実績を上回ることは必至であるというふ

うに考えております。

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひとり暮らし家庭、あるいは高

齢者の独居家庭、それ

　なお、件数の減りが

　なお、件数の減りが非常

　なお、件数の減りが非常に少ないとい

うのは、ひ
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